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全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会 

令和６年度第４０回全国研究協議大会東北大会（山形大会） 

大  会  要  項 

 
１ 目   的  全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ会員が一堂に会し、相互の健全な 

発展と協調を図るとともに、自立を目指した知的障害教育の向上、発展を 
促進することを目的として研究協議を深める。 

 
２ 大会テーマ  多様性を認め合い共に育む心のネットワーク 
                 ～すべては子供たちの笑顔のために～ 
 
３ 主   催  全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会 
                 全国特別支援学校知的障害教育校長会 
 
４ 後   援  文部科学省 厚生労働省 こども家庭庁 全国特別支援教育推進連盟 

全国特別支援学校長会 山形県教育委員会 

山形県特別支援学校ＰＴＡ連合会 山形県特別支援学校ＰＴＡ連合会知的障がい部会 

山形県特別支援学校長会 一般社団法人山形県手をつなぐ育成会 

 

５ 期   日  令和６年８月２４日（土） 
 
６ 会   場  荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館） 

〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町11番61号  TEL 0235-24-5188 

 

７ 開 催 形 式   ハイブリッド形式（参集＋オンライン） 
〇参集対象：青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、新潟、群馬、栃木、茨城 
〇オンライン対象：上記をのぞく地区の方および上記でオンライン参加を希望する方 

 
８  日   程 

9:30 10:00   10:45          12:20 13:20            14:50 15:00     15:30   16:00 

受付 開会式 
全体会 

講演 

昼食 

休憩 
分科会 

移動 

休憩 
講評 閉会式 

 

９ 全 体 会  １０：４５～１２：２０ 

【行政説明】 

・文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課 特別支援教育調査官     加藤 宏昭 様 

・こども家庭庁 支援局 障害児支援課 障害児支援専門官         縄田 裕弘 様 

【講  演】 

講師 山形県立こころの医療センター 院長              神田 秀人 氏 

演題「知的障がい、発達障がいのある子どもへの親のかかわり方」 
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開 会 式 

時 間  １０：００～１０：４０ 

会 場  荘銀タクト鶴岡 大ホール 

１ 開式の言葉 

第４０回全国研究協議大会東北大会（山形大会）実行副委員長 

山形県立村山特別支援学校 ＰＴＡ会長  近藤 千春 

２ 国 歌 斉 唱 

３ 挨 拶 

第４０回全国研究協議大会東北大会（山形大会）実行委員長 

山形県立鶴岡高等養護学校 ＰＴＡ会長  菅原  綾 

皆様、おはようございます。令和６年度 第４０回全国研究協議大会 東

北大会（山形大会）実行委員長を務めます、山形県立鶴岡高等養護学校

ＰＴＡ会長 菅原綾でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

はじめに、先月下旬、山形県・秋田県で発生した豪雨災害により各地で

は大きな被害があり、現在、各市町村で復旧作業を進めています。また、

今年元日に発生した能登半島地震では、甚大な被害が生じ、今なお困難

な状況が続いております。被災された方々に心よりお見舞いを申し上げ

ますとともに、一日も早く平穏な生活が戻ることをお祈り申し上げます。 

あらためまして、本大会を開催するにあたり、一言申し上げます。本日は、文部科学省初等

中等教育局 特別支援教育課 特別支援教育調査官 加藤宏昭様、こども家庭庁支援局 障害児支

援課 障害児支援専門官 縄田裕弘様をはじめ、多くの御来賓の皆様に御臨席いただき、本大会

を開催できますことに心より御礼申し上げます。また、全国各地の多くの会員の皆様から御参

加いただいたことに心より感謝申し上げます。 

さて、本大会は、令和元年度の栃木大会以降、コロナ禍による大会中止、そして昨年度のオ

ンラインでの石川大会の再開を経て、５年ぶりに参集の形を取り入れて開催いたします。この

間、感染症対策や生活様式の変化、家庭事情の多様化、働き方改革の推進など、社会状況が急

速に変化しました。この状況を踏まえ、本大会は、ハイブリッド形式での一日開催というコン

パクトで参加しやすい形で開催することといたしました。４０回目の全国大会という節目の年

に、鶴岡の地で大会を開催するという御縁を大切にしながら、皆様と貴重な情報を共有すると

ともに、会員の皆様の交流を深める一日としていただければと思います。 

結びに、山形県鶴岡市は日本海に面する自然豊かな街で、「学校給食発祥の地」、「ユネスコ食

文化創造都市」として、食の歴史や文化の深い街でもあります。昼食休憩時間には山形県の紹

介動画を上映いたしますので、全国の皆様、少しでも山形の良さを感じていただければと思い

ます。皆様にとって実りの多い大会となりましたら幸いです。今日一日、どうぞよろしくお願

いいたします。 
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10 分 科 会  １３：２０～１４：５０ 

◇第１分科会 テーマ『地域との連携 ～小さな輪から大きな輪へ～』 

発表１《 北海道 》 北海道札幌養護学校白桜高等学園（知的 高 計１５１名） 

ＰＴＡ会長 東海林 晃 

「地域とつながるPTA活動～知ってもらいたい、つながりたい～」 

発表２《 東 京 》 杉並区立済美養護学校（知的 小・中 計１８１名） 

ＰＴＡ会長 羽山 歳恵 

「ＰＴＡ・学校・地域の協働による、特別支援教育の理解・推進」 

助言者 鶴岡手をつなぐ親の会 会長 橋本 廣美 氏 

 

◇第２分科会 テーマ『安全・安心な場を創る～もしものときに備えるＰＴＡ活動～』 

発表１《 東海北陸 》 富山県立高岡高等支援学校（知的 高 計４５名） 

ＰＴＡ会長 宮内 清和 

「子供たちの安心・安全な学校生活を支える体制づくり」 

発表２《 近 畿 》 奈良県立二階堂養護学校（知的 小・中・高 計１７７名） 

ＰＴＡ会長 藤田 美穂子 

「ＰＴＡと学校が共に創っていく防災対策を目指して」 

助言者 元山形大学大学院教育実践研究科 元教授 村山 良之 氏 

 

◇第３分科会  テーマ『楽しくつながる～特色あるＰＴＡ活動①～』 

発表１《 東 北 》 青森県立森田養護学校（知肢併置 小・中・高 計９１名） 

ＰＴＡ会長 伊藤 栄治 

「心強い子どもたちの応援団」 

発表２《関東甲信越》 埼玉県立東松山特別支援学校（知的 小・中・高 計１８５名） 

ＰＴＡ会長 長谷川 良 

「「スリム化」×「楽しく♫」～内から外へ繋がるＰＴＡ～」 

助言者 株式会社 Diverse Life 管理者 長谷川 薫 氏 

 

◇第４分科会  テーマ『楽しくつながる～特色あるＰＴＡ活動②～』 

発表１《 中国四国 》 島根県立石見養護学校（知的 小・中・高 計２５名） 

ＰＴＡ会長 三浦 健史 

「みんながつながる石養のＰＴＡ活動」 

発表２《 九 州 》 鹿児島県立鹿児島南特別支援学校（知肢病併置 小・中・高 計３７２名） 

ＰＴＣＡ会長 山田 拓也 

「鹿児島南特別支援学校ＰＴＣＡの取り組み」 

助言者 山形大学大学院 教育実践研究科 教授 早川  隆 氏 

 

11 講   評 １５：００～１５：２５ 

・文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課 特別支援教育調査官       加藤 宏昭 様 

・全国特別支援教育推進連盟 理事長                   岩井 雄一 様 
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第４０回全国研究協議大会東北大会（山形大会）実行委員長 
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北大会（山形大会）実行委員長を務めます、山形県立鶴岡高等養護学校

ＰＴＡ会長 菅原綾でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

はじめに、先月下旬、山形県・秋田県で発生した豪雨災害により各地で

は大きな被害があり、現在、各市町村で復旧作業を進めています。また、

今年元日に発生した能登半島地震では、甚大な被害が生じ、今なお困難

な状況が続いております。被災された方々に心よりお見舞いを申し上げ

ますとともに、一日も早く平穏な生活が戻ることをお祈り申し上げます。 

あらためまして、本大会を開催するにあたり、一言申し上げます。本日は、文部科学省初等

中等教育局 特別支援教育課 特別支援教育調査官 加藤宏昭様、こども家庭庁支援局 障害児支

援課 障害児支援専門官 縄田裕弘様をはじめ、多くの御来賓の皆様に御臨席いただき、本大会

を開催できますことに心より御礼申し上げます。また、全国各地の多くの会員の皆様から御参

加いただいたことに心より感謝申し上げます。 

さて、本大会は、令和元年度の栃木大会以降、コロナ禍による大会中止、そして昨年度のオ

ンラインでの石川大会の再開を経て、５年ぶりに参集の形を取り入れて開催いたします。この

間、感染症対策や生活様式の変化、家庭事情の多様化、働き方改革の推進など、社会状況が急

速に変化しました。この状況を踏まえ、本大会は、ハイブリッド形式での一日開催というコン
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に、鶴岡の地で大会を開催するという御縁を大切にしながら、皆様と貴重な情報を共有すると
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介動画を上映いたしますので、全国の皆様、少しでも山形の良さを感じていただければと思い

ます。皆様にとって実りの多い大会となりましたら幸いです。今日一日、どうぞよろしくお願

いいたします。 
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による甚大な被害が全国各地で発生しています。災害級の猛暑に加え、

ここ山形県におきましても、７月下旬に線状降水帯による被害が発生し

ました。また、記憶に新しいところでは、宮崎県沖で震度６弱の地震が

起き、初めてとなる南海トラフ地震臨時情報も出されました。日頃の備

えに加え、不安を感じている子どもたちや保護者が安心感を取り戻せる

ように、周りの人たちが声を掛け合い、協力していくと共に、避難を余

儀なくされることを想定した取組みも、待ったなしの状況と捉える必要

があります。よく「今までに経験したことのない」という枕詞がつきま

すが、もう異常気象は今や異常ではないと言う認識に立たないといけないと思っております。 

さて、本日、全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会 令和６年度第４０回全国研究

協議大会東北大会（山形大会）が多数のご来賓のご臨席を賜り、そして参集された皆様とオン

ラインで参加の皆様とで盛大に開催できますことを心より御礼申し上げます。また、山形大会

の開催にご尽力をくださいました実行委員長の山形県立鶴岡高等養護学校菅原綾ＰＴＡ会長

をはじめ、山形県のＰＴＡならびに関係の皆様、これまでご準備いただき心より感謝申し上げ

ます。 

８月１４日の新聞に「大量解雇・退職の就労支援事業所」という見出しで、今年の３月から

７月の間に約５０００人の障害者が退職になったとの報道が出されました。特に就労継続支援

Ａ型事業所の閉鎖が相次いだことが原因の一つとなっております。障害者の法定雇用率や最低

賃金が引き上げられ、社会的経済的に良好になることが期待される世の中に、変わる兆しが見

え始めている中で、心配や不安を感じた方も少なくなかったのではないかと思います。今年の

４月に改正障害者総合支援法が施行され、その中には障害者の幅広い就労ニーズに応えられる

支援として、次の点が見直されています。障害者自身がより良い働き方や就労先を選択できる

ように、就労選択支援サービスを創設する、障害者が一般就労中であっても休職から復職を目

指す場合などに、一時的に就労系障害福祉サービスを利用できるようにする、そして、一般就

労への移行定着を推進するために、市町村や障害福祉サービス事業者と障害者就業生活支援セ

ンターとの連携を規定する、とありました。一人一人の思いや願いがかなえられる社会にする

ためには、当事者の声を届けることが何よりも大切となります。先行きが不透明で将来の予測

が困難な状態と言われる今の時代。そしてこれからの時代をよりよく生きるためにも、全知Ｐ

連の果たす役割はとても大きいと考えます。全国の声を拾い、子供たちの未来を創造していけ

るように、今後も事業を進めていただきたいと思います。 

結びにこの大会が皆様にとって実り多きものとなり、それぞれの地域の中で繋がりと絆を深

めるきっかけとなることを祈念し、開会の挨拶といたします。本日はどうぞよろしくお願いい

たします。 

４ 祝 辞 

文部科学省初等中等教育局 特別支援教育課 特別支援教育調査官  加藤 宏昭 様 

皆様、おはようございます。ただいまご紹介をいただきました文部科学省初等中等教育局 特

別支援教育課の加藤宏昭でございます。 
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全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会 会長  冨永 美和 

皆様、おはようございます。ただいまご紹介にあずかりました、全国特

別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会会長、東京都立小金井特別支援

学校ＰＴＡ会長を務めます、冨永美和でございます。あいさつに先駆け

まして、夏休みに入って間もなく、記録的な大雨によりお亡くなりにな

られた方々にお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様にお見

舞いを申し上げます。また、年初には能登半島地震がありました。被災

された皆様の１日でも早い心の平穏をお祈りしております。自然がもた

らす脅威を前にするたびに、どこまで災害への準備をするかを考えます。

明日は我が身にも降りかかるかもしれないと想像力を働かせ、準備をしていくこと、自分ごと

として考えること、それが最善の防御と言えるのかもしれません。 

全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会 第４０回全国研究協議大会東北大会（山形

大会）の開催にあたり、多大なご尽力をいただきました実行委員会の皆様、山形県特別支援学

校長会の皆様に感謝を申し上げます。皆様が作り上げてくださったこの山形大会が、本日ご参

集くださいました来賓の皆様をはじめ、東北ブロックと周辺地域からご参集の皆様や、オンラ

インでご視聴してくださっている日本全国の皆様にとって、心や記憶に残る言葉、学び、新し

い考えや見方を得ていただけるきっかけや刺激になるのではないかと思います。 

本日は文部科学省の加藤宏昭様、こども家庭庁の縄田裕弘様より行政説明をしていただきま

す。知的障害のある子供たちを取り巻く現状をお話ししていただける貴重な機会をいただき、

大変感謝を申し上げます。講演では、山形県立こころの医療センター院長の神田秀人様から、

「知的障がい、発達障がいのある子どもへの親のかかわり方」をお話ししていただきます。福

祉相談センターで多くの保護者や子供たちと向き合ってこられたご経験を含めたお話を大変

楽しみにしております。 

さて、長いと思っていた夏休みも残すところあと１週間となりました。子供は心身共に夏に

ぐんと成長いたします。私の１４歳の末の息子もあっという間に私の身長を超えました。障害

のある子供の親が成長を嬉しく思う気持ちに違いはないのですが、やはり自動的に襲ってくる

漠然とした将来への不安は拭いたくても拭いきれません。毎年の誕生日はそういった意味では

大変象徴的です。 

最後になりますが、子供たちを守り、支えてくれる家庭・教育・福祉のトライアングルに地

域も巻き込み、障害を持っていることで常に守られる存在になるだけではなく、地域の一員と

して存在することができる様な未来が想像できるよう、具体的な活動をしていく必要があると

考えます。本日の研究協議大会の中にも、様々なアイデアやヒントが隠されていると思います

ので、丁寧に探してみたいと思います。それでは皆様、本日はよろしくお願いいたします。 

全国特別支援学校知的障害教育校長会 会長  米谷 一雄 

皆様、おはようございます。ただいまご紹介いただきました、全知長会長で、全知Ｐ連では

相談役を務めます、東京都立水元小合学園 校長の米谷一雄でございます。はじめに、自然災害
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童福祉法が施行されました。 

また、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定も行われ、地域におけ

る支援力の強化やインクルージョンの推進に取り組んでいるところであ

ります。「こども・子育て政策」の中で、障害のあるこどもとその家族の

ための施策の一層の充実、推進を図っていくとともに、障害者支援施策

を所管する厚生労働省とも力を合わせて、学校卒業後のサービスをはじ

め、障害福祉施策の充実を図ってまいります。 

あわせて、文部科学省、厚生労働省、こども家庭庁との３省庁で、「地

域における教育と福祉の一層の連携等について」の連名通知を発出し、家庭・教育・福祉の連

携をさらに推進していきたいと考えております。引き続き、関係者の皆様方のご意見も踏まえ

ながら、障害のあるこどもやその家族を取り巻く課題に真摯に取り組んでまいりますので、引

き続きのご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。 

最後に、全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会の益々のご発展と皆様のご多幸ご健

勝を祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。 

山形県教育委員会 教育長  髙橋 広樹 様 

皆さん、おはようございます。ただいまご紹介をいただきました山形

県教育委員会教育長を務めております髙橋でございます。 

はじめに、今年に入り全国各地で地震など大きな災害が発生し、７月

２５日には集中豪雨によりまして本県、特に庄内地域等を中心に多くの

災害被害が発生いたしました。亡くなられた皆様に心よりご冥福をお祈

り申し上げますとともに、被災された皆様に一日も早い復興をお祈りし

たいと思っております。それでは、一言ご挨拶を申し上げます。 

本日、ここに「全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会 令和６

年度第４０回全国研究協議大会東北大会（山形大会）」が、このように盛大に開催されますこと

をお喜び申し上げますとともに、全国からご参会の皆様を心より歓迎申し上げます。 

ここ、山形県鶴岡市は、生活が苦しい家庭の児童を守るため始められたとされる学校給食の

始まりの地であり、昔から共生・互助の精神が根付いている地域であります。このような歴史

を有するこの地で、「多様性を認め合い共に育む心のネットワーク」をテーマに、知的障がいを

抱えるすべての子どもたちが、笑顔で心優しく、伸び伸びと育つために、教育は何をすべきか、

地域はどうあるべきかなどについて、闊達に意見交換や議論がなされることは、大変意義深い

ものがあると考えております。 

本県では、平成２８年に「山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例」が

制定され、障がいの有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の

実現に向け、官民挙げて取り組んでいるところであります。教育分野に関しましては、昨年度

策定いたしました「第４次山形県特別支援教育推進プラン」において、「子ども一人一人のニー

ズを踏まえた指導や切れ目ない支援の充実」や「障がいのある子どもの自立と社会参加」等を

目標に、教員の専門性向上や特別支援学校の施設整備はもとより、安全安心な医療的ケアの確
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冒頭に、東北地方を中心に発生しました記録的な大雨など、全国各地で発生しております災

害によりお亡くなりになられた方々に心より哀悼の意を表すとともに、被災された方々にお見

舞いを申し上げます。 

さて、全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会 令和６年度第４

０回全国研究協議大会東北大会（山形大会）の開会にあたり、一言お祝

いを申し上げます。全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会の皆

様におかれましては、日頃より特別支援教育の推進にお力添えをいただ

いておりますことに厚く御礼申し上げます。貴連合会におかれましては、

学校と家庭が相互の教育について理解を深め合い、その充実を図るため

に、これまで地域の実態に応じて様々な活動を展開することにより、子

供たちの健やかな成長を支えてきていただいているところです。 

令和３年１月にまとめられました「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議 

報告」におきましては、早期からの医療や療育との連携が有効であり、幼児教育段階からの一

貫した切れ目ない支援を充実させる観点からも、保健・医療・福祉・教育部局と家庭との一層

の連携が重要であると示されております。文部科学省としましても、これまでの「トライアン

グル」プロジェクトなどの成果を踏まえまして、より一層の連携を図ってまいります。 

また、今般の特別支援学校学習指導要領の改訂におきましては、より良い学校教育を通して、

より良い社会をつくるという理念を学校と社会とが共有していくために、社会に開かれた教育

課程の実現が重要であると示しております。特別支援学校の教育課程を社会に開かれた教育課

程としていくためには、まずは最も学校に身近な社会である地域が学校の教育活動を理解でき

るようにしていく必要があります。その際、それぞれの学校の置かれている状況を一番にご理

解いただいているのは、やはりＰＴＡの皆様であると考えておりますことから、各校の状況を

踏まえ、開かれた教育課程の実現に向けまして、ＰＴＡの皆様に関わっていただきますようご

期待を申し上げるところでございます。そして、こうしたことの実現にあたりましては、貴連

合会との緊密な連携が欠かせないところであります。引き続きのご協力を強くお願い申し上げ

ます。 

結びになりますが、本日の研究大会が実りあるものとなりますことをご期待申し上げますと

ともに、貴連合会の一層のご発展をお祈りいたしまして、私からの祝辞といたします。 

本日は盛会、誠におめでとうございます。 

こども家庭庁支援局 障害児支援課 障害児支援専門官  縄田 裕弘 様 

皆様、おはようございます。全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会 令和６年度第

４０回全国研究協議大会東北大会（山形大会）の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

はじめに、先般の大雨により被害に遭われた全ての皆様にお見舞いを申し上げます。 

皆様におかれましては、日頃より放課後等デイサービスをはじめ、障害児支援施策の推進に

ご尽力いただき、心より感謝申し上げます。どうもありがとうございます。本年４月には、児

童発達支援センターの機能強化や放課後等デイサービスの対象拡大などを盛り込んだ改正児
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全 体 会 

１ 行政説明 

時 間  １０：４５～１１：３０ 

会 場  荘銀タクト鶴岡 大ホール 

【行政説明１】 

文部科学省初等中等教育局 特別支援教育課 特別支援教育調査官  加藤 宏昭 様 

知的障害・自閉症・情緒障害教育担当の調査官の加藤宏昭と申します。

本日は、全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会 令和６年度 第

４０回全国研究協議大会東北大会（山形大会）におきましてお話をいた

だく機会をいただきまして、誠に有難うございます。本日は、「特別支援

教育の動向について」というテーマでお話をさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

まず、特別支援教育の現状についてご説明をいたします。この表は、義

務教育段階で特別支援教育を受けている児童生徒数の概況を示したもの

になります。赤字のところが昨年度から

増加をしているところになります。特別

支援学校、特別支援学級ともに増加して

いるのが知的障害で、特別支援学級にお

きましては、さらに自閉症・情緒障害学級

のところが増えているという現状があり

ます。一方で、他の障害種につきましては

微減という形で減っている状況の中、知

的障害のある児童生徒たちが増えている

という状況になります。 

義務教育段階の全児童生徒数につきま

しては、令和５年度は９４１万人と毎年

減ってきています。一方で、特別支援教育

を受けている児童生徒の数は、全体の６．

８%に当たる６４万人という状況になっ

ています。特別支援学校の在籍者数につ

きましては、特別支援教育を受ける児童

生徒全体の中の０．９％にあたる８万５

０００人という状況です。小学校、中学校

の特別支援学級の在籍者数になります

と、全体の４%に当たります３７万３００
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保に向けた支援や就労支援コーディネーターの配置による就労の促進等、子どもたちが抱える

様々な課題について、学校と地域との協働、医療や保健、福祉との連携を図りながら、積極的

に取組みを進めているところであります。 

本研究大会において、知的障がいにかかる特別支援教育に携わる皆様が、様々な思いを一つ

にして熱く議論を重ねる中で、今後の知的障がいにかかる特別支援教育の更なる発展につなが

る力や工夫が生み出され、その「種」が全国各地で芽吹き、花開き、サブタイトルにあります

ように、「すべての子供たちの笑顔」につながっていくことを切に願っております。 

結びに、この大会の開催にあたり多大な御尽力を賜りました関係者の皆様に心から感謝を申

し上げますとともに、本大会の御盛会と御参会の皆様のますますの御活躍、御健勝をお祈り申

し上げ、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。 
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右下にあります④の「インクルーシブな

学校運営モデルの創設」です。 

障害のある児童生徒が適切な支援を受

けながら学ぶことができる、そういった

学びの場を選択できるように、日本の特

別支援教育というものが進められていま

す。その日本型の特別支援教育の在り方

を踏まえながら、令和４年の障害者権利

委員会の総括所見でありました、「よりイ

ンクルーシブな取組を求める」という勧

告を受けまして、障害のある児童生徒と

障害のない児童生徒が可能な限り同じ場で学ぶ環境を整えるために、特別支援学校を含めた２

校以上の学校を一体的に運営する、インクルーシブな学校運営モデルの創設を検討する、とい

うものになります。 

このインクルーシブな学校運営モデル

事業ですが、一体的にその学校運営をし

ていく特別支援学校と小中高等学校とを

学校運営連携校といったものに指定しま

す。その連携の類型の例としましては、例

えば一体型といったものがありますし、

隣接型、併設型といったものがあります。

連携の類型は様々ありますが、一体的に、

特別支援学校と小中高等学校とを運営し

ていただく考えで進めているものです。

そして、その連携校の中に、運営方針等を

検討していく、そして教職員等に提示していく連携協議会というものを設置してもらいます。

その中に、カリキュラムマネージャーという方のことが書かれていますが、両校の教育課程を

コーディネートしていく方が必要になりますので、カリキュラムマネージャーといった方を配

置しまして、両校の教育課程をコーディネートしていくようにします。そして、交流及び共同

学習を発展させ、柔軟で新しい授業の在り方について研究をしていただく。あるいは現行の教

員配置にこだわらない形で専門性を高めた授業を実施する。特別支援学校の教員が通常の小中

学校、高等学校で指導していく、あるいは通常の小中高等学校の教員が特別支援学校で指導す

る、という体制構築の在り方等を研究する予定となっています。そして、学びの連続性という

観点から、日本型の特別支援教育を進める上で学校の在り方の検討を進めていくものになって

まいります。 

このインクルーシブな学校運営モデル事業に関しまして、一点誤解のないようにお伝えいた

しますが、これは諸外国における特別支援教育の概況を示したものになります。横軸が特別支

援学校の在籍率で、縦軸が特別支援学級の在籍率になりますが、国連の勧告を受けますと、こ

れは横軸の率を０に近づけていく、ということが勧告の趣旨にはなってまいります。当時の永

岡文部科学大臣の発言にもありましたように、現在、我が国では多様な学びの場において行わ
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０人ということで、それぞれ１．３倍、特

別支援学級の方ですと２．１倍という形

で増えている状況です。また、通級による

指導を受けている人数になりますが、こ

ちらは令和３年度の数値ではあります

が、全体の１．９%に当たります１８万２

０００人ということで、１０年前と比べ

ましても非常に増加をしています。 

特別支援学校に在籍している幼児児童

生徒数と学校数の推移です。学校数を、昨

年度と比べますと、知的障害特別支援学

校が９校増えています。他の障害種の学校につきましては、視覚障害の学校が変わらず、それ

以外は減っている状況です。そして、特別支援学級ですが、知的障害、自閉症・情緒障害以外

の特別支援学級については減少し、知的障害の特別支援学級、自閉症・情緒障害特別支援学級

の数は増えているという状況です。特別支援学級が非常に増えている状況につきましては、令

和４年４月２７日に発出しました「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」

の通知にあるところでございます。 

そして、公立の小・中学校に在籍してい

る、「学校教育法施行令」の第２２条の３

に規定する障害の程度、これは特別支援

学校で学ぶことが適しているという一つ

の判断基準になるものですが、この２２

条の３に該当し、特別な支援を必要とす

る児童生徒の数等に関する調査結果にな

ります。公立小学校への就学を指定され

た２２条の３に該当する児童の割合が３

４%になります。前回調査ですと約２６%

という結果でしたので、増加をしている

という状況です。つまり、公立の小学校で、特別支援学校が適しているという程度の障害の児

童が在籍している数が増えているという状況です。公立の小中学校における２２条の３に該当

する児童生徒について、学級種別を見ますと、約９割は特別支援学級に在籍をしているという

結果です。障害種別で見てみますと、こちらは知的障害のある児童生徒の数が圧倒的に多いと

いう状況です。 

そういった状況を踏まえまして、今後のインクルーシブ教育システムに関する動向について

お伝えをいたします。通常の学級に在籍をする障害のある児童生徒への支援の在り方に関する

検討会議の報告のまとめになります。通常の学級には特別な支援を必要とする児童生徒が在籍

しています。さらには、いわゆる発達障害の児童生徒ということではなく、一つ前にお示しし

たように、障害の程度が重い児童生徒が在籍している、という現状などを踏まえ、令和５年３

月にこの報告がまとめられました。通常の学級に障害の程度が重いお子さんがいらっしゃると

いう状況も踏まえ、この検討会で大きく４点のことが示されていますが、今回お伝えするのは、
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能力の育成を目指すのかを明確にしなが

ら教育活動を展開していくことが重要で

あると示しております。 

そして、各教科等の学習を通して育ん

でいく資質・能力をバランスよく育成し

ていくためにも、学習指導要領に示され

ております各教科等の内容に関する事項

は、いずれの学校においても取り扱うこ

とが規定されております。安易に「この内

容を学ばない」となると、その後の学びに

支障が出てくることもあるということに

なります。 

こうした規定がある中で、各教科の内容を系統的に、そして計画的に取り扱っていくことを

考えますと、いわゆる一般に市販されております図書ではなく、教科書といったものを活用し

ていただくことには一定の意義があると考えております。当然ながら、一般図書は学習指導要

領の内容を指導するために作成されているものではありませんので、ある特定の領域につきま

しては、指導する際に効果を発揮するかもしれませんが、全体で考えますと限界があるかと思

います。 

今、画面にお示ししていますのが、令和２年度までに改訂をしてきました国語、算数、数学、

音楽の教科書です。生活については、今年度からの使用という形で発行しています。 

この教科書（星本）を使用するにあた

り、教科書の解説が一緒に作られており

ますので、ぜひ解説書も一緒に活用して

星本を使用していただきたいと思いま

す。通常の学校の教科書とは作りが異な

ります。発達の段階を踏まえております

ので、星１や星２ですとイラストや写真

がふんだんに使われていますが、星本を

使ってどのように指導していくのかとい

ったことを考える場合には、この解説書
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れております特別支援教育というものを

進めていますので、現在の我が国の特別

支援教育の在り方を中止することは考え

てはおりません。今回のインクルーシブ

な学校運営モデル事業につきましては、

この事業を受けて、現在設置されている

特別支援学校が、すべてこうしたインク

ルーシブな学校に変わっていく、という

ことを想定したものではないというこ

と、あくまでも我が国の特別支援教育に

おきまして、多様な学びの場の一つの選

択肢として、このインクルーシブな学校運営が考えられているということを十分ご承知おきい

ただければと思っています。 

このことは、単に障害のある人と障害のない人が場を同じくして学んでいれば良いというこ

とではなく、障害者権利条約の第１項にもありますように、障害者が、その人格、そして才能

及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させることを重視

しているということでもあります。 

今、画面にありますのは、令和３年に改

定をしました「障害のある子供の教育支

援の手引」で示しているものです。障害の

ある子供と障害のない子供が、可能な限

り同じ場で共に学ぶことを目指すべきで

あるということとともに、それぞれ一人

一人の子供たちが、授業内容を理解して

学習活動に参加している実感や達成感を

もち、充実した時間を過ごしていく。そし

て生きる力をつけていくといった、教育

の最も本質的な視点を適切に踏まえまし

て、日本のインクルーシブ教育システムを構築していく、ということをご理解いただけたらと

思っております。 

そして最後に、知的障害教育について、文部科学省が発行している知的障害者用の教科書の

ご紹介と併せてお伝えをさせていただきます。現在、画面にありますのが、今回の学習指導要

領（CS）改訂の方向性についての図になりますが、知的障害教育におきましても、左側の下に

ありますように、３つの資質能力の柱で、何を学ぶかという各教科等の内容が整理をされまし

た。右下に、どのように学ぶかということで、主体的、対話的で深い学びの視点からの学習過

程の改善といったものが示されております。それらを踏まえまして、学校で学習をすることで、

子供たちがどういった資質・能力を身に付けていくのか、何ができるようになるかといったと

ころが今回の改訂のポイントの一つとなっています。 

この方向性を受けまして、学習指導要領では、学校教育全体ならびに各教科や道徳科、外国

語活動、総合的な学習の時間、特別活動、そして自立活動の指導を通して、どういった資質・
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【行政説明２】 

こども家庭庁支援局 障害児支援課 障害児支援専門官  縄田 裕弘 様 

こども家庭庁障害児支援課の縄田と申します。「障害児通所支援の動向

について」ご説明いたします。私は今、障害児支援専門官としてこども

家庭庁に勤務しておりますが、一昨年までは、児童発達支援センターと

いうところで心理職をしていました。お子さまの支援や、保育園、幼稚

園等の巡回支援や特別支援学校の外部専門家、保育所等訪問支援という

形で関わらせていただいておりました。 

こども家庭庁ができて何が大きく変わったか、といいますと、これま

で「障害児」というところは、特別に取り出してお話をされることは、あまりありませんでし

た。厚生労働省の中にあった時は、

「障害者の中でのこども」、もしくは

「障害者の中での小さい子たち」と

いうような取り扱いをされていたこ

とが多いかと思います。こども家庭

庁ができて、「こども大綱」というこ

ども施策全体を取りまとめたものの

中に、きちんと「障害児」という言葉

が盛り込まれるようになりました。

これはつまり、こども一般施策の中

できちんと障害児のことも考えてい

こう、取り扱っていこうということになっております。 

次に“児”と“者”の連携についてですが、厚生労働省とこども家庭庁において、専門官は

特に併任がかけられていまして、事務的なレベルではありますが、定期的にやりとり・会議等

を行っていますので、安心していただければと思います。「こども大綱」の中で、障害や発達の

特性を早期に発見・把握して、適切な支援サービスにつなげてく、ということが謳われており

ます。こうした方針に基づいて、障害児の通所支援施策というものは作られています。 

令和６年度障害福祉サービス等報

酬改定という大きな改定がありまし

た。放課後等デイサービスを使われ

ている方が多いと思いますが、報酬

の体系を、３年に一度見直すことに

なっております。全部で７０、８０ぐ

らい改定をさせていただいているの

で、かいつまんでご説明をいたしま

す。 

令和６年４月に、改正児童福祉法

が施行されて、大きく変わるところ

がこども、家族への質の高い発達支援の確保・充実をするところと、地域全体の障害児支援体

14 

をうまく活用していただきたいと思います。そして、令和７年度から使用できますように、現

在、中学部の社会科、そして理科、職業・家庭科の星本の準備も進めております。 

例えば社会科では、アイコンを作り、実

際に題材をもとに問題を見付けていく、

本やコンピュータを使って調べる、ある

いは考える、話し合うといった、活動する

ことが子供たちにわかるようにしていま

す。また、NHK for Schoolさんと提携を

しまして、２次元コードを付け、動画を見

ることができるようになっています。校

外に学習しに行く際に、例えば警察署を

見学するといっても、なかなか学校の事

情で見に行くことができないといった場

合には、こういった２次元コードを活用して、動画を視聴して、実際に見学をしたという形で

学習を進めていくといったことができるようになっています。 

これが実際の社会科のページです。ア

イコンがあったり、２次元コードがあっ

たり、生徒が少しヒントを出しているよ

うな作りをしています。 

理科も同様に２次元コードがついてい

まして、実験や観察がなかなか難しい学

校のために動画が見られるようにという

形で、こちらを作っています。また、「問

題」から「予想」をして「観察」「実験」

そして「結果」があり、「まとめ」をして、

さらに何か疑問がある場合には「疑問」と

いった、理科の一連の思考の流れに沿った形で作成をしています。 

こちらは職業・家庭です。児童生徒が活

動していく際に、ワークシートや工程表

を分かりやすくビジュアル的に示してい

ます。今回、受付近くのところに、すべて

の星本と解説を１冊ずつ展示していただ

いていますので、もしよろしければ休憩

時間にぜひ手に取って見ていただいて、

これらを使って、今後、知的障害のある児

童生徒も、各教科の内容を系統的に学習

をしていくのだということを見ていただ

ければと思っております。私からは、ご説

明は以上になります。ご清聴ありがとうございました。 
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発達支援に加えて、学校ときちんと連携しながら放課後等デイサービスの中でも不登校に対し

て支援を行っていただいた場合に、こういう加算をさせていただくというようなものになりま

す。 

家族支援の充実というところにも

今回力を入れさせていただいていま

す。今まで、どうしても障害児通所支

援は、お子さまに対する支援という

ところが一義的でしたので、保護者

に対して何かサポートするところは

もちろん今までもあったのですが、

そこまで手厚くはありませんでし

た。あくまでこどもに発達支援を提

供するところだからです。しかし、こ

れだけ保護者の方が働いている中

で、養育支援や預かりニーズ、どうしてもお子さんを預かってほしいというニーズは一定程度

あります。家族全体のウェルビーイングの向上を図るという中で、預かりニーズへも一定程度

対応していくということです。ただし、これは発達支援ではなくて、預かり支援なので、人員

配置は発達支援の時とは同じではなくてもよいですよ、そのかわり、基本報酬ではなくて加算

という形で評価をさせていただきます、ということにしています。 

また、今までは事業所に来て対面で面談をしていた要件を、オンラインを使用してもいいこ

とや、きちんときょうだいの方もその対象に含める、というところです。このきょうだい支援

というところは、ヤングケアラーの関連で一般施策の中でも課題になっていますので、取り込

んでいます。加算はたくさんありますので、ぜひ事業所にお問い合わせをいただければと思い

ます。ここに書いてある加算すべてを全部の事業者がやっているわけではありませんので、ご

利用されている事業所はどういう取り組みをされているのか、もしくは、やっているところは

どこか、というところなどご確認いただければと思います。 

報酬改定をさせていただいた中で、その支援の質の向上というところも課題になっています。

放課後等デイサービスの中では、国が平成２４年に「放課後等デイサービスガイドライン」と

いうものを作成しています。あくまでガイドラインですので、強制力等あるものではないので

すが、多くの事業者がこちらを使っ

てご自身の事業所の支援に対して検

討していただいているというもので

す。法律も変わり、報酬も変わり、こ

ども家庭庁ができたというところ

で、放課後等デイサービスのガイド

ラインも改訂をしています。 

まず、そのガイドライン改訂の背

景としては、こども施策の基本理念

や放課後等デイサービスの役割とは

なんだろう、ということが網羅され
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制の強化をするということが大きな目的になります。ですので、それに伴ってこの報酬改定も

行っておりまして、きちんとやっていただいた部分はきちんと評価をさせていただく、という

ことが大きな方向性になります。今まで事業所が善意でやってくれていたところ、ボランティ

アでやっていてくれたところをきちんと評価しましょう、という形で、たくさん加算を作らせ

ていただいています。 

赤囲みをしている③です。将来の

自立等に向けた支援の充実というと

ころです。放課後等デイサービスを

使っていらっしゃる保護者の方は、

ぜひ請求書をいただいたときに、ど

んな加算がついているかをご確認い

ただくと、ご自身のお子さんが利用

されている事業所がどんな取組をし

ているかというのがわかると思いま

す。 

新設が二つあります。まず「通所自

立支援加算」というものです。放課後等デイサービスですと、学校から事業所、事業所からご

自宅、というような形で事業所の車が送迎をしてくれます。特別支援学校の下校の時間になる

と、放課後等デイサービスの送迎車がたくさん連なって渋滞を起こすことがあるかとも思いま

す。事業所の車による送迎だけではなく、一人で歩いて学校から事業所まで行く、事業所から

お家まで歩いて帰る、公共交通機関を使って帰る、といったこと。そこに支援員さんがついて、

一人通学、一人登下校のような形で将来的にお子さん一人で通所等が行えるようになるための

支援を行う、そうした取組に対して評価をさせていただくものであります。 

二つ目の「自立サポート加算」というものですが、こちらは少し対象の方は限られるのです

が、学校と地域の企業等と連携し、相談援助しながら、将来どういうお仕事をしたいか、学校

卒業後にどんなことをしたいか、ということを放課後等デイサービスの事業所さんと一緒に体

験したり、ご説明したり、相談援助を行うというようなものになります。もちろんこれは特別

支援学校の中でも進路指導という形で行われていますので、そこときちんと連携をするという

ことが前提になるのですが、放課後

等デイサービスの中で発達支援を行

う、預かる、というだけではなく、き

ちんとその先を見据えてどんな支援

が提供できるか、そこに対してきち

んと加算をつける・評価をさせてい

ただくということが、新たに設けた

ところになります。 

④は、不登校児童への支援の充実

です。学校に行けない、行きにくいと

いうお子さんはいらっしゃるかと思

うのですが、あくまでこれは通常の
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として出ているところに、環境と特

性をきちんと把握して環境調整をし

ていき、これを行う人を、中核的人材

や広域的支援人材という形で研修を

行って、適切な支援を行ってくださ

い、ということをお願いしています。 

今までは福祉の人、事業所の方が

研修を受けることが多かったのです

が、やはり特別支援学校や児童発達

支援センター、放課後等デイサービ

スが連携して支援に当たる体制づく

りをするというのは重要であるということなど、「強度行動障害を有する者の地域支援体制に

関する検討会」の中でご提言がありました。こういったご提言を受け、特別支援学校の先生方

もこの研修の対象者とするにことになりましたので、ぜひ研修に先生方にもご参加いただいて、

強度行動障害の状態にあるお子さまたちの支援を一緒にお願いできればと考えております。 

最後に、保護者の方にお願いしたいこと、ということで二つございます。一つ目は、放課後

等デイサービスを使っていらっしゃると、半年に一回、個別支援計画の作成がありますが、今

回、この報酬改定に絡めて、個別支援計画の書き方や盛り込む内容をお示しています。例えば、

特定の領域だけではなくて、お子さん全体を見て、そのお子さん全体の中で何が必要かという

ようなことを個別支援計画に落とし込んでください、ということをお願いしていますので、少

し今までと様式や書いてある内容が変わると思いますので、ご覧いただければと思います。 

二つ目に、年度末におそらく事業所の方から保護者の方に、第三者評価や保護者評価と呼ば

れるアンケートが配られていると思います。これは支援の見える化につながりますので、アン

ケートにご協力いただきたいと思います。きちんと支援を見える化して、自分たちの事業所の

強みと弱みをわかった上で支援を提供する、ということにつながると思います。 

また、特別支援学校の先生方にもお願いですが、保育所等訪問支援という制度があります。

訪問先に評価をしていただくというような仕組みを今回作りました。保育所等訪問支援を使っ

て、この子の役に立っているか、先生たちの役に立っているかということを、同じような頻度

でアンケートを取りますので、ぜひご協力いただければと思います。 

地域でお子さまたちを育てていく、あとは支援力をきちんと向上させて、見える化して、こ

どもたちに適切な支援を届けていきたいと考えておりますので、皆さま、引き続きご協力いた

だければと思います。ご清聴ありがとうございました。 
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ているものになります。その上で、放課後等デイサービスではこういうことをしてください、

ということをお示ししています。事業所では、こちらを読んでご自身の事業所の取組、発達支

援等について検討されていると思いますので、興味がおありのようでしたら、こども家庭庁の

ホームページを見ていただけると幸いです。学校の先生方も、放課後等デイサービスとはどん

なことをやっているのか、ということが多々あるかと思います。全部で８７ページありますが、

概要版ですと２枚、詳細版ですと８枚ぐらいのものがありますので、ぜひご覧いただければと

思います。また、児童発達支援のガイドライン、保育所等訪問支援のガイドラインも併せて改

訂・策定をしております。 

こちらが、地域における教育と福

祉の連携についてです。平成３０年

度に家庭・教育・福祉の連携というこ

とで、「トライアングル」プロジェク

トというものが行われておりまし

た。

きちんとその家庭と教育と福祉が

手を取り合って、障害のあるこども

と家族に対してアプローチをしてい

く、というものになっています。こど

も家庭庁ができて、すぐにこれを基

にした家庭・教育・福祉の連携についての合同連絡会議で、大臣、副大臣をはじめとしてお話

し合いをさせていただきました。 

こちらを受けまして、今年の４月

に、「地域における教育と福祉の一層

の連携等の推進について」という通

知を出しています。障害や発達に特

性のあるお子さまや家族の支援に対

して、教育・福祉による連携が求めら

れています。今回改定させていただ

いた加算や、関係機関連携とはどの

ようなことか、ということを少しご

説明・解説させていただいた通知に

なっています。こども家庭庁と文部

科学省と厚生労働省で連名通知という形で出ています。通知が出て、すぐさま連携がとれるわ

けではないと思いますが、切れ目のない支援をきちんとその時々で行っていきましょう、とい

うことをお願いさせていただいているものになります。 

あとは、知的の学校ということで、強度行動障害について少しお話をさせていただければと

思います。自分の身体を叩いたり、食べられないものを口に入れてしまったり、危険につなが

る飛び出しというようなことが著しく高い頻度で起こるお子さんを、強度行動障害の状態にあ

る、という定義づけをしています。これらの方を支援するには、事業所の方も、学校の先生も、

その専門の研修を受けた方が支援をすることが大事になるかと思います。強度行動障害が特性
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う安心感が出ると、探索行動といって、そこは他の動物にはあまりないことかもしれませんが、

安心の上で自分の身の回りのものに関心を寄せて知能が伸びていくみたいなふうに考えられ

ています。 

それで、このアタッチメントの安定の度合いっていうのが、その後のその子の人生を非常に

左右する、というふうに言われています。これは理論的に言われていることではなくて、非常

に実証的に、主に北米で、ボウルビー・エインズワースというような研究の流れからその後ど

んどん広がってきて、今日の話も出ますが、メインっていう人がもっとそれを発展させて、最

近ではお聞きになったことあるかどうか、フォナギーという人がメンタライゼーションという

考え方で、非常に統合的な精神の発達についての概念を述べています。ＤＶＤをご覧ください。 

＜ＤＶＤ視聴～＞ (注)ＤＶＤのナレーションは太字で示します。 

はじめにアタッチメントの定義について解説します。 

アタッチメントは生物としての人間が持っている複数の行動制御システムの一つと考えら

れています。基本的には脳にこのシステムは組み込まれています。特定の行動制御システムに

は特定の活性化因子があります。その活性化因子により同システムが活性化して個体をそのシ

ステムの目標に突き動かします。そして、その目標が達成すると、同システムは脱活性化しま

す。では、アタッチメント行動制御システムはどのような活性化因子とどのような目標を持っ

ているのでしょうか。 

この子どもはアタッチメントシステムに動かされていると考えられます。 

（子供の泣き声） 

（講師解説） 

お母さんが離れたので泣き出したのです。これで呼んでいるわけです。 

＜ＤＶＤ再開～＞ 

アタッチメントシステムの活性化因子は、見知らぬ人、見知らぬ場所、親との分離、痛み、

恐怖などです。目標は２つあります。一つは外から見て分かる目標で、アタッチメント対象に

接近することです。もう一つは、心理的なもので、安心感・安全感を得ることです。この子ど

もはこれら活性化因子によりアタッチメントシステムが活性化し、母親の方に接近させ、安心

感・安全感を得て泣き止みました。アタッチメントシステムは脱活性化して、他のシステム（探

索システム）が活性化して遊びだしました。このアタッチメントシステムは物を食べる・寝る

といったことと同じように、程よい環境では子供の成長と共に育ちます。 

生後６ヶ月か９ヶ月で人の識別がそれ以前より明確になり、相手が誰であるかによって反応

が明らかに異なってきます。選択的アタッチメント対象が鮮明になります。養育者が離れると

きには後追いする、養育者が戻ってきた時に歓迎行動を示します。家族などの見慣れた人は二

次的なアタッチメント対象になりますが、見知らぬ人に対しては警戒心を持ったり、関わりを

避けたりするようになります。いわゆる人見知りです。 

移動がより容易になる１２ヶ月を超えると、養育者を自分にとって安全や安心感を得られる

活動の拠点・安全基地として周囲の探索を行うなど、以前には見られなかった行動が多数見ら

れるようになります。 

アタッチメントシステムは哺乳類、鳥類、齧歯類にも存在すると考えられています。カルガ

モの子どもが列をなして母親を追っている姿を見てください。母親が離れていくので、子ガモ

の脳内のアタッチメントシステムが活性化して、母ガモというアタッチメント対象に接近しよ
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２ 講  演 

時 間  １１：３０～１２：２０ 

会 場  荘銀タクト鶴岡 大ホール 

演  題  「知的障がい、発達障がいのある子どもへの親のかかわり方」 

講  師  山形県立こころの医療センター 院長  神田 秀人 様 

ただいまご紹介にあずかりました神田と申します。 

ざっくばらんに自己紹介いたしますと、中央児童相談所に７年間勤め

た後、今の職場に移ってきました。児童相談所の時代から虐待を受けた

子どもたち、あるいは、児童相談所って、山形県の場合、知的障害の判

定、あとは精神発達健康診査という、１歳６カ月、３歳児検診で発達に

問題があるのではないかと思われた子どもを精密検査、２時間ぐらいか

けて、その子の行動パターンだとか、いろんな検査をして判定し、診断

をするという仕事です。そういう仕事を山形県内でずっとやってきて、

２０００人以上のお子さんとはお会いしていると思います。 

そんな中で、初めて診断名を告げられるというようなときに、これからどういうふうな見通

しを持って、どんなふうにかかわっていったらいいのかということが切実な問題としてあるの

で、私なりにいろいろ工夫をして、その時点で親御さんにお伝えするということを、児童相談

所を辞めてからも、そっちの仕事はずっと続けています。 

そういう流れの中で、今日のお話というふうに考えていただければと思います。それと、当

院には児童の病棟があって、そこに分教室があって、今日来られているような先生方にお願い

されて、「ＰＴＡの講演会があるので、先生話してください。」と言われて、気楽に受けたので

すが、まさかこんなに全国規模の話になるとは思ってなかったので。 

いつも私が精密健康診査で初めて診断を伝えて、今後、どういうふうに関わるといいのかと

いうようなことを、親の身になってアドバイスしようと思う部分が今日の講演で表現できたら

と思っています。 

それで今日は、こういう内容で考えています。最初、障害とはあまり関係ないのですが、ア

タッチメントについて説明します。その後、知的障害の子どもへの対応、自閉スペクトラム症

の子どもへの対応、困った行動への万能的な対処法という形で話を進めさせていただきます。 

話の最初にアタッチメントを持ってきたのは、皆さん、愛着理論やアタッチメントをこのご

ろよく聞くようになったと思うのですが、もともとは、ボウルビーという児童精神科医がその

アタッチメント理論というものを発展させたのです。そこの弟子になったエインズワースとい

う女の人がストレンジシチュエーションという状況を用いて、子どものアタッチメントパター

ンを分類する方法を思いつきました。 

アタッチメントというのは人間だけではなく、例えばほかの動物、カルガモの親子はよくす

りこみとか言われますが、生まれると目の前で動くお母さんのことを親と認識して、その後を

ついていく、これはアタッチメント行動なわけです。そうやって親についていかないと、要す

るにはぐれて死んでしまう。だから、アタッチメントは全部の動物に共通するような要素で、

人間の場合、それはとても大事な要素としてあって、親にアタッチすることで安心し、そうい
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２ 講  演 
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講  師  山形県立こころの医療センター 院長  神田 秀人 様 
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た後、今の職場に移ってきました。児童相談所の時代から虐待を受けた

子どもたち、あるいは、児童相談所って、山形県の場合、知的障害の判

定、あとは精神発達健康診査という、１歳６カ月、３歳児検診で発達に

問題があるのではないかと思われた子どもを精密検査、２時間ぐらいか

けて、その子の行動パターンだとか、いろんな検査をして判定し、診断

をするという仕事です。そういう仕事を山形県内でずっとやってきて、
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＜～ＤＶＤ～＞ 

④ １回目の母子分離 ストレンジャーと子ども

養育者が退室すると、不安を感じ泣く子もいます。

⑤ １回目の母子再会 ストレンジャーは退室

養育者が再び入室すると、養育者に積極的に近づき、触れて比較的早く落ち着きます。 

そして、養育者から離れて再び安心して遊び、探索を始めます。

⑥ ２回目の母子分離 子どもはひとり残される。

（講師解説） 

また（養育者が）出ていく。また置いていかれる。今度は誰もいないので、もっとストレス

がかかる。 

⑦ ストレンジャーが入室し、子どもを慰める。

⑧ ２回目の母子再会 ストレンジャーは退室。

母子関係の中で基本的信頼感が育まれているため、養育者が一緒にいれば、触れていなくて

も養育者を安全基地として周囲に働きかけることができるのです。アタッチメントと探索のバ

ランスが取れています。 

回避型の子どもは、養育者が部屋の中にいてもあまり注意を向けず、養育者が出て行こうと

しても嫌がる素振りを見せない上、養育者が戻ってくると避けたり無視したりします。一貫し

ておもちゃで一人で遊んでいることが多いです。つまり、養育者に対してほとんどアタッチメ

ント行動を示しません。 

抵抗型の子どもは、養育者が退出すると不安や恐怖を示し、通常激しく泣きます。養育者が

戻ってくると、それでも泣き続け、３分間の再会場面でも泣き止みません。敵意や攻撃性を示

す子どもと養育者に近づかず、受身的に泣き続ける子どもがいます。 

安定型の子どもは、アタッチメントが活性化すると率直に養育者に近づき、慰めを得て、比

較的早く落ち着いていきます。回避型の子どもは、養育者に対するアタッチメント行動や情動

表出を一貫して抑え込もうとします。 

（講師解説） 

回避型のところで少し説明がいると思うのですが、これは自閉症傾向のあるお子さんの場合

だと、こんなふうに見える可能性があります。ただ、自閉症傾向があるかないかということを

区別するときに、別の人でこれをやった場合はそういうパターンにならないということであれ

ば、それは回避型のアタッチメントパターンであって、自閉スペクトラム症ではないというふ

うな判断になると思います。それで、この回避型のパターン、なかなかかわいそうで、要は後

からもうちょっと出てきますが、いろいろな事情でその主な養育者の側にいるための方法とし

て、なるべく親を煩わせないように、あんまり面白くもない安心の上での探索ではないんだけ

ど、そういったものに夢中になっているような感じ。すごく我慢しているような状態です。 

＜ＤＶＤ再開～＞ 

大方の子どもは、回避型の子どもとは逆に、アタッチメント行動や情動を最大限に表出し、

アタッチメント対象を常時自分の下に置いておこうとします。これら３つの型の子どもの行動

は一貫してまとまりがあり、組織化されており、その背後に一貫したアタッチメント方略が推

測できます。つまり、これら３つの型は組織化されたアタッチメントです。 

ところが、アタッチメント行動とその方略が組織化されていない子どもたちが見つかりまし
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うとします。人間にも見られる後追いです。もし子ガモにアタッチメントシステムがなければ

どうなるでしょうか。コガモは母親を追わず１羽だけになり、猫などの捕食動物に食べられる

か、餌も十分には得られず死んでしまう可能性が高いと考えられます。 

子供の場合、養育者に近接した位置にいることが、その生き残りの確率を上げます。アタッ

チメントシステムはそのため進化の過程で我々に備わったと考えられています。 

＜〜ＤＶＤ停止＞ 

（講師解説） 

今、アタッチメントの概要ですが、特に子と６ヶ月くらいから選択的愛着を持つようになる

主な養育者に関して、そこでは他の人とは違う特別なものが流れる。そして、その特別なもの

が流れる時に複雑なミラーリングと言われますが、赤ちゃんをあやす時に、皆さん１オクター

ブ声を上げますよね。これは本能的に、私の気持ちじゃなくて、あなたの気持ちをこう推測し

て代弁してやっているという、専門的には複雑なミラーリングというわけです。人間の場合、

そのアタッチメントの形成、単に側によって命を救うというだけではなく、いわば赤ちゃんに

心の形成を促すというような大変なこともやっているということが分かっています。 

そういうふうに結果がうまくいっているパターンと、そうでもないパターンとを分けるとい

うのが、最初にお話ししたシチュエーションです。 

＜ＤＶＤ再開～＞ 

ストレンジシチュエーション法（ＳＳＰ）によるアタッチメントの型分類を解説します。 

エインズワースらは、アタッチメントシステムが活性化した時に、子どもの取る行動が異な

ることに気づきました。そして、子どものアタッチメントの型、パターンを分類する方法を開

発しました。それがストレンジシチュエーション法（ＳＳＰ）で幼児のアタッチメントを３つ

の型に分けました。その後、メインらが３つの型以外のタイプを発見しました。 

ＳＳＰの原版は、養育者、生後１２ヶ月から１８ヶ月の子ども、見知らぬ他人の３人によっ

て行われ、その中で養育者からの分離場面と再会場面という状況が２回作り出されています。

特に再会場面において、子どもの養育者に対するアタッチメント行動と探索行動のバランスが

観察されます。 

分離場面において、幼児のアタッチメントシステムは強く活性化します。親との分離、見知

らぬ場所、見知らぬ人という３つの活性化因子があるからです。そこで、再会場面で、このシ

ステムは幼児をアタッチメント対象である親に接近させ、安心感・安全感を得る方向に突き動

かすはずです。 

ＳＳＰによって乳幼児期のアタッチメントの形は大きく、安定型と非安定型に分類されます。

そして、非安定型は回避型、抵抗型、未組織／無方向型に分類されます。 

① 実験者が母子を室内に案内。位置を指示して退室。

② 母親は椅子に座り、子どもはおもちゃで遊ぶ。

安定型の子どもは見知らぬ場所でも養育者が一緒だと安心して遊びます。

見知らぬ人が入室。

③ ストレンジャーが入室。

（講師解説） 

（子どもが）ちょっと警戒して帰ろう、みたいに言ってますよね。 



23 

＜～ＤＶＤ～＞ 

④ １回目の母子分離 ストレンジャーと子ども

養育者が退室すると、不安を感じ泣く子もいます。

⑤ １回目の母子再会 ストレンジャーは退室

養育者が再び入室すると、養育者に積極的に近づき、触れて比較的早く落ち着きます。 

そして、養育者から離れて再び安心して遊び、探索を始めます。

⑥ ２回目の母子分離 子どもはひとり残される。

（講師解説） 

また（養育者が）出ていく。また置いていかれる。今度は誰もいないので、もっとストレス

がかかる。 

⑦ ストレンジャーが入室し、子どもを慰める。

⑧ ２回目の母子再会 ストレンジャーは退室。

母子関係の中で基本的信頼感が育まれているため、養育者が一緒にいれば、触れていなくて

も養育者を安全基地として周囲に働きかけることができるのです。アタッチメントと探索のバ

ランスが取れています。 

回避型の子どもは、養育者が部屋の中にいてもあまり注意を向けず、養育者が出て行こうと

しても嫌がる素振りを見せない上、養育者が戻ってくると避けたり無視したりします。一貫し

ておもちゃで一人で遊んでいることが多いです。つまり、養育者に対してほとんどアタッチメ

ント行動を示しません。 

抵抗型の子どもは、養育者が退出すると不安や恐怖を示し、通常激しく泣きます。養育者が

戻ってくると、それでも泣き続け、３分間の再会場面でも泣き止みません。敵意や攻撃性を示

す子どもと養育者に近づかず、受身的に泣き続ける子どもがいます。 

安定型の子どもは、アタッチメントが活性化すると率直に養育者に近づき、慰めを得て、比

較的早く落ち着いていきます。回避型の子どもは、養育者に対するアタッチメント行動や情動

表出を一貫して抑え込もうとします。 

（講師解説） 

回避型のところで少し説明がいると思うのですが、これは自閉症傾向のあるお子さんの場合

だと、こんなふうに見える可能性があります。ただ、自閉症傾向があるかないかということを

区別するときに、別の人でこれをやった場合はそういうパターンにならないということであれ

ば、それは回避型のアタッチメントパターンであって、自閉スペクトラム症ではないというふ

うな判断になると思います。それで、この回避型のパターン、なかなかかわいそうで、要は後

からもうちょっと出てきますが、いろいろな事情でその主な養育者の側にいるための方法とし

て、なるべく親を煩わせないように、あんまり面白くもない安心の上での探索ではないんだけ

ど、そういったものに夢中になっているような感じ。すごく我慢しているような状態です。 

＜ＤＶＤ再開～＞ 

大方の子どもは、回避型の子どもとは逆に、アタッチメント行動や情動を最大限に表出し、

アタッチメント対象を常時自分の下に置いておこうとします。これら３つの型の子どもの行動

は一貫してまとまりがあり、組織化されており、その背後に一貫したアタッチメント方略が推

測できます。つまり、これら３つの型は組織化されたアタッチメントです。 

ところが、アタッチメント行動とその方略が組織化されていない子どもたちが見つかりまし

22 

うとします。人間にも見られる後追いです。もし子ガモにアタッチメントシステムがなければ

どうなるでしょうか。コガモは母親を追わず１羽だけになり、猫などの捕食動物に食べられる

か、餌も十分には得られず死んでしまう可能性が高いと考えられます。 

子供の場合、養育者に近接した位置にいることが、その生き残りの確率を上げます。アタッ

チメントシステムはそのため進化の過程で我々に備わったと考えられています。 

＜〜ＤＶＤ停止＞ 

（講師解説） 

今、アタッチメントの概要ですが、特に子と６ヶ月くらいから選択的愛着を持つようになる

主な養育者に関して、そこでは他の人とは違う特別なものが流れる。そして、その特別なもの

が流れる時に複雑なミラーリングと言われますが、赤ちゃんをあやす時に、皆さん１オクター

ブ声を上げますよね。これは本能的に、私の気持ちじゃなくて、あなたの気持ちをこう推測し

て代弁してやっているという、専門的には複雑なミラーリングというわけです。人間の場合、

そのアタッチメントの形成、単に側によって命を救うというだけではなく、いわば赤ちゃんに

心の形成を促すというような大変なこともやっているということが分かっています。 

そういうふうに結果がうまくいっているパターンと、そうでもないパターンとを分けるとい

うのが、最初にお話ししたシチュエーションです。 

＜ＤＶＤ再開～＞ 

ストレンジシチュエーション法（ＳＳＰ）によるアタッチメントの型分類を解説します。 

エインズワースらは、アタッチメントシステムが活性化した時に、子どもの取る行動が異な

ることに気づきました。そして、子どものアタッチメントの型、パターンを分類する方法を開

発しました。それがストレンジシチュエーション法（ＳＳＰ）で幼児のアタッチメントを３つ

の型に分けました。その後、メインらが３つの型以外のタイプを発見しました。 

ＳＳＰの原版は、養育者、生後１２ヶ月から１８ヶ月の子ども、見知らぬ他人の３人によっ

て行われ、その中で養育者からの分離場面と再会場面という状況が２回作り出されています。

特に再会場面において、子どもの養育者に対するアタッチメント行動と探索行動のバランスが

観察されます。 

分離場面において、幼児のアタッチメントシステムは強く活性化します。親との分離、見知

らぬ場所、見知らぬ人という３つの活性化因子があるからです。そこで、再会場面で、このシ

ステムは幼児をアタッチメント対象である親に接近させ、安心感・安全感を得る方向に突き動

かすはずです。 

ＳＳＰによって乳幼児期のアタッチメントの形は大きく、安定型と非安定型に分類されます。

そして、非安定型は回避型、抵抗型、未組織／無方向型に分類されます。 

① 実験者が母子を室内に案内。位置を指示して退室。

② 母親は椅子に座り、子どもはおもちゃで遊ぶ。

安定型の子どもは見知らぬ場所でも養育者が一緒だと安心して遊びます。

見知らぬ人が入室。

③ ストレンジャーが入室。

（講師解説） 

（子どもが）ちょっと警戒して帰ろう、みたいに言ってますよね。 
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どを思い浮かべていただいて、その一つの形容詞について、その理由、根拠を根掘り葉掘り聞

くんですね。 

そうすると、安定型に分類できる大人の方はすごく生き生きと自分の親との関係みたいなも

のを振り返って、聞いていて、すごくこう、ナラティブって言うのですが、ナラティブがいい

というか、生き生きとして、描写もよく、すごく納得できるような内容の親との関係を話して

くださるんです。この非安定型、例えば回避型となると、全然、話が短くなってしまいます。 

それで「最高でした。うちの親は。」…なんで？と言うと、その根拠がはっきりしないとか、

極端に「最低でした。うちの親は。」…なんで？と言ってもその根拠がはっきりしないような、

そういった親との回想になりがちです。あとはその抵抗があって、アンビバレント型の方の場

合、話がまとまりなくてだらだら長く続いていて、自分の親とは自分がどういう関係だったの

よ、みたいなことがはっきりしない。 

あと大人の愛着分類でも、未組織／無方向があるんです。だから、親のことを話している回

想の最中に、時々途切れてしまったり、全然違うことを逆に言い出したりというようなことが

挿入されるんです。そうやって大人の型分類もできます。ちょっと今皆さんに自分の型はなん

だろうな、多くの方は安定型だとは思うのですが、自分のことは何だろうな、とちょっと考え

ながら見ていただければと思います。 

＜ＤＶＤ再開～＞ 

安定型・非安定型の分類が可能です。そして、少なくとも健常の子どもたちを対象とした研

究では、縦断的研究により月齢１２から１８か月でのアタッチメントの型から、ほぼ２０年後

の成人のアタッチメントの型が７０％程度の確率で予想できるとの研究があります。 

すなわち、安定型の幼児の７０%強が２０年後、安定型の大人です。さらに、妊婦のアタッ

チメントの型から、出産した子どもの母へのアタッチメントの型が、これもおよそ７０%の確

率で予想できることもわかっています。 

（講師解説） 

これすごいことで、これはフォナギーという人がやった研究で、だから成人型愛着分類とい

うものの正当性を証明するような研究にもなるんですが、もうすぐ臨月という妊婦さんに来て

もらって、その大人の愛着分類の質問をするわけです。 

そしてその段階でこの妊婦さんの愛着の型分類をしておく。そして、今度出産してその出産

した赤ちゃんが歩けるようになる。要するに愛着パターンを確かめられるようになった歳に来

てもらって、そこでストレンジシチェーションをするんです。そうすると、７割という確率で、

その親の愛着パターンが子供に移っているんです。だから、遺伝というのではないですよね。

その大人の持っている愛着パターンは、子供にうつるんです。 

＜ＤＶＤ再開～＞ 

パターンは統計的には世代間伝達をすることになります。これらのことを合わせると、乳幼

児期に形成されるアタッチメントの質が精神保健において重要であることがわかります。 

＜～ＤＶＤ終了＞ 

アタッチメントのビデオを見ていただきました。アタッチメントについてまとめます。 

ビデオで見ていただきましたが、この研究、日本ではあまりやられてないのですが、非常に

世界では盛んで、さっきのような所見というのはみんなコホート研究で出ているんです。これ
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た。未組織／無方向型の子どもたちです。こうした子どもたちのアタッチメントシステム活性

化時の行動には一貫性がなく、秩序立っていないか、あるいは何をしようとするのか、その行

動の方向性が定まっていません。 

養育者に近づいても目を合わせようとしない。養育者に近づいて、いきなり踵を返して遠ざ

かる。ともに、接近方略と回避方略が混在します。激しく泣いていたのに、再会時に急に泣き

止み、おもちゃで遊び、その後すぐに泣き出す。再会場面で固まってしまうなど、矛盾してい

るか方向性を無くしています。 

＜〜ＤＶＤ停止＞ 

（講師解説） 

組織化というのは基本的に親に応じて子どもがとった戦略というふうに見なせるものは組

織化されている。だから親がちゃんといつも見てくれてないので、親の方をずっといつも見て

いなければならない、というような状態に置かれると、抵抗型、アンビバレント型とも言いま

すが、そういうふうになってしまうし、親が寄っていって何か働きかけようとするとすごく煩

わしいようなことが伝わってくるので、親の側にいるために我慢しているというのが回避型で、

どっちでもなくてバランスが取れているのが安定型で、その未組織／無方向というのは本当に

どうしたらいいかわからないっていう状態で、これは観察の中にほんのちょっとの間だけ出て

くる。大きな分類としては、さっきの３つの型になるのですが、そういう状態が入っていると、

これは非常に虐待と関連が深いパターンって言われていて。そして、この研究、ついこの間始

まったわけではないんです。 

もうこれはコホートを作って何年もずっと追跡していくというような研究での成果なので、

これはそれなりに重みのあるものなんですね。ＤＶＤを用いてはこれが最後になりますが、ア

タッチメントの形から予想できる将来像というところをお見せします。 

＜ＤＶＤ再開～＞ 

アタッチメントの方から将来の社会情緒的発達がある程度予想できます。特に安定型は社会

情緒的発達の保護因子であり、未組織／方向型のアタッチメントは危険因子です。アタッチメ

ント研究やアタッチメントの観点からの臨床の積み重ねにより、早期のアタッチメント形成が

後の学齢期、思春期、成人期の心の発達、社会、情緒的発達に影響を与えるとの証拠が多くあ

ります。 

影響を与える領域は、対人関係、パーソナリティー、情緒の調節、感情理解、社会的認知、

良心、自己概念など広い領域です。特に未組織／無方向型のアタッチメントは、安定型に比較

して、うつが高い解離性障害や人格障害もより多いなど、後の心の発達の危険因子です。アタ

ッチメントが心の基盤と言われる所以です。 

大人にもアタッチメントシステムはあり、生涯働き続け、その型を分類することもできます。

メインが開発したアダルトアタッチメントインタビューにより・・・ 

＜〜ＤＶＤ停止＞ 

（講師解説） 

大人の愛着分類ですが、メインさんという、一昨年亡くなった女性の方です。偉大な研究者

ですが、自分の親との関係を根掘り葉掘り聞くんです。皆さんも自分の親のことをちょっと思

い浮かべてください。それで自分の親との思い出だとか関係性だとかで５つの形容詞を挙げて

もらって、父親、母親とかそういう方がいらっしゃらない人は、自分を主に育ててくれた人な
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どを思い浮かべていただいて、その一つの形容詞について、その理由、根拠を根掘り葉掘り聞

くんですね。 

そうすると、安定型に分類できる大人の方はすごく生き生きと自分の親との関係みたいなも
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それで「最高でした。うちの親は。」…なんで？と言うと、その根拠がはっきりしないとか、

極端に「最低でした。うちの親は。」…なんで？と言ってもその根拠がはっきりしないような、

そういった親との回想になりがちです。あとはその抵抗があって、アンビバレント型の方の場

合、話がまとまりなくてだらだら長く続いていて、自分の親とは自分がどういう関係だったの

よ、みたいなことがはっきりしない。 

あと大人の愛着分類でも、未組織／無方向があるんです。だから、親のことを話している回

想の最中に、時々途切れてしまったり、全然違うことを逆に言い出したりというようなことが

挿入されるんです。そうやって大人の型分類もできます。ちょっと今皆さんに自分の型はなん

だろうな、多くの方は安定型だとは思うのですが、自分のことは何だろうな、とちょっと考え

ながら見ていただければと思います。 

＜ＤＶＤ再開～＞ 

安定型・非安定型の分類が可能です。そして、少なくとも健常の子どもたちを対象とした研

究では、縦断的研究により月齢１２から１８か月でのアタッチメントの型から、ほぼ２０年後

の成人のアタッチメントの型が７０％程度の確率で予想できるとの研究があります。 

すなわち、安定型の幼児の７０%強が２０年後、安定型の大人です。さらに、妊婦のアタッ

チメントの型から、出産した子どもの母へのアタッチメントの型が、これもおよそ７０%の確

率で予想できることもわかっています。 

（講師解説） 

これすごいことで、これはフォナギーという人がやった研究で、だから成人型愛着分類とい

うものの正当性を証明するような研究にもなるんですが、もうすぐ臨月という妊婦さんに来て

もらって、その大人の愛着分類の質問をするわけです。 

そしてその段階でこの妊婦さんの愛着の型分類をしておく。そして、今度出産してその出産

した赤ちゃんが歩けるようになる。要するに愛着パターンを確かめられるようになった歳に来

てもらって、そこでストレンジシチェーションをするんです。そうすると、７割という確率で、

その親の愛着パターンが子供に移っているんです。だから、遺伝というのではないですよね。

その大人の持っている愛着パターンは、子供にうつるんです。 

＜ＤＶＤ再開～＞ 

パターンは統計的には世代間伝達をすることになります。これらのことを合わせると、乳幼

児期に形成されるアタッチメントの質が精神保健において重要であることがわかります。 

＜～ＤＶＤ終了＞ 

アタッチメントのビデオを見ていただきました。アタッチメントについてまとめます。 

ビデオで見ていただきましたが、この研究、日本ではあまりやられてないのですが、非常に

世界では盛んで、さっきのような所見というのはみんなコホート研究で出ているんです。これ
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た。未組織／無方向型の子どもたちです。こうした子どもたちのアタッチメントシステム活性

化時の行動には一貫性がなく、秩序立っていないか、あるいは何をしようとするのか、その行

動の方向性が定まっていません。 

養育者に近づいても目を合わせようとしない。養育者に近づいて、いきなり踵を返して遠ざ

かる。ともに、接近方略と回避方略が混在します。激しく泣いていたのに、再会時に急に泣き

止み、おもちゃで遊び、その後すぐに泣き出す。再会場面で固まってしまうなど、矛盾してい

るか方向性を無くしています。 

＜〜ＤＶＤ停止＞ 

（講師解説） 

組織化というのは基本的に親に応じて子どもがとった戦略というふうに見なせるものは組

織化されている。だから親がちゃんといつも見てくれてないので、親の方をずっといつも見て

いなければならない、というような状態に置かれると、抵抗型、アンビバレント型とも言いま

すが、そういうふうになってしまうし、親が寄っていって何か働きかけようとするとすごく煩

わしいようなことが伝わってくるので、親の側にいるために我慢しているというのが回避型で、

どっちでもなくてバランスが取れているのが安定型で、その未組織／無方向というのは本当に

どうしたらいいかわからないっていう状態で、これは観察の中にほんのちょっとの間だけ出て

くる。大きな分類としては、さっきの３つの型になるのですが、そういう状態が入っていると、

これは非常に虐待と関連が深いパターンって言われていて。そして、この研究、ついこの間始

まったわけではないんです。 

もうこれはコホートを作って何年もずっと追跡していくというような研究での成果なので、

これはそれなりに重みのあるものなんですね。ＤＶＤを用いてはこれが最後になりますが、ア

タッチメントの形から予想できる将来像というところをお見せします。 

＜ＤＶＤ再開～＞ 

アタッチメントの方から将来の社会情緒的発達がある程度予想できます。特に安定型は社会

情緒的発達の保護因子であり、未組織／方向型のアタッチメントは危険因子です。アタッチメ

ント研究やアタッチメントの観点からの臨床の積み重ねにより、早期のアタッチメント形成が

後の学齢期、思春期、成人期の心の発達、社会、情緒的発達に影響を与えるとの証拠が多くあ

ります。 

影響を与える領域は、対人関係、パーソナリティー、情緒の調節、感情理解、社会的認知、

良心、自己概念など広い領域です。特に未組織／無方向型のアタッチメントは、安定型に比較

して、うつが高い解離性障害や人格障害もより多いなど、後の心の発達の危険因子です。アタ

ッチメントが心の基盤と言われる所以です。 

大人にもアタッチメントシステムはあり、生涯働き続け、その型を分類することもできます。

メインが開発したアダルトアタッチメントインタビューにより・・・ 

＜〜ＤＶＤ停止＞ 

（講師解説） 

大人の愛着分類ですが、メインさんという、一昨年亡くなった女性の方です。偉大な研究者

ですが、自分の親との関係を根掘り葉掘り聞くんです。皆さんも自分の親のことをちょっと思

い浮かべてください。それで自分の親との思い出だとか関係性だとかで５つの形容詞を挙げて

もらって、父親、母親とかそういう方がいらっしゃらない人は、自分を主に育ててくれた人な
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ら読み上げると、知的障害が軽度の場合、社会的領域では「社会的な判断は年齢に比して未熟

であり、そのため他人に操作される危険性、だまされやすさがある。」と書いてありますし、そ

の下段、中等度のところの右側、「実用的領域」の上から４行目を見ると、「長期間の指導と時

間が必要であり、何度も注意喚起が必要となるかもしれない。」と書いてあります。 

重度のことも触れておきたいところですが、時間の関係もありますので、よくまとまってい

るものなので、資料に目を通していただいて、こういう支援が必要だと考えられているという

ことをわかっていただきたいのです。 

今日、私が言いたいのは、

軽度から中等度の場合は、

安定したアタッチメントの

形成には定型発達に比べて

少し時間がかかることが予

想される。だから、その間、

関わる大人は、ちゃんとそ

の子どもをうつし返してあ

げなきゃいけない時間が長

くなるということです。関

わる大人は焦らずにその子

の発達を見守り、その子ができるようになったことを喜ぶ姿勢を保つ必要がある。 

アタッチメントが形成するというのは、主な養育者、大人が自分を見てくれて、自分のこと

を理解しようとしてくれていて、というふうなことが伝わっているってことがとても大事なわ

けです。そういうふうに考えたときに、これは私、臨床でよく会うので、こうわざわざ書いた

のですが、知的に中等度の障害、ＩＱでざっくり分ければ、ＩＱ５０くらいのお子さんの場合、

関わる人の指示にしたがって行動できたらほぼ合格点だ、ということを忘れないでほしいなと

思うことが時々あって。軽度の人なら一度二度というふうに指導して、できるようになったら

言われなくてもやってくれるようになってほしいというのは、そんなに無理なお願いではない

のですが、中等度というふうに判定できる人なら、さっきも何度も注意喚起が必要になるかも

しれない、という但し書きがありましたが、言ってやってくれれば一応合格です。これ、結構

関わる専門家の先生も忘れがちで、すぐに言われなくてもやれるようになってほしい、という

ふうにやっちゃうんですね。 

これだと中等度の人にとってはストレスがかかると思います。言ってやってくれたらオッケ

ーで、「この子は何度もそうやって教えてあげないといけないんだね。」という認識を関わる大

人も中等度に関してもつ必要があると思います。そうしないと、本人にストレスでどんなに頑

張っても認めてもらえないみたいな感じで、アタッチメントが不安定な方に流れていく可能性

があると思います。重度・最重度の場合には、今度自閉スペクトラム症も話しますが、特に強

く叱るということに関しては慎重になってほしい。 

関わる大人ももう限界まできて、問題行動が噴出すればもういい加減っていうようなことは

あるとは思うのですが、何で叱られているかわからないのに、ガッと（力づくで～）やられる

と、どうやらその子どもには自分が嫌なら強く行動してもいいということが伝わってしまうの

ではないかと危惧しています。 
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はすごく大事な科学的真実でもあるということなのですが、見ていただいたように、子どもが

安定型の愛着ということはとても大切なことで、そのためには、さっきも言いましたが、親の

愛着が安定していることが重要です。 

そして、抵抗型です。アンビバレント型とも言いますが、こういう愛着の人はどういう行動

パターンになるかということもわかっています。こういう人は対人関係にとらわれる傾向があ

ります。対人関係にとらわれて、自分でできることも他人任せにしたり、してもらえないと恨

みを募らせたり、というような行動をとりやすいということがわかっています。 

回避型の愛着。何かすごく我慢しているパターンでした。こういうパターンは対人関係を犠

牲にしても、自分のプライドとかこだわりを貫こうとするようなことになりやすくて、素直に

弱音を吐いて助けを求めることができなかったりする。このため、子どもへの必要な配慮が大

きく欠けてしまう可能性がある。人によって自分が抵抗型になってしまうとき、例えば誰かに

恋をしているという状態のとき、相手のことが気になって気になってしょうがなくて、こっち

向いてくれないかとか、誰でもアンビバレント型のような行動パターンをとることがあるでし

ょうし。 

また回避型、例えば受験勉強とかしているときに友達に誘われてもいや、俺は勉強しなきゃ

ならない、そうしないと受からないからといって頑張ったりするわけで。だからこう、誰でも

いつもこういうふうに偏ったり、とらわれたりこだわったりしないわけではないのですが、安

定型は、その両方のバランスをうまくとれるわけです。 

無秩序型という不幸にもなってしまうような人の場合、その一貫性がなくて、抵抗型と回避

型を行ったり来たり、しかも極端から極端にドン、ドン、とふれるようなパターンになってし

まう。最も支援が必要な方です。自分が無秩序型と感じる人はすぐに主な養育者となってくれ

る人に子育てを委ねて、自分も支援を受けて自分を育てていく必要がある。そういうふうに言

えます。無秩序型の人などで一番多い病名が境界型人格障害という診断になることが多いと思

われます。 

ここで、これから知的障害、発達障害の話に移ります。実は障害を持っている子どもに安定

型のアタッチメントをつくるためには、長い時間かかるわけです。定型発達に比べて。その分、

その関わる大人は非常に安定型を保つ必要があるわけです。 

抵抗型のように、自分でできることも、何か人任せにする。何か自分が不安でしようがない

から、いつも何か頼ってばかりいないで、自分でできることはする。回避型のように意地にな

って助けを求めず、自分のやり方にこだわるみたいなこともしないでバランスをとって、子ど

もあるいは周りと付き合っていく必要があるので、そういう時間が長くなってしまいますから、

非常に関わる大人としては、もし安定型でない方の場合、すごく大変な作業になる可能性があ

ります。それで、知的障害の子どもへの対応ですが、知的障害は軽度・中等度・重度・最重度

に分けられ、重症度によって必要な支援は大きく異なってくる。 

参考資料を見ていただきたいのですが、この参考資料は適当なところからとってきたわけで

はなくて、「ＤＳＭ－５」という精神疾患の統計診断マニュアル、世界で最も権威あるマニュア

ルの一つからとってきたものです。世界中の研究者が集まって、ああでもない、こうでもない

と言ってつくったマニュアルなので、ここに書いてあることは概ねその通りと読んでいただい

ていいと思います。参考資料の１の１を皆さん見てください。 

そこに、「軽度の知的障害の社会的領域」のところを見ください。その下から４行目くらいか
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ら読み上げると、知的障害が軽度の場合、社会的領域では「社会的な判断は年齢に比して未熟

であり、そのため他人に操作される危険性、だまされやすさがある。」と書いてありますし、そ

の下段、中等度のところの右側、「実用的領域」の上から４行目を見ると、「長期間の指導と時

間が必要であり、何度も注意喚起が必要となるかもしれない。」と書いてあります。 

重度のことも触れておきたいところですが、時間の関係もありますので、よくまとまってい

るものなので、資料に目を通していただいて、こういう支援が必要だと考えられているという

ことをわかっていただきたいのです。 

今日、私が言いたいのは、

軽度から中等度の場合は、

安定したアタッチメントの
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はすごく大事な科学的真実でもあるということなのですが、見ていただいたように、子どもが
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あと、愛着ということで言えば、自閉傾向の人にとっては愛着というのはなかなか大きな課

題になると思います。というのは、人との関係に関心がもともと乏しいわけです。そして、対

人的愛着形成には特に時間を要する。だから、あまり人に関心がないし、人の気持ちとかを気

にしてない時間が長く続くんですね。人を安心安全基地と感じられないために、ものにこだわ

ったり、情動的な行動をとったりして、それで安心しているのかなというふうに私は推測して

います。というのも、自閉スペクトラム症への関わりというのは、いろいろな考え方、様々な

関わり方があるのですが、こんなに様々あるというのは、逆に言うと決定打がないというわけ

です。 

その中でも一番コンセンサスを得ているのは、構造化、「ＴＥＡＣＣＨ（ティーチ）プログラ

ム」です。「ＴＥＡＣＣＨ」では何をするのか、構造化とはどんなことをするのかというと、「ど

んな活動をどこで、いつ、どのようにするか」を明確に提示する。スケジュールなどによって、

できるだけそのようにしてあげるというのが構造化です。そうしてもらうと、人を自分の信頼

している人がそばにいるから安心するという機能があまり働かないのだけれど、構造化をする

ことで安心して自立的な行動につながると思われます。 

これも私の病院の話ですが、うちの医療観察病棟という病棟があるんです。精神障害により

重大な犯罪を犯してしまった人が入院してきて、集中的な治療を受ける病棟なんですが、もと

もとは統合失調症の人のみを対象としている病棟だったのですが、この頃はかなり自閉スペク

トラム症の要素を持った人も入院しています。その病棟に入院すると、なぜか自閉傾向の人は

すごく落ち着きます。というのは、医療観察病棟すべてが構造化されているんです。 

これは、犯罪を犯してしまった人ですから、本当だったら刑務所に入れなきゃいけないので

すが、その代わりに治療をしているわけなので、管理上の理由でいつ、どこで誰と何をするか

ということをしっかり決めなければいけないのです。そういうふうに完全に決めて、それでそ

の通りにやるっていう生活が毎日続くわけですが、これはまさしく構造化なので、自閉傾向の

人は、ただ治療している、スタッフは構造化をしていると思っていないのですが、「それ構造化

だよ。」と毎回言っているのですが、だいたい自閉傾向の人が病棟にいる間は落ち着くことが

多いんです。ちょっと話がずれましたけど。 

自閉スペクトラム症の人で特にお伝えしたいと思うのは、知能が優れていたり、知能に大き

な問題がなかったりというような場合は、対人関係において思いやりがない言動をみなす。思

いやりがないってみなされることが多い。悪気はないのだけれど、相手の気持ちを察しないの

で、ポロっと本当のことを言っちゃったりする。「太ってると暑くて大変だね。」とか、どんど

ん太ってる人に言って、相手が泣き出して、「あれ？何か悪いことを言った？」と、気づかなか

ったりするわけです。そうすると、関わる人の強い反応を招きやすい。それで、何か妙に記憶

力が良かったり、感覚が敏感な方が多かったりするので、そういうことがフラッシュバックし

てしまう。そういうことがあるので、強い関わりっていうものに関しては、本当に関わるもの

がコントロールしていかないといけないだろうと思います。薬物療法などが本当に必要になる

ようなことも結構あります。 

私の最後のスライドになりますが、どう関わったらいいのか本当に困ったときに、最初にお

話ししたように、精密健康診査とかやっているときに、子どもが全然言うこと聞かないわけで

す。「どうしたらいいんですか先生。」と言われると、「まずそういうときはちょっとやってみた

ら。」とお話しします。わりと万能的な対処法なので、結局「何何してダメ！」と、最初はそう
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強行動障害の話がありま

したが、それは、やむにやま

れぬことであれ、その強い

指導なり強い叱責みたいな

ものがどこかで関係してい

るかな、ということは臨床

的に思います。 

実は強度行動障害の人は

行き場所がないんです。や

らかすことがやらかすこと

だったりすると、うちのよ

うな単科の精神科の病院の保護室絡みの慢性期病棟にずっといるしかなくなります。だから私、

強度行動障害の人はかなりお付き合いがありますけれど、そういう人を見ていると、例えばお

父さんの声とかにいまだに反応する人がいます。 

大体、ドスのきいた声で怖く怒るのはお父さんなので、お父さん、別に怒りたくて怒ったわ

けでない、理由があって怒ったのだけれど、その思いは伝わらず、嫌なことがあったときには

強く行動してもいいみたいなことしか伝わらない可能性があって、それはすごく気をつけなき

ゃいけないところだろうと思っています。 

自閉スペクトラム症の話

もしたいと思います。僕ら

のそもそもレベルで必要な

支援というのは大きく変わ

ってきます。だから、知的障

害と違って、そのレベルと

いうのを、参考資料の２を

ちょっと見ていただくと、

自閉スペクトラム症は、社

会的コミュニケーション

と、限局された反復的な行

動、大きくこの２つに支援が必要と分けられると思います。 

レベル１というのは、一番軽い状態ですが、支援を要するところをちょっと見ていただくと、

例えば社会的コミュニケーションの分野において、レベル１ぐらい支援を要するっていうよう

な人というのは、「例えば完全な文章で話し、コミュニケーションに参加することができるの

に、他者との会話のやりとりに失敗したり、友人を作ろうとする試みが奇妙で、たいていうま

くいかなかったりするような人で、知的に大きな問題がないような人。」 

私の患者さんで、すごく毎回自分の近況を手紙にしてくれるのですが、ものすごく素晴らし

い手紙です。ちゃんと理論的にも筋が通っていて。ただお話になるとなんだか結構ちぐはぐで、

断片的でうまく話せないっていうようなことで、いろんなことがわかっているんだけれど、な

かなかうまくコミュニケーションがとれないというようなことを、それぞれの自閉のレベルに

応じて支援が必要だということです。 
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分 科 会 
時 間  １３：２０～１４：５０ 

 

第１分科会 《テーマ》 『地域との連携 ～小さな輪から大きな輪へ～』 

発表１ 《北 海 道 ブ ロ ッ ク》 北海道札幌養護学校白桜高等学園 

発表２ 《東 京 ブ ロ ッ ク》 杉並区立済美養護学校 

会 場 荘銀タクト鶴岡 大ホール 

 

 

第２分科会 《テーマ》 『安全・安心な場を創る ～もしものときに備えるＰＴＡ活動～』 

発表１ 《東海北陸ブロック》 富山県立高岡高等支援学校 

発表２ 《近 畿 ブ ロ ッ ク》 奈良県立二階堂養護学校 
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言うんですけれど、全然言うこと聞いてくれないので、何度も言わなきゃいけなくなるわけで

す。どうしても否定的なニュアンスが伝わってしまい、だんだんこっちも「何度言ったらわか

るの？ばかじゃないの？」みたいな感じで、関わる大人の感じを、もう陰性のものにエスカレ

ートしていってしまう。さっき言ったような強い関わりみたいなことにこういうことが広がっ

ていって、嫌だったら強いことしていいみたいなことしか伝わらなくなる可能性があるので、

「そういうときはこうやってみたらどう？」「何何します？」と、本人に取ってほしい行動を肯

定的な言葉にしながら、その行動を大人が黒子のように誘導する。そして「何何できました？」

と声がけをしながら誘導して、できたことであっても褒めてあげる、認めてあげる。どうせ何

回もやらなきゃいけない。 

それはもう環境調整。「だめだめ。」と言い続けたくないなら、環境を整えて、なるべく言わ

なくてもいいようにするというようなことがすごく大事だと思います。どうせ何回も同じこと

をする必要があるなら、「だめだめ。」って言えば、「やっぱり自分がだめなんだ。」というふう

に思う方向にどうしても行きます。陰性のものだけを与えてしまいますから。 

そうではなくて、「肯定的なものを認めているんだよ。」ということを伝えたいから。こうい

うやり方をすると、自己肯定感を少なくとも低めてはいないだろう、高める関わりをしている

んだと思えば、同じことを何回やらなくてはいけなくても、疲れは少ないのではないかなと。 

具体的には、「のぼっちゃだめ！危ない！」と何回も言わなきゃならないとすると、もう本来

だったら環境を整えて上れないようにして、そう言わなくてもいいようにする、というような

ことが必要なのでしょうが。「降ります。」と言って、もう降ろすわけですね。で、「降りられま

した。」と言って、ニコッとしてあげるとか。「飛び出しちゃだめ！危ないっ！」と言っても、

もう何回言っても飛び出すのであれば、飛び出せないようにしてしまう。あるいはもうどうせ

危ないから追っかけるしかないので、もう捕まえたら「戻ります。」とか連れてきて、戻ってき

たら「戻りました。」とニッコリ言う。 

「たたいちゃダメ！」みたいなね。本当にバンバン噛みついたりする子もいます。「噛みつい

ちゃダメ！」って。「痛い！」と、最初は言わざるを得ないと思いますけど、何か顔が面白いみ

たいに思って、もっと噛んでくるような子もいたりするので。そういう時は、もう一人の人が

「優しくします。」と言って、噛むのではなくて、チューにするとか。叩くのではなくて、撫で

るとかして「優しくできましたニッコリ。」みたいな形で関わってあげるというようなことは

一つの方法じゃないかなと思って紹介しました。 

ご清聴ありがとうございました。 
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うです。 

それでは、２校がどのように併設して

いるのか説明します。玄関は２校にそれ

ぞれあります。本校は校舎２階を利用し

ていることから、玄関を入るとすぐ階段

があります。２階まではエレベーターが

設置されています。給食もこれで移動し

ます。本校は２階を利用し、高校の教室は

１階と３階、４階になります。体育館とグ

ラウンドは両校で、時間帯を調整しなが

ら使用しています。校舎裏にはこのよう

に桜並木があります。校名もこの桜にちなんで名付けられました。毎年春になると写真の

ようにとても綺麗に咲きます。校名は先生と保護者に募集して決定しました。 

生徒数は、開校当初は７９名でしたが、毎年増え、今年度は在校生１４２名、訪問生徒

９名、全２７学級１５１名の生徒が在籍しています。校歌は、開校初年度の生徒が好きな

言葉や自分の気持ちや願いを歌詞に盛り込んで完成しました。とても親しみやすく覚えや

すい歌詞なので、普段の生活の中でも口ずさんでいる生徒もいるようです。 

ＰＴＡも移転と同時に発足しましたが、コロナ禍で活動が中止になっていました。昨年

度からようやくＰＴＡ役員が学校に集うことができるようになり、手探りの中、小さな活

動を積み上げているところです。今回は、本校のＰＴＡが関わってきた活動について、Ｐ

ＴＡ広報誌を基に作成しました。本校のＰＴＡの行事が保護者の目線から書かれています。

広報部長が写真の許可取りから撮影、作成まで頑張っている姿に感動しました。 

次に、ＰＴＡ役員構成について。現在、会長１名、副会長２名、監査２名、企画部と広

報部がそれぞれ３名で構成されています。専門部は２つあり、企画部は施設見学や講演会

等の企画と運営を担当し、広報部は広報誌の作成を担当しています。昨年から活動が少し

ずつできるようになり、役員を希望される方や快く引き受けてくれる方も増え、ＰＴＡの

活動内容や役割が理解されてきたことを実感してい

ます。 

それでは、今回のテーマである地域とつながる活

動に入ります。昨年度から始まった学校運営協議会

の中で、「本校はこの地域に設置された初めての特別

支援学校なので、どんな学校なのか知らない方が多

いのでは？」という意見がありました。そこで、地域

の方に本校の教育や生徒の様子を知っていただきた

いという願いのもと、地域との共同作業を行うこと

になりました。この活動の実現に向け、町内会長さん

に呼びかけたところ、快諾していただき、共同作業は

学校から一番近くにある公園の除草を行うことにな

りました。昨年の地域の方の参加は２名でしたが、今

年度は町内会長様をはじめ、まちづくりセンターの
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第 1分科会 

〈テーマ〉 地域との連携 ～小さな輪から大きな輪へ～ 

Ⅰ 発表の概要 

発表１ 《北海道ブロック》 

発表者 北海道札幌養護学校白桜高等学園（知的 高 計１５１名） 

ＰＴＡ会長 東海林 晃 

「地域とつながるＰＴＡ活動 ～知ってもらいたい、つながりたい～」 

北海道札幌養護学校白桜高等学園ＰＴＡ会長の東海林晃と申します。第１分科会のテー

マである地域との連携、小さな輪から大きな輪を受け、本校では「地域とつながるＰＴＡ

活動」〜知ってもらいたい、つながりたい〜というテーマで発表させていただきます。 

はじめに、地域や学校の様子について紹介します。札幌市は人口が１９７万人で、全国

では４番目に大きい都市です。札幌市内には道立と市立の特別支援学校が合わせて２１校

あります。 

本校は札幌の中心部から１０kmほど離れた場所に位置しています。北海道は夏も涼しい

イメージがあるかと思いますが、最近では本州と変わらないくらい高温になることがあり

ます。昨年は記録的な猛暑で、７月の最高気温が３６.３度にもなり、暑さのため休校措置

をとる学校もあったほどです。暑さ対策として、北海道の夏休みは例年２５日間でしたが、

今年から延長され、本校は３０日になりました。 

本校は５台のスクールバスが札幌市内を片道約１５キロメートルの運行を行っています。

普段のスクールバスは４０分程度の乗車時間ですが、２年前の大雪の日には登校バスが１

時間以上遅れて到着したこともありました。雪が降ると、生徒や保護者は寒さの中、バス

停で長時間待つなど様々な支障が出てしまいます。そこで、本校とアプリ会社とで共同開

発した楽バスを使い、バスの位置や遅れを保護者に配信しています。 

このような画面に５台のバスの位置が

わかるようになっています。以前は担当

の先生がメールで「今どこどこのバス停

を出発しました。何分遅れです。」と連絡

してきたことを考えると、開発していた

だいた関係者の皆様に感謝です。このア

プリを利用する幼稚園や学校が全国に広

がっているそうです。 

本校の沿革をお伝えします。札幌養護

学校の歴史は古く、昭和３３年に開校し、

高等部は平成１０年に開設しました。その後、生徒増加により狭隘化が進んだことから、

高等部のみが令和３年４月に北海道白陵高校高等学校の校舎２階に開設し、今年で４年目

になります。普通高校と特別支援学校が一つの校舎を使う例は全国でもあまり例がないそ
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しめた。」「これからも行事をＰＴＡでサ

ポートしていきたい。」「ＰＴＡと学校、生

徒で楽しい行事を作っていきたい。」との

感想をいただきました。地域の方から本

校を見守っていただいている、生徒や保

護者が毎年楽しみにしているこの活動が

末永く続いてほしいと思います。

次に、他のＰＴＡ活動について説明し

ます。開校当初より続いているＰＴＡ活

動として、「ＰＴＡ施設見学」があります。

専門部である企画部が卒業後の生活の様子を知ったり、将来の進路先について見学したり、

説明を受けたりする機会として、毎年実施しています。昨年度は、近隣の北広島市にある

北広島福祉会で行われました。今年度は市内にある札幌報恩会で行われました。

こちらは生活介護就労継続支援Ａ型Ｂ型の施設で、私の息子が通っている施設でもあり

ます。施設見学は午前と午後の２回に分けて実施しました。事後のアンケートでは、「個人

で見に行くのは難しいが、卒業後の生活を知る機会になった。」「自分の子どもは対象では

ないと考えていたが、見学して気持ちが変わった。」「違う場所も見学してみたい。」などの

感想をいただきました。この活動で将来の生活を考えたり、保護者の横のつながりを広げ

たりする機会になっています。

ＰＴＡ総会の中で保護者から「卒業生がどのような生活をしているのか知りたい。」「思

春期の男子の対応を知りたい。」「高校時代にどのようなことを身に付けたらよいのか聞き

たい。」などの要望があり、講演会を企画しました。実際に本校を卒業した保護者の生の声

を聞きたいということで、卒業生保護者である私が担当することになりました。会場には

普段に比べてお父さんの姿が多く見受けられました。講演の後に「思春期の男子に関する

話を聞く機会ができてよかった。」「他の家庭での困り感を知ることができた。」「普段聞け

ないお話をたくさん聞くことができ、参考になった。」等の感想があったと聞きました。

私もそうですが、保護者の皆さんは子どものことで困ったことがあってもなかなか相談

できず悩んでいる人が多いと感じます。私も誰に何を相談して良いか分からず、仕事に逃

げていた時期もありましたが、分からないことや悩み事は先生や保護者の方に話すことで

解決できたり、スッキリできたりします。今年も１０月に講演会を予定しています。この

行事を通して、保護者の不安や困っていることを少しでも軽くできたらと思っています。

札幌養護学校には本校以外に共栄分校があります。そこで、ＰＴＡ主催による分校見学

を行いました。共栄分校の教頭先生からは、医療的ケアの必要な生徒も多く、学習内容や

食事も違いがあることを説明していただきました。分校見学後は、向かいに完成した「エ

スコンフィールド」を見学しました。

共栄分校と北海道ボールパークの位置関係です。道路を１本挟んだ向かいにあって、体

育館からドアを開けるとエスコンフィールドが目の前にそびえ立っています。おそらく共

栄分校は世界で野球場が最も近い学校だと思われます。私も私の子どもたちもファイター

ズファンなので何度か観戦に来ていますが、こんなに近くにエスコンフィールドがあるの

はうらやましい限りです。今後は北海度日本ハムファイターズ様にも札幌養護学校のこと
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職員様、校長先生も参加していただきました。また、地域の方が多数参加していただき、

１０名ほどになりました。 

初めのうちは生徒と地域の方との距離が少しありましたが、時間が経つと一緒に雑草を

ビニール袋に入れたり運んだりと徐々に距離が縮まりました。昨年度はゴミ袋１５袋でし

たが、今年度は５２袋分の除草ができました。これには地域の方から驚きの声が上がりま

した。参加者からは「こんなに仕事ができるとは思わなかった。」「もっと学校や生徒を知

り、地域とつながりたい。」「今回参加した人が生徒の頑張った姿を伝えると良い。」という

感想をいただきました。参加した生徒たちはビニール袋を見て達成感でいっぱいの表情で、

地域の方たちからのお褒めの言葉に嬉しそうでした。次回は９月に開催予定ですが、今回

の成果からさらに多くの方に呼びかけていただけることになりました。この活動が本校や

生徒の姿が地域に根付いていくことを願っています。 

地域との共同作業を終え、次は地域の方に学校に来ていただき、学校をもっと知っても

らう機会を作っていくと良いとの意見がありました。そこで、昨年の１２月に地域向け参

観日を実施しました。案内文は絵の得意な生徒に依頼して描いてもらいました。出来上が

った案内文がこちらです。町内会長さんや地域の方の尽力によって、地域の回覧板やバス

停にも掲示していただきました。加えて、先生方が地域の事業所の方に案内文を直接持参

しました。 

参加者は町内会長様をはじめ地域住民の方々、地域で事業をされている方、学校運営協

議会委員、さらに併設している札幌白陵

高校の先生方にも参加していただきまし

た。当日は、来校者の案内や学校行事の説

明を生徒が担当して行い、校内を見学し

て総合学習の様子を参観していただきま

した。当日は、新聞の取材が入り、記事が

掲載されました。 

事後のアンケートでは「白桜の生徒の

ことを知ることができた。」「障害者雇用

を考えているので参考になった。」「他の授業も見てみたい。」等の感想をいただきました。

地域向け参観日を通して、地域の中で本校に関心を持っている方が多数いることに嬉しく

思いました。また、私は本校と白陵高校の運営協議会の委員をさせていただいていますの

で、お互いの学校を知り、協力していくための第一歩になったと思っています。 

さて、北海道が誇るコンビニといえば、「セイコーマート」です。北海道の小さな町にも

必ずあるのが「セコマ」です。本校ではその「セコマ」様から毎年クリスマスケーキを贈

呈していただいています。今までは先生方とＰＴＡ役員の一部で切り分けていましたが、

昨年から「セコマケーキフェスタ」としてＰＴＡで行うことになりました。当日は、サン

タに仮装したＰＴＡが２４ホールのケーキを見事に切り分け、生徒に配布しました。 

切り分け作業は、事前にＬＩＮＥグループで入念に打ち合わせを行い、生徒、先生分も

含め８等分に決定しました。当日参加の保護者もいましたが、作業分担を変更し、迅速に

対応しました。 

参加したＰＴＡからは、「学校行事をＰＴＡが支援することで、生徒や先生方と一緒に楽
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５４年に、知的障害のある小中学生の通う養護学校として開校し、本年度で４５周年を迎

えます。 

本校を中心に、半径３００m 以内には、特別支援学級設置校の区立西済美小学校、大宮

中学校、障害のある方々の職業訓練を行う済美職業実習所、生活介護施設があり、地域住

民には古くから知的障害のある児童・生徒の通う学校として本校の認知度は高く、コロナ

禍前には、運動会や夏祭り、学習発表会等の学校行事には多数の方が来校していました。

児童生徒が校外学習で近隣の公園に向かうとき、地域の住民の方々が気軽に声をかけてく

れる等、地域に見守られ、理解されている学校です。 

本年度の児童生徒数は１８１名、小学部１２４名、中学部５７名で、小学部１年生が３

０名入学し、教室が足りないため、特別教室を児童生徒たちの教室に改修しました。児童

生徒数の増加に伴う学校の教室不足は、本校のみならず、全ての学校において共通のテー

マだと思います。 

本校のＰＴＡ活動は、役員…会長１名、副会長４名、会計２名。委員…広報、教養、地

域、書記の４委員から、年度により各委員の人数に変動がありますが構成されています。 

本校は杉並区全域から児童生徒が通っています。仕事をしている保護者が多い中、頻繁

に学校に来ることがないよう負担のかからないＰＴＡ活動を行っております。理事会など

はハイブリッド形式でオンライン参加を取り入れています。各委員の打ち合わせなどもメ

ールや様々なツールを使用して行っています。 

ＰＴＡ活動として学校広報誌「いちょ

う」を年２回発行。勉強会、児童生徒地域

との作品展示、「ふれあいアートギャラリ

ー」を行っております。ＰＴＡ、学校、地

域の共同による「ふれあいアートギャラ

リー」は、学校関係施設、地域住民とＰＴ

Ａが負担を感じることなく、持続可能に、

学校と地域が交流できることを目的とし

たイベントです。地域委員と担当委員が中心となって活動します。 

準備期間は９月中旬から１１月下旬までで、本校脇を流れる善福寺川の欄干部分を展示

に使用するため、役所からの申請から始まり、本校の児童生徒の作品だけではなく、近隣

の学校、関係施設、地域住民の作品も募集し、集まった作品は全て画像化・印刷・屋外展

示に耐えられるようにラミネート加工を行い、年度始めに募集した「お手伝い隊」の保護

者と一緒に、欄干の外、本校東側フェンスに総数約３００点の作品を展示します。 

委員・役員の負担軽減のため、地域住民

と関係施設の作品は、ＰＴＡが管理する

電子メールにデータが届くようにしまし

た。 

展示期間は小学部学習発表会、中学部

授業参観に合わせ、来校した多くの保護

者が観覧できるように１２月中旬まで展

示しています。ギャラリーの設置場所は

36 

をもっと知っていただき、つながりたいと思っています。見学後の食事会では、参観され

た保護者の方々と学校や家庭の話題で盛り上がりました。この企画を通して、参加者が互

いに子どもや学校のことについて語り合うことができたことが一番の成果となりました。 

今回のサブタイトルである「知ってもらいたい、つながりたい」はＰＴＡだけではなく、

本校の教育活動においても開校当初から同じ願いで歩んできました。生徒は様々な活動を

通して少しずつ地域に根付いてきていると感じています。ＰＴＡとしても、札幌養護学校

を地域の方にもっと知ってもらいたい、地域とつながっていくことができるように努力を

続け、今は小さな輪ですが、一歩ずつ大きな輪へ広げていきたいと思います。 

最後に、私は１２年ほど前に脱サラし

て自宅で仕事をしています。その後、札幌

養護学校本校で５年間ＰＴＡ会長を務め

させてもらいました。兼任で四男の小学

校のＰＴＡ会長も５年。昨年度から白桜

高等学園で３度目のＰＴＡ会長を引き受

けることになりました。サラリーマンだ

った２０代、３０代の私は、仕事ばかりで

１日は２４時間あり、一人で何でもできるし、やれると思っていました。学校での懇談や

ＰＴＡ活動に参加して、たくさんの人と出会って、たくさんしゃべって、私は一人ではな

い、頼っていいんだと教えていただきました。そのお返しではありませんが、私は私がで

きることをできる範囲で楽しくやろうと決めて現在に至ります。 

これで北海道札幌養護学校白桜高等学園の発表を終わります。今日、このような発表の

機会をいただき光栄であり、感謝いたします。また、今日のためにお忙しい中準備してい

ただいた白桜高等学園藤澤先生、本当にありがとうございました。ご清聴ありがとうござ

いました。 

発表２ 《東京ブロック》 

発表者 杉並区立済美養護学校（知的 小・中 計１８１名） 

ＰＴＡ会長 羽山 歳恵 

「ＰＴＡ・学校・地域の協働による、特別支援教育の理解・推進」 

皆様、こんにちは。東京都杉並区立済美養護学校ＰＴＡ会長を務めさせていただいてお

ります、羽山歳恵です。 

はじめに、本校、東京都杉並区立済美養

護学校は、都内唯一の区立知的障害特別

支援学校であり、杉並区の南東部に位置

し、学校の横には善福寺川が流れ、近隣に

は公園や陸上トラック、グラウンドがあ

り、緑豊かな場所にあります。済美養護学

校の前身である日本済美学校から、昭和
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５４年に、知的障害のある小中学生の通う養護学校として開校し、本年度で４５周年を迎

えます。 

本校を中心に、半径３００m 以内には、特別支援学級設置校の区立西済美小学校、大宮

中学校、障害のある方々の職業訓練を行う済美職業実習所、生活介護施設があり、地域住

民には古くから知的障害のある児童・生徒の通う学校として本校の認知度は高く、コロナ

禍前には、運動会や夏祭り、学習発表会等の学校行事には多数の方が来校していました。

児童生徒が校外学習で近隣の公園に向かうとき、地域の住民の方々が気軽に声をかけてく

れる等、地域に見守られ、理解されている学校です。 

本年度の児童生徒数は１８１名、小学部１２４名、中学部５７名で、小学部１年生が３

０名入学し、教室が足りないため、特別教室を児童生徒たちの教室に改修しました。児童

生徒数の増加に伴う学校の教室不足は、本校のみならず、全ての学校において共通のテー

マだと思います。 

本校のＰＴＡ活動は、役員…会長１名、副会長４名、会計２名。委員…広報、教養、地

域、書記の４委員から、年度により各委員の人数に変動がありますが構成されています。 

本校は杉並区全域から児童生徒が通っています。仕事をしている保護者が多い中、頻繁

に学校に来ることがないよう負担のかからないＰＴＡ活動を行っております。理事会など

はハイブリッド形式でオンライン参加を取り入れています。各委員の打ち合わせなどもメ

ールや様々なツールを使用して行っています。 

ＰＴＡ活動として学校広報誌「いちょ

う」を年２回発行。勉強会、児童生徒地域

との作品展示、「ふれあいアートギャラリ

ー」を行っております。ＰＴＡ、学校、地

域の共同による「ふれあいアートギャラ

リー」は、学校関係施設、地域住民とＰＴ

Ａが負担を感じることなく、持続可能に、

学校と地域が交流できることを目的とし

たイベントです。地域委員と担当委員が中心となって活動します。 

準備期間は９月中旬から１１月下旬までで、本校脇を流れる善福寺川の欄干部分を展示

に使用するため、役所からの申請から始まり、本校の児童生徒の作品だけではなく、近隣

の学校、関係施設、地域住民の作品も募集し、集まった作品は全て画像化・印刷・屋外展

示に耐えられるようにラミネート加工を行い、年度始めに募集した「お手伝い隊」の保護

者と一緒に、欄干の外、本校東側フェンスに総数約３００点の作品を展示します。 

委員・役員の負担軽減のため、地域住民

と関係施設の作品は、ＰＴＡが管理する

電子メールにデータが届くようにしまし

た。 

展示期間は小学部学習発表会、中学部

授業参観に合わせ、来校した多くの保護

者が観覧できるように１２月中旬まで展

示しています。ギャラリーの設置場所は
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をもっと知っていただき、つながりたいと思っています。見学後の食事会では、参観され

た保護者の方々と学校や家庭の話題で盛り上がりました。この企画を通して、参加者が互

いに子どもや学校のことについて語り合うことができたことが一番の成果となりました。 

今回のサブタイトルである「知ってもらいたい、つながりたい」はＰＴＡだけではなく、

本校の教育活動においても開校当初から同じ願いで歩んできました。生徒は様々な活動を

通して少しずつ地域に根付いてきていると感じています。ＰＴＡとしても、札幌養護学校

を地域の方にもっと知ってもらいたい、地域とつながっていくことができるように努力を

続け、今は小さな輪ですが、一歩ずつ大きな輪へ広げていきたいと思います。 

最後に、私は１２年ほど前に脱サラし

て自宅で仕事をしています。その後、札幌

養護学校本校で５年間ＰＴＡ会長を務め

させてもらいました。兼任で四男の小学

校のＰＴＡ会長も５年。昨年度から白桜

高等学園で３度目のＰＴＡ会長を引き受

けることになりました。サラリーマンだ

った２０代、３０代の私は、仕事ばかりで

１日は２４時間あり、一人で何でもできるし、やれると思っていました。学校での懇談や

ＰＴＡ活動に参加して、たくさんの人と出会って、たくさんしゃべって、私は一人ではな

い、頼っていいんだと教えていただきました。そのお返しではありませんが、私は私がで

きることをできる範囲で楽しくやろうと決めて現在に至ります。 

これで北海道札幌養護学校白桜高等学園の発表を終わります。今日、このような発表の

機会をいただき光栄であり、感謝いたします。また、今日のためにお忙しい中準備してい

ただいた白桜高等学園藤澤先生、本当にありがとうございました。ご清聴ありがとうござ

いました。 

発表２ 《東京ブロック》 

発表者 杉並区立済美養護学校（知的 小・中 計１８１名） 

ＰＴＡ会長 羽山 歳恵 

「ＰＴＡ・学校・地域の協働による、特別支援教育の理解・推進」 

皆様、こんにちは。東京都杉並区立済美養護学校ＰＴＡ会長を務めさせていただいてお

ります、羽山歳恵です。 

はじめに、本校、東京都杉並区立済美養

護学校は、都内唯一の区立知的障害特別

支援学校であり、杉並区の南東部に位置

し、学校の横には善福寺川が流れ、近隣に

は公園や陸上トラック、グラウンドがあ

り、緑豊かな場所にあります。済美養護学

校の前身である日本済美学校から、昭和
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方にとっては負担を感じるんじゃないかなと思ったので、実際に活動している方とし

てはどうなのかと思い質問いたしました。 （山形県立酒田特別支援学校） 

Ａ３ 当初は３名で十分であると思っていました。今は人数も倍ぐらいになってしまい、

狭隘化で分かれるまでは小中高と一緒だったので、それぞれ小中高で専門の役員がい

ました。おそらく１０名以上で構成されていましたので、３名は少ないと思っていま

す。その分、担当の先生方に負担を掛けていると感じているところです。コロナ禍も

明けて、活動が増える中、ＰＴＡの役員になってくれる保護者も増やしていけるよう

に努力したいと思います。 

Ｑ４ 様々な活動、楽しそうな活動がいっぱいあっていいなと思って伺っておりました。

校舎が白陵高等学校さんと同じということで、確かに珍しいケースなのかなと思いま

すが、高校と交流しての活動というのは何かありますか。 （山形県立楯岡特別支援

学校） 

Ａ４ 移転したのが令和３年で、コロナ禍真っ只中というところもあり、なかなか交流で

きていないのが現実です。やっと一緒にできたことが避難訓練であると聞いています。

実際何かあった時のために、できたことは評価できると思っています。今後、探り探

りではあるのですが、生徒会同士の交流や白陵高校のＰＴＡとの交流等、せっかくの

機会なのでもっと交流していきたいと思っています。一緒に話し合いながら少しずつ

増やしていきたいです。 

（応答：札幌養護学校白桜高等学園校長 上村喜明） 

９月に白陵高校の生徒と芸術鑑賞会を一緒に行う計画をしているところです。少し

ずつ行っていますが、これからまだまだ考えていかなければいけないと思っておりま

す。補足でした。 

Ｑ５ 地域参観日が興味あったのですが、具体的にどういった授業の内容を参観していた

だいたとか、地域の方はどのぐらい集まったのかという点。それから、良かったこと

は先ほどお話しいただいたのですが、逆に苦労した点はあったのかとか、その辺を教

えていただければありがたいです。 （山形県立鶴岡養護学校） 

Ａ５ 集まったのは３０名くらいだったと思います。授業の内容は、紙すき等の卒業後に

向けての作業学習を見てもらいました。ほぼ先生方と生徒たちが準備したので、ＰＴ

Ａ会長として苦労した点は正直なところなかったのですが、こういう学校があること

やこういう子どもたちがいることを知らない方が多いと実感しています。立場上、町

内会長等、様々な方々と話す機会がありますが、年配の方でも「初めてこういう子ど

もたちを見た」と言われたことがありました。しかし、こちらから「ウチの子、こう

です」とアピールすることは親として難しいところもあります。親の方が早く亡くな

るので、様々な人に見てもらって、少しでも理解してもらい、親亡き後もかわいがっ

てもらい、面倒を見てもらえるような子になってほしいと思っています。生活してい

く上で最低限のことはできるようになってほしいので、もう少し知ってもらう努力を

しなければならないことを改めて感じました。 

Ｑ６ 地域活動で参加者の保険加入について教えてください。また、お手伝いの保護者の

方への保険加入についても知りたいです。保護者中心とはいうものの、指示を出すの

は教員になると思いますが、どうでしょうか。教職員の皆さんとの連携はどのように
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善福寺川遊歩道であり、近隣のリハビリテーション病院でリハビリに励む方々や、ランナ

ー、園児、地域住民の散歩道になっており、多くの人々が日々通行する場所で作品に目が

留まりやすく最適な場所です。 

特別支援学校に通う児童生徒がどのように学び、どのような学校生活を送っているのか。

学校に興味を抱いていくことから、地域のインクルーシブが進むと考えました。児童生徒

やその保護者と、地域住民が顔を合わせる直接的な交流がなくても、お互いの美術作品を

見合うことで、お互いをもっと知りたいという気持ちを育むことができ始めています。 

各作品には通し番号がついており、ギャラリーに展示した２次元コードからアンケート

に答えられるように工夫しているため、

児童生徒の作品だけではなく、地域の作

品にも、鑑賞した方々からの多くの感想

が届きました。その感想を制作者に伝わ

るようにすることで、心が通うギャラリ

ーになっています。そのため、次年度の開

催を心待ちにする感想が届いており、間

接的な交流の形ですが、確実に学校と地

域が繋がり始めていることを実感できています。 

「ふれあいアートギャラリー」の開催はまだ２年目です。継続していくことでパラアー

トの発信地になるよう、地域と協力しながら、区全体の交流につなげていくようにしてい

きたいと思っております。 

以上、私の発表は終わりです。このような機会をいただき、本当にありがとうございま

した。ここまでの準備など本当に感謝いたします。ご清聴ありがとうございました。 

Ⅱ 第１分科会 質疑応答 

＜発表１について＞ 応答：北海道札幌養護学校白桜高等学園 ＰＴＡ会長 東海林 

Ｑ１ 清掃活動、除草作業、ケーキフェスタをされているということで、活動をされてい

るＰＴＡの方と、先生方にも協力いただいたということだったのですが、活動の時間

帯はどういう時間帯にされたのか、児童学校の授業時間内にされたのか、それとも放

課後など別の時間帯にされたのか質問させていただきました。 （新潟市立東特別支

援学校） 

Ａ１ 除草作業は午前１０時から１１時３０分くらいまでで、授業の一環という位置づけ

で行いました。ケーキフェスタの方も相手の都合もありますが、午前１０時３０分く

らいからケーキをカットして、給食の時間に間に合うように配膳しました。 

Ｑ２ 地域向け参観日のチラシはどの範囲の地域に配布したのか、また何枚くらい配布し

たのか教えていただきたいです。 （チャット質問：神奈川県立金沢支援学校） 

Ａ２ 枚数は確認していません。東米里地区という地域に配っているほか、学校で利用し

ている事業者等に配りました。正確にはわかりません。 

Ｑ３ ＰＴＡ組織の人数について、企画部３名で企画をされているってことだったのです

が、学校の規模に比べてかなり役員の数が少ないなというふうに思いまして。役員の
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方にとっては負担を感じるんじゃないかなと思ったので、実際に活動している方とし

てはどうなのかと思い質問いたしました。 （山形県立酒田特別支援学校） 

Ａ３ 当初は３名で十分であると思っていました。今は人数も倍ぐらいになってしまい、

狭隘化で分かれるまでは小中高と一緒だったので、それぞれ小中高で専門の役員がい

ました。おそらく１０名以上で構成されていましたので、３名は少ないと思っていま

す。その分、担当の先生方に負担を掛けていると感じているところです。コロナ禍も

明けて、活動が増える中、ＰＴＡの役員になってくれる保護者も増やしていけるよう

に努力したいと思います。 

Ｑ４ 様々な活動、楽しそうな活動がいっぱいあっていいなと思って伺っておりました。

校舎が白陵高等学校さんと同じということで、確かに珍しいケースなのかなと思いま

すが、高校と交流しての活動というのは何かありますか。 （山形県立楯岡特別支援

学校） 

Ａ４ 移転したのが令和３年で、コロナ禍真っ只中というところもあり、なかなか交流で

きていないのが現実です。やっと一緒にできたことが避難訓練であると聞いています。

実際何かあった時のために、できたことは評価できると思っています。今後、探り探

りではあるのですが、生徒会同士の交流や白陵高校のＰＴＡとの交流等、せっかくの

機会なのでもっと交流していきたいと思っています。一緒に話し合いながら少しずつ

増やしていきたいです。 

（応答：札幌養護学校白桜高等学園校長 上村喜明） 

９月に白陵高校の生徒と芸術鑑賞会を一緒に行う計画をしているところです。少し

ずつ行っていますが、これからまだまだ考えていかなければいけないと思っておりま

す。補足でした。 

Ｑ５ 地域参観日が興味あったのですが、具体的にどういった授業の内容を参観していた

だいたとか、地域の方はどのぐらい集まったのかという点。それから、良かったこと

は先ほどお話しいただいたのですが、逆に苦労した点はあったのかとか、その辺を教

えていただければありがたいです。 （山形県立鶴岡養護学校） 

Ａ５ 集まったのは３０名くらいだったと思います。授業の内容は、紙すき等の卒業後に

向けての作業学習を見てもらいました。ほぼ先生方と生徒たちが準備したので、ＰＴ

Ａ会長として苦労した点は正直なところなかったのですが、こういう学校があること

やこういう子どもたちがいることを知らない方が多いと実感しています。立場上、町

内会長等、様々な方々と話す機会がありますが、年配の方でも「初めてこういう子ど

もたちを見た」と言われたことがありました。しかし、こちらから「ウチの子、こう

です」とアピールすることは親として難しいところもあります。親の方が早く亡くな

るので、様々な人に見てもらって、少しでも理解してもらい、親亡き後もかわいがっ

てもらい、面倒を見てもらえるような子になってほしいと思っています。生活してい

く上で最低限のことはできるようになってほしいので、もう少し知ってもらう努力を

しなければならないことを改めて感じました。 

Ｑ６ 地域活動で参加者の保険加入について教えてください。また、お手伝いの保護者の

方への保険加入についても知りたいです。保護者中心とはいうものの、指示を出すの

は教員になると思いますが、どうでしょうか。教職員の皆さんとの連携はどのように
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善福寺川遊歩道であり、近隣のリハビリテーション病院でリハビリに励む方々や、ランナ

ー、園児、地域住民の散歩道になっており、多くの人々が日々通行する場所で作品に目が

留まりやすく最適な場所です。 

特別支援学校に通う児童生徒がどのように学び、どのような学校生活を送っているのか。

学校に興味を抱いていくことから、地域のインクルーシブが進むと考えました。児童生徒

やその保護者と、地域住民が顔を合わせる直接的な交流がなくても、お互いの美術作品を

見合うことで、お互いをもっと知りたいという気持ちを育むことができ始めています。 

各作品には通し番号がついており、ギャラリーに展示した２次元コードからアンケート

に答えられるように工夫しているため、

児童生徒の作品だけではなく、地域の作

品にも、鑑賞した方々からの多くの感想

が届きました。その感想を制作者に伝わ

るようにすることで、心が通うギャラリ

ーになっています。そのため、次年度の開

催を心待ちにする感想が届いており、間
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たのか教えていただきたいです。 （チャット質問：神奈川県立金沢支援学校） 
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素敵な話が出てきたんだろうっていうのと、地域住民の方々のいろんな反応があった

と思うんですけれども、そういう声が入っていたら教えていただきたいと思います。 

（東京都立羽村特別支援学校） 

Ａ９ 「ふれあいアートギャラリー」が発足したのは、会場にいらっしゃる伴校長先生が

中心となってお話をしていただきました。その経緯は伴校長先生の方が詳しく説明し

ていただけると思うので、伴校長先生にお願いしたいと思います。 

（応答：東京都杉並区立済美養護学校 校長 伴 比佐志） 

私のわがままです。実は、コロナ禍でなかなか直接交流できなくなっちゃったと言

った時、何か間接的にできないかなと思った時に、校内に展示されていた子どもたち

の作品がとても素敵な作品が多かった。これを周りの人達に見てもらって、感想をも

らって、子どもたちにそれを還元してあげたら。子どもたちって、もっともっと絵を

描いたり、物づくりをしたりというとこに励みにならないかな。それで、ちょうど学

校の先生たちの研究活動で、子どもたちの主体性ってことも大事にしたいなというこ

とも考えていて。その時に地域の人から感想を聞けることってすごく素敵だよね、と

思ったので、着任してすぐに地域のことを調べて、そしたら地域にアーティストが結

構いっぱいいることがわかって。 

このお名前が出てた近隣の小学校にお手伝いをしてくださっているアーティストの

方もいて、「何だこの地域」って。もしかしたらアートでいろんな交流できるんじゃな

い？と思って。初年度に「やろう」と私の方で言ってですね。それで、子どもたちの

作品を出さないといけないから。子どもたちの作品については、子どもたちがこの絵

とか、この作品というのを選んだものを、学年の美術図工の担当の先生がチョイスを

して、子どもたちと一緒にラミネートして展示期間までに間に合わせるという学習も、

年間の計画の中にきちんと入れてというところで。教員も子どもたちも「このために

何かを作んなきゃいけない」じゃなくて、「この年の自分のベストの作品を出せる」と

いうふうにして。 

学校でできることをやれば、持続的に負担感なくお互いにできるのかなということ

と、先程の大学の話があったのですが、大学も福祉を学んでいる学生がいっぱいいる。

保育園とか幼稚園に就職したときに、特別な教育的な支援が必要な子どもたちを見る

ことが多くなってきて、特別支援教育のことを知りたいというニーズが出てきた。じ

ゃあ私たちの方でレクチャーをしてあげるから、ぜひこういうところに一緒に来て実

際を見てみない？というふうにお声掛けをしたところ、２０人とかそのぐらいの学生

たちがいきたいということになったので、大学に行って単位認定してあげて、という

ふうに言って。今、連携をとって進めているというところなんです。そんなところで、

実は私のわがままから始まった活動だっていうところで補足をさせていただきます。

これをＰＴＡ会長さんたちや役員さんたちが、そしてお手伝い隊のお母さんたちが本

当に賛同してくださって、かなえていただいたというのが実際のところです。 

Ｑ10 「ふれあいアートギャラリー」、本当にすてきな活動だなと思って見ました。ＷＥＢ

で募集するというところも負担感なくというか、慣れた方だとぱっと応募もできるし、

自宅でできるっていうところがすごくメリットなのかなと思いました。その募集の仕

方とか、区立の小学校、養護学校ということだったので、募集する範囲はやっぱり杉
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なっているのでしょうか。 （チャット質問：伊豆の国特別支援学校） 

Ａ６ 保険の加入については後日確認させてください。学校との連携については、先生方

が本当に親身に動いてくれていて、基本的には先生方がある程度のことを準備してく

れる現状があります。自分が白桜高等学園に入ってからは、基本的に役員はお母さん

方が多いので、お母さん方のつながりってとても強いと感じています。自分の知らな

いところでお母さん方がつながっていて、いろんな話をして、いろんな打ち合わせし

て、当日は先生方から「何もしていません」とよく聞いているので、本当に素敵なＰ

ＴＡだなと思っています。 

（応答：札幌養護学校白桜高等学園校長 上村喜明） 

保険の件です。保険については、それに対しての保険はないのが現状です。個人で

入っていただいたり、ＡＩＧになったりすると思いますが、保険という部分では活動

に対しては入っていません。今後検討し、整備しなければならないと思っています。 

＜発表２について＞ 応答：東京都杉並区立済美養護学校 ＰＴＡ会長 羽山 

Ｑ７ 「ふれあいアートギャラリー」という活動、素晴らしいと思いました。作品の画像

化、印刷、あとラミネートなど、とても作業がたくさんあるなと思って。あと、二次

元コードを作って、皆さんにアンケートを答えていただくという感じもあったんです

けれども。そういう作業はどなたかというか、先生に手伝っていただいたりしたのか

なと、お聞きしたいと思います。 （新潟県見附市見附特別支援学校） 

Ａ７ 作品の印刷・ラミネート作業は、本校の生徒児童の作品は担当の先生にお願いして

います。地域の一部の施設に関しても、データを学校に送っていただき、そのもらっ

たデータを印刷・ラミネートはＰＴＡと、近隣にある短期大学の学生さんに来ていた

だいて、活動を手伝ってもらっているということがあるんです。 

他の作品、地域住民さんからの作品は全て、ちょっと分けてやったりとかするんで

すけれども、ＰＴＡの役員と委員がラミネート作業をしたり。あと、絵ではなく立体

的な作品だったりするときがあるんですが、委員や役員が写真を撮りに行って、それ

をデータ化して、印刷してラミネートをするという感じになっています。 

結構な作品数が来るんですが、近隣の短期大学の学生さんや、お手伝いしてくださ

る保護者の方々のご協力のもと、負担をばらしてやるっていう感じでやっているので、

原則的には保護者の負担は抑えられているというふうには思っています。 

Ｑ８ 短期大学の学生さんが来てくださるとおっしゃってましたが、ボランティアを募る

というか、お願いするような感じですか。 （新潟県見附市見附特別支援学校） 

Ａ８ 本校と短期大学と連携している状況でありまして、その時に保育科のある短期大学

なので、研修・実習という形でうちの学校にお手伝いしに来てくださったりするんで

す。その時に学校の校長先生や副校長先生が、「じゃあＰＴＡの活動も一緒に行うのも

いいんじゃないか」というので、お手伝いをしてくれるパイプを学校側につなげてい

ただいています。 

Ｑ９ 地域とのつながりが絶えてしまった学校も多い中、このような形で「ふれあいアー

トギャラリー」という素敵なことを始められて羨ましく思います。このふれあいアー

トギャラリーが始まってまだ２年目ということなんですけれども、どこからこういう
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と、先程の大学の話があったのですが、大学も福祉を学んでいる学生がいっぱいいる。

保育園とか幼稚園に就職したときに、特別な教育的な支援が必要な子どもたちを見る
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したとのことでした。というのも、昭和５０年代後半から活動が一時休止状態になり、平

成元年１９８９年に当時中学校実務学級担任の先生や、在籍している生徒や卒業生の保護

者を中心に再結成することになりました。 

私の場合は、ダウン症の息子が小学校の特殊学級へ入学したばかりでしたが、なぜか声

がかかり、飛び級で親の会に入会しました。当時は最年少の会員でしたけれど、年を重ね

現在に至っているところです。引継ぎもないままでの再結成でしたが、当時の親の会とも

関わり、学校を退職されていた先生たちからお話を聞きながら、新たな親の会運動を展開

することになりました。そして、私たちに「今ある運動の恩恵は次世代に」という言葉を

残してくれていたことを知りました。 

障がい児者に関わる施策などについていろいろと要望しても、実現までには時間がかか

ります。でも、当時の親の会では、まず自分たちが汗を流し、声を上げることによって、

後から続くであろう同じ障がいのある子どもを持つ親や家族が、自分たちと同じ苦労をし

なくても済むようにと運動を展開し、その思いが今日の鶴岡市における知的障がい児者の

地域福祉施策やボランティア活動などの土台になっていると思います。私たちもその言葉

を大事にして運動を展開しているところです。会員同士の交流はもちろんですが、私たち

親たちも、国の制度や施策について、講師を招いての勉強会の開催や、時には障害者施策

の先進地にも足を運びながら、鶴岡市の障がい児者の施策が一歩でも前に進むようにと行

政等に声を上げてきました。 

会の名称ですが、冒頭に言いました市町村合併の前に鶴岡市の市をとって「鶴岡手をつ

なぐ親の会」としていました。市民にも浸透している「親の会」としての名称、そのまま

現在も使って運動をしているところです。 

障がい者を取り巻く環境は、精神薄弱者法から知的障害者法に変わり、支援費制度、障

害者自立支援法から総合支援法になり、私の子育ての時代には障害福祉サービスという言

葉はありませんでしたので、大きく様変わりしたという感じです。それは、障がい児者に

関わる法律や制度、また教育について、私たちの全国の先輩たちの声が法律等の改正に大

きく関わってきた成果ではないかと思っているところです。 

私の息子は、平成１２年度に山形県立鶴岡養護学校の高等部を卒業しましたが、高等部

２年生の時、私も１年間だけでしたけれどＰＴＡに関わりを持たせていただきました。ち

ょうどその時に鶴岡養護学校に通う児童生徒たちが居住地ごとに活動する交流活動が始ま

りました。児童生徒も地域の一員として生活できる環境づくりを目的にスタートし、２０

数年続いている活動です。コロナ禍で活動休止もありましたが昨年度から再開したと聞い

ております。 

さて、今回のテーマ「地域との連携 小さな輪から、大きな輪へ」について、白桜高等

学園の東海林ＰＴＡ会長さんからは、生徒の様子や学校の様子を知っていただく機会とし

て、「地域との協同作業」についての発表がありました。 

町内会長さんや地域住民の方たちと公園の除草を行ったり、地域向け参観日をとおして

生徒の様子や学校について地域住民の方たちから知っていただく取り組みをしているとい

うことでした。これは非常に大切なことだと思います。地域の方たちから知ってもらい、

温かく見守ってもらうこと、そして関心を持っていただくことがとても大事です。「心のバ

リア」は障がい者のこと、障がい特性のことについて知らないということが大きな要因と

42 

並区の中になるのかとか。募集する範囲であったり、募集の方法っていうところを教

えていただければと思います。 （山形県立鶴岡養護学校） 

Ａ10 杉並区全域からとなってしまうとかなりの規模になってしまうので、学校の周囲と

いう感じになっています。募集の仕方も一応、ポスターを町内会の会長さんにお願い

して各町内会の掲示板に貼っていただいて、そこからＵＲＬで募集という形をとらせ

ていただいています。あとは、学校同士となると、学校同士がメールでのやりとりが

できるということで、先生にお願いをして、近隣の学校には先生を通してメールで作

品をいただいたりしています。施設はアポをとって、「いつ行きます」という感じで行

って、作品を撮らせてもらったり、預かって持ち帰るっていうことがあります。今回

はあまりにも広くなってしまったので、ここでお願いしますというストップをかけた

ぐらいだったんです。そこも、いろいろと考えながらやっていかなきゃいけないねと、

役員の方で今練っておりまして。どこらへんまでをやるかっていうのもあるのと、あ

と、校長先生のご尽力で、区のホームページの方にも載せてもらっていたりとかする

ので、やっぱり区全土からも応募が来るのかなっていうのをちょっとドキドキしなが

ら思っているんですけれども。その辺もどういう状況でやっていくかというのを今後

の課題として今役員の方で練っている状況です。 

Ⅲ 第１分科会助言 

助言者 鶴岡手をつなぐ親の会 会長 橋本 廣美 氏 

皆さん、こんにちは。ただ今紹介を頂きました「鶴岡手をつなぐ親

の会」の橋本といいます。どうぞよろしくお願いいたします。ここ鶴

岡市は平成１７年に６市町村が合併し、面積は東北で一番の広さを誇

ります。月山や鳥海山の山々、日本海を望み、米どころの庄内平野に

あって自然豊かなところです。ようこそ鶴岡にお越しくださいまし

た。 

先ずは、発表をいただきました北海道札幌養護学校白桜高等学園の

東海林ＰＴＡ会長さんからは、「地域とつながるＰＴＡ活動〜知って

もらいたい、つながりたい〜」をテーマに。それから東京杉並区立済美養護学校の羽山Ｐ

ＴＡ会長さんからは、「ＰＴＡ・学校・地域の協同による特別支援教育の理解・推進」をテ

ーマに発表をいただきました。ありがとうございました。 

第１分科会のテーマは「地域との連携 〜小さな輪から大きな輪へ〜」です。最初に、

同じように地域で活動している私ども「鶴岡手をつなぐ親の会」のこと、私自身のことに

ついて少し紹介させていただきます。 

ここ数年は会員の高齢化等による退会や、新規会員もなく、現在は会員５０名ほどの小

さな団体となっていますが、知的障がいのある子どもを持つ親、親の会の活動に賛同し、

支援してくださる賛助会員で構成していて、子どもも親や家族も安心して地域で暮らせる

まちづくりを目指し活動しています。親の会の歴史は古く、昭和３２年１９５７年に当時

の特殊学級、今で言う特別支援学級の先生たちが先に立って保護者と一緒に親の会を組織



43 
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の先進地にも足を運びながら、鶴岡市の障がい児者の施策が一歩でも前に進むようにと行

政等に声を上げてきました。 

会の名称ですが、冒頭に言いました市町村合併の前に鶴岡市の市をとって「鶴岡手をつ

なぐ親の会」としていました。市民にも浸透している「親の会」としての名称、そのまま

現在も使って運動をしているところです。 
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久保前会長は、育成会親の会の運動は、「地域で人をつなぐ、時代をつなぐ、思いをつなぐ」

ことだと言っていました。この３つの「つなぐ」という言葉は、育成会親の会運動だけで

はないと思います。ＰＴＡ活動においても、「人をつなぐ、時をつなぐ、思いをつなぐ」は、

地域の方たちとつながり、生徒児童のための思いを発信していくことで、「地域との連携ス

ペース小さな輪から大きな輪へ」に進んでいくものと信じております。また、知的障がい

のある人も一方的に支援を受けるだけの存在ではなく、地域を支えるという意味の「出番

と役割」があると言われています。生徒児童も地域の一員として「出番と役割」のある地

域共生社会の実現に向け、地域の方々と「連携・つながり」を持ち続けるＰＴＡ活動をぜ

ひお願いしたいと思います。 

本日ご参加になった皆様にとって、今後のＰＴＡ活動に少しでも参考になれば幸いです。 

どうもありがとうございます。 

44 

なっています。共生社会の実現には、この「心のバリア」をなくしていかなければなりま

せん。また、生徒が学校関係者や障がい者施設以外の方たちと関わりを持つ機会はそんな

に多くはないと思いますので、生徒のことを知ってもらい、生徒も地域の方たちを知る取

り組みをこれからも続けていってほしいと思いました。 

また、施設見学や卒業生の保護者との交流の発表がありました。卒業後は、子どもの人

生も保護者の人生も長くなるわけですから、日中活動の場、生活の場、余暇活動など、卒

業生の保護者との交流や地域の育成会、親の会とのつながりを通して、これからの未来像

を思い描く機会にしていただきたいと思います。 

発表ではありませんでしたが、障害基礎年金について資料に載っていましたので、その

ことについて少しお話をさせていただきます。実は鶴岡手をつなぐ親の会としても初めて、

今年の２月に鶴岡養護学校高等部卒業生の保護者向けの年金学習会を開催しました。昨年、

「全国手をつなぐ育成会連合会」で、障害基礎年金学習会用ＤＶＤが作成されたことをき

っかけに開催したところです。ＤＶＤの作成には札幌市の育成会も関わっていたようです

ので、障害基礎年金について問い合わせてみてはいかがでしょうか。 

札幌養護学校の分校として開校４年目ということですが、コロナ禍での移転には大変ご

苦労されたことと思います。これから学校と地域との歴史を築いていってください。 

次に、東京都杉並区立済美養護学校について。オンラインでの羽山ＰＴＡ会長さんから

の発表、ありがとうございました。学校のホームページの沿革に開校が昭和５４年４月と

載っていました。ここ鶴岡市にある、そして息子が卒業した鶴岡養護学校と同じ開校日と

いうことでしたので、同じ時代に歴史を刻んできたことと思います。 

一番の驚きというか衝撃を受けたのは、学校のホームページにＰＴＡのお知らせが載っ

ていたことです。私が見た山形県内の各養護学校のホームページにはＰＴＡの記事は見当

たりませんでしたので、済美養護学校ではＰＴＡ活動に対する意気込みは違うぞと思った

ところです。そして、実際のＰＴＡ活動においても、理事会などは今回の大会と同じよう

に、ハイブリッド形式も取り入れての活動ということで、今どきだなと感じたところです。 

そして、発表の中で「ふれあいアートギャラリー」について取り上げられていました。

開校４５年の歴史を紡いで、地域住民の果たす学校のこと、児童生徒のことを温かく見守

り、障がい児のことを理解し、協力し合える関係を築かれてきたことが、「ふれあいやアー

トギャラリー」の成功につながっていると思いました。ＰＴＡが中心になって、学校、関

係施設、地域住民を巻き込んでのイベントを開催しているということで、直接的な交流で

なくても、学校のこと、児童生徒のことをもっと知りたいという気持ちを育むこの取り組

みは画期的な取り組みだと思ったところです。 

児童生徒の作品だけでなく、近隣の学校、関係施設、地域住民からも広く作品の募集を

し、準備期間は９月中旬から始まり、１２月中旬までの長丁場ということですけれど、地

域と協力し合い、区全体の交流につなげていこうという壮大な計画もあるようですので、

ぜひこの「街をギャラリーにする」取り組みを続けていってくださるようお願いします。

今年で３年目を迎えるということを先程、本日出席の伴校長先生からお話をお聞きしまし

た。 

本日のお二人の発表ありがとうございました。最後になりますが、第１分科会の助言者

の締めくくりとして、「全国手をつなぐ育成会連合会」の前・久保会長の言葉を紹介します。
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っかけに開催したところです。ＤＶＤの作成には札幌市の育成会も関わっていたようです

ので、障害基礎年金について問い合わせてみてはいかがでしょうか。 

札幌養護学校の分校として開校４年目ということですが、コロナ禍での移転には大変ご

苦労されたことと思います。これから学校と地域との歴史を築いていってください。 

次に、東京都杉並区立済美養護学校について。オンラインでの羽山ＰＴＡ会長さんから

の発表、ありがとうございました。学校のホームページの沿革に開校が昭和５４年４月と

載っていました。ここ鶴岡市にある、そして息子が卒業した鶴岡養護学校と同じ開校日と

いうことでしたので、同じ時代に歴史を刻んできたことと思います。 

一番の驚きというか衝撃を受けたのは、学校のホームページにＰＴＡのお知らせが載っ

ていたことです。私が見た山形県内の各養護学校のホームページにはＰＴＡの記事は見当

たりませんでしたので、済美養護学校ではＰＴＡ活動に対する意気込みは違うぞと思った

ところです。そして、実際のＰＴＡ活動においても、理事会などは今回の大会と同じよう

に、ハイブリッド形式も取り入れての活動ということで、今どきだなと感じたところです。 

そして、発表の中で「ふれあいアートギャラリー」について取り上げられていました。

開校４５年の歴史を紡いで、地域住民の果たす学校のこと、児童生徒のことを温かく見守

り、障がい児のことを理解し、協力し合える関係を築かれてきたことが、「ふれあいやアー

トギャラリー」の成功につながっていると思いました。ＰＴＡが中心になって、学校、関

係施設、地域住民を巻き込んでのイベントを開催しているということで、直接的な交流で

なくても、学校のこと、児童生徒のことをもっと知りたいという気持ちを育むこの取り組

みは画期的な取り組みだと思ったところです。 

児童生徒の作品だけでなく、近隣の学校、関係施設、地域住民からも広く作品の募集を

し、準備期間は９月中旬から始まり、１２月中旬までの長丁場ということですけれど、地

域と協力し合い、区全体の交流につなげていこうという壮大な計画もあるようですので、

ぜひこの「街をギャラリーにする」取り組みを続けていってくださるようお願いします。

今年で３年目を迎えるということを先程、本日出席の伴校長先生からお話をお聞きしまし

た。 

本日のお二人の発表ありがとうございました。最後になりますが、第１分科会の助言者

の締めくくりとして、「全国手をつなぐ育成会連合会」の前・久保会長の言葉を紹介します。
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続いて、ＰＴＡ活動についてです。こち

らは年２回開催しているすＰＴＡ主催の

進路学習会です。障害者雇用をしている

企業の担当者さんにお越しいただく講話

会を開いたり、卒業生、また卒業生の保護

者との座談会を設定し、卒業後の様子を

聞かせていただいたりしています。 

続いて、災害に対するＰＴＡ活動です。

この活動に関しましては、皆さんご存じのとおり、今年の１月１日の能登半島地震を受け、

本校も大きな被害はなかったものの、建物の一部に損壊が見受けられるような状況にあり

ました。この能登半島地震を踏まえて、この度、ＰＴＡ活動の中で、防災関連用品や備蓄

用品などの蓄えだけではなくて、今後の活動につなげるような活動をしています。 

災害対策、備蓄品については、校舎の中に、水のほかに、アルファ米や防災用トイレを

置いています。本校の特徴としましては、もともと、県立の工業高校の跡地ということも

あり、地域の指定避難所となっています。地域の方々が今年の１月１日の能登半島地震で

も実際に避難しています。 

写真は防災ミニ研修の様子です。この

研修は今年度からＰＴＡ活動の中でやら

せていただいています。体育大会の 1週

間前の親子ボランティア活動、グラウン

ドの草むしり、石拾いの後に、私の方で

簡単な防災研修を開かせていただきまし

た。実際に地震が起きたときにどう動く

のかはもちろんですが、普段からどのよ

うなものを準備しておくのか、家庭でどういう準備ができるのかというところの話を実際

の非常持ち出し袋の中身などを並べて説明させていただきました。実際に備蓄ということ

になると、皆さんよくあるのは、ホームセンターとかで備蓄用のリュックサックを買って

くることが多いのです。そこまで準備する必要がないよ、というところで、当日、「ローリ

ングストック」というお話をさせていただきました。この「ローリングストック」は、少

し賞味期限の長い食料や飲料水、カップラーメンとかを買って、それを賞味期限が来る直

前で自家消費する。私の家であれば、子どもたちがカップラーメンを食べる。食べて備え

がなくなれば、新たなカップラーメンを買ってくる。市販でアルファ米や長期保存５年と

か７年保存できる水はありますが、通常スーパーでそれを買ってくるっていうのはなかな

か難しいのかなと思っています。通常の飲料水や、カップラーメンをうまく賞味期限が来

る前に自家消費しながら蓄えをしていく。あえて備蓄として意識するのではなく、普段の

日常生活の蓄えをしていこうという考え方です。イラストにあるように普通の水、食料で

いいと思っております。カップラーメンのような少し長期保存が利くものを備えていただ

く。賞味期限が近づく時点で使う。使ってしまった、不足したもの、例えばカップラーメ

ンがなくなったと思えば、買い足す。これを繰り返していくことで、自然と自宅で備蓄が

できるという考え方です。 

当日の防災ミニ研修の中では、当然親子ボランティア活動を行った関係で、生徒にも参
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第２分科会 

〈テーマ〉 安全・安心な場を創る 

～もしものときに備えるＰＴＡ活動～ 

Ⅰ 発表の概要 

発表１ 《東海北陸ブロック》 

発表者 富山県立高岡高等支援学校（知的 高 計４５名） 

ＰＴＡ会長 宮内 清和 

「子どもたちの安心・安全な学校生活を支える体制づくり」 

まず初めに、災害に対するＰＴＡ活動等々の話をさせていただきたいと思います。また、

最後に今後の取組、本校として１月１日の能登半島地震を体験した後の今後の取組につい

て発表させていただければと思います。そして最後に、私個人のボランティア活動、その

活動の中で学んだことを少しお伝えさせていただければと思います。 

私が会長を務める、富山県立高岡高等支援学校は、平成２５年４月に開校した高等特別

支援学校です。現在、１６３名の卒業生と、１年生１１名、２年生１４名、３年生２０名、

合計４５名の在校生がいます。県西部の主に６市より公共交通機関を利用して通学し、企

業への就職、自立を目指して、教科学習と週１２時間の作業学習を行っております。 

続いて、こちらが作業学習の写真です。

作業学習は、受注班、食品加工班、環境班、

流通・福祉班という４つの班があります。

それぞれの班の仕事は、それぞれの業務を

補完するような部分がございまして、この

食品加工班で作ったパンを流通・福祉班が

校内で運営している喫茶店で提供してい

ます。そのパンの具材に必要なブルーベリ

ーや、ピザソースに使うトマト等は受注班が受注し、校内の畑で作っています。また、喫

茶店の床が汚れれば、環境班の方で床のワックスがけをしております。本校の中に小さな

社会があるようなイメージで本校は成り立っています。 

続いて、企業への就職を目指す取組です。卒業後の就労が一番のメインになってきます。

学校としましては、本人、保護者の意向をもとに、地域就労支援アドバイザーや担任の先

生、また進路指導の先生方が協力して体験先を探し、情報を提供していただいています。 

在学中７回の就業体験中、保護者は子どもの状態に応じて家庭でできる支援を行ったり、

体験後の進路懇談会、移行支援会議などへ参加したりします。また、ＰＴＡ進路学習会を

開催し、子どもの進路について学校と相談しながら進めています。 

こちらは就業体験の様子です。製造業であったり、事務補助であったり、流通関連、福

祉関連、環境整備等、先程の４つの班のそれぞれで経験したことが生かされます。１年生

では４つの作業班をもれなく経験しながら、２年生で２つ、最後３年生で１つの班に絞り

込んで、より知識を身につけながら就労につなげていきます。 



47 

続いて、ＰＴＡ活動についてです。こち

らは年２回開催しているすＰＴＡ主催の

進路学習会です。障害者雇用をしている

企業の担当者さんにお越しいただく講話

会を開いたり、卒業生、また卒業生の保護

者との座談会を設定し、卒業後の様子を

聞かせていただいたりしています。 

続いて、災害に対するＰＴＡ活動です。

この活動に関しましては、皆さんご存じのとおり、今年の１月１日の能登半島地震を受け、

本校も大きな被害はなかったものの、建物の一部に損壊が見受けられるような状況にあり

ました。この能登半島地震を踏まえて、この度、ＰＴＡ活動の中で、防災関連用品や備蓄

用品などの蓄えだけではなくて、今後の活動につなげるような活動をしています。 

災害対策、備蓄品については、校舎の中に、水のほかに、アルファ米や防災用トイレを

置いています。本校の特徴としましては、もともと、県立の工業高校の跡地ということも

あり、地域の指定避難所となっています。地域の方々が今年の１月１日の能登半島地震で

も実際に避難しています。 

写真は防災ミニ研修の様子です。この

研修は今年度からＰＴＡ活動の中でやら

せていただいています。体育大会の 1週

間前の親子ボランティア活動、グラウン

ドの草むしり、石拾いの後に、私の方で

簡単な防災研修を開かせていただきまし

た。実際に地震が起きたときにどう動く

のかはもちろんですが、普段からどのよ

うなものを準備しておくのか、家庭でどういう準備ができるのかというところの話を実際

の非常持ち出し袋の中身などを並べて説明させていただきました。実際に備蓄ということ

になると、皆さんよくあるのは、ホームセンターとかで備蓄用のリュックサックを買って

くることが多いのです。そこまで準備する必要がないよ、というところで、当日、「ローリ

ングストック」というお話をさせていただきました。この「ローリングストック」は、少

し賞味期限の長い食料や飲料水、カップラーメンとかを買って、それを賞味期限が来る直

前で自家消費する。私の家であれば、子どもたちがカップラーメンを食べる。食べて備え

がなくなれば、新たなカップラーメンを買ってくる。市販でアルファ米や長期保存５年と

か７年保存できる水はありますが、通常スーパーでそれを買ってくるっていうのはなかな

か難しいのかなと思っています。通常の飲料水や、カップラーメンをうまく賞味期限が来

る前に自家消費しながら蓄えをしていく。あえて備蓄として意識するのではなく、普段の

日常生活の蓄えをしていこうという考え方です。イラストにあるように普通の水、食料で

いいと思っております。カップラーメンのような少し長期保存が利くものを備えていただ

く。賞味期限が近づく時点で使う。使ってしまった、不足したもの、例えばカップラーメ

ンがなくなったと思えば、買い足す。これを繰り返していくことで、自然と自宅で備蓄が

できるという考え方です。 

当日の防災ミニ研修の中では、当然親子ボランティア活動を行った関係で、生徒にも参
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第２分科会 

〈テーマ〉 安全・安心な場を創る 

～もしものときに備えるＰＴＡ活動～ 

Ⅰ 発表の概要 

発表１ 《東海北陸ブロック》 

発表者 富山県立高岡高等支援学校（知的 高 計４５名） 

ＰＴＡ会長 宮内 清和 

「子どもたちの安心・安全な学校生活を支える体制づくり」 

まず初めに、災害に対するＰＴＡ活動等々の話をさせていただきたいと思います。また、

最後に今後の取組、本校として１月１日の能登半島地震を体験した後の今後の取組につい

て発表させていただければと思います。そして最後に、私個人のボランティア活動、その

活動の中で学んだことを少しお伝えさせていただければと思います。 

私が会長を務める、富山県立高岡高等支援学校は、平成２５年４月に開校した高等特別

支援学校です。現在、１６３名の卒業生と、１年生１１名、２年生１４名、３年生２０名、

合計４５名の在校生がいます。県西部の主に６市より公共交通機関を利用して通学し、企

業への就職、自立を目指して、教科学習と週１２時間の作業学習を行っております。 

続いて、こちらが作業学習の写真です。

作業学習は、受注班、食品加工班、環境班、

流通・福祉班という４つの班があります。

それぞれの班の仕事は、それぞれの業務を

補完するような部分がございまして、この

食品加工班で作ったパンを流通・福祉班が

校内で運営している喫茶店で提供してい

ます。そのパンの具材に必要なブルーベリ

ーや、ピザソースに使うトマト等は受注班が受注し、校内の畑で作っています。また、喫

茶店の床が汚れれば、環境班の方で床のワックスがけをしております。本校の中に小さな

社会があるようなイメージで本校は成り立っています。 

続いて、企業への就職を目指す取組です。卒業後の就労が一番のメインになってきます。

学校としましては、本人、保護者の意向をもとに、地域就労支援アドバイザーや担任の先

生、また進路指導の先生方が協力して体験先を探し、情報を提供していただいています。 

在学中７回の就業体験中、保護者は子どもの状態に応じて家庭でできる支援を行ったり、

体験後の進路懇談会、移行支援会議などへ参加したりします。また、ＰＴＡ進路学習会を

開催し、子どもの進路について学校と相談しながら進めています。 

こちらは就業体験の様子です。製造業であったり、事務補助であったり、流通関連、福

祉関連、環境整備等、先程の４つの班のそれぞれで経験したことが生かされます。１年生

では４つの作業班をもれなく経験しながら、２年生で２つ、最後３年生で１つの班に絞り

込んで、より知識を身につけながら就労につなげていきます。 
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のかなと感じました。 

続いてアンケート結果を集約したもの

です。このアンケートの中で、備蓄品や非

常持ち出し袋のような物がありますかと

いう設問に対して、７割の方が「ありま

す」と回答しています。ただ、中身的なも

のの詳細は回答していただいていません

ので、どういったものがというところま

では深く突き詰められていません。いく

つか主立ったものを挙げていくと、やは

り水や食料です。懐中電灯も非常に多く、

あとラジオでした。あとは、富山も山形もそうだと思いますが季節柄、防寒具です。災害

が起きた時期によっては防寒具等が必要になってくる。最後、やはり今の時代、子どもた

ちもそうだと思いますが、携帯電話の充電器は手放せないという回答が多かったと感じま

す。 

続いて参加した保護者の声です。「とてもためになった。」「能登半島地震があったという

こともあって、非常にいい勉強になった。」という回答をいただいております。この回答を

どう活かすかというところを、今後の取組で述べさせていただければと思います。 

最後、今後の取組としまして、学校と家庭の連携、今後のＰＴＡ活動、そして自助から

共助へという３点で述べさせていただきます。 

まず、学校と家庭の連携です。今、学校から家庭へは安心安全メールというもので、連

絡したいことを配信されています。また、保護者からは学校専用の携帯電話のメールを使

って応答連絡をさせていただいています。小中学校に比べて通学区域が広くなり引き渡し

訓練等々は実際には行えてないです。当然災害が起きたら引き渡しができないことも想定

されます。歩いて自分の子どもを迎えに行ける距離ではないと思ってます。そういったと

ころをこれからどう連携していくのかを考えています。 

また、非常用持ち出し袋の共通理解も、どういうものを準備していくのか。その子その

子の特性に合った物をと私は考えています。学校の備蓄食も県の方で用意していただいて

いるものがあります。ただ、アレルギーの問題があったり、好みの問題があったりして、

備蓄食を置いて終わり、備えて終わりではなく、いかにうまく使えるようにしていくかと

いうところは、やはり先生、生徒だけではなくて、ＰＴＡも一緒に考えていきたいと考え

ています。 

今後のＰＴＡ活動についてです。先ほどから本校の話をさせていただいているとおり、

「自立」ということで自ら動ける子どもを育てるという意味で、非常用持ち出し袋の中身

を実際に準備し、置き場所を決める活動を行っていければと思っております。現在、学校

は備蓄して生徒、教職員の分+α、外から避難してきた方に提供する分もあるかと思います

が…。それぞれ決められたものを用意しています。私は、自分たちが用意したものを机の

横に置く、自分のロッカーに置くというスタイルでもいいのかなと思っています。それぞ

れに応じた好みで、非常食が全員必要かというところの問題を一緒に考えさせていただけ

ればと思っております。 

最後、「自助から共助」というところです。今、私どもの学校では、地域の代表者の方々、
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加していただいています。私が自宅にあ

るものプラスちょっと買いそろえたもの

もあるのですが、カセットコンロであっ

たり、ヘルメットであったり、こういうも

のは、どうですか、ということで一例を展

示させていただきました。 

この防災ミニ研修の後に、保護者と生

徒にそれぞれアンケートをとらせていた

だきました。保護者と生徒で考えるということをすると、どうしても親の考え、子どもの

考えでバッティングするのかなと思い、アンケートを別々にとらせていただきました。保

護者のアンケートでは、保護者らしいしっかりとした回答をいただいているのかなと思っ

ています。 

生徒のアンケート結果では、初めてこのような研修を受けられたという生徒さんも多く、

私の方で幾つか準備して机の上に並べた懐中電灯、携帯電話、ヘルメットが大事だという

ところに集中してしまったのは、少し残念な結果なのかなと思ってます。ただ、非常持ち

出し袋をどこに置くかという設問に関して、防災士の資格を持っている私も、実はどこに

非常持ち出し袋を置くかっていうところの答えはございません。それぞれの考え方なので

すが、皆さんならどこに置かれますか。皆さんが思い浮かぶところは多分、枕元や玄関と

か、だと思います。 

ある生徒のアンケートには体育館と書いてありました。この生徒と直接話してないので、

どこの体育館というのは聞けてないのですが、非常持ち出し袋を持ち出す時というのはど

ういう状況かと考えれば、まず自宅にいる場合、避難するため、家の外に持ち出すという

ことになります。だから、玄関先に置いておけばさっと持ち出せるよねというのも一つの

考えだと思います。 

ただ、その生徒さんが言う、体育館というのは、私の思いの中で、おそらく避難所とな

る体育館に最初から持っていっておけばいいんじゃない？という考えではないかと思いま

す。そこに避難するって分かっていれば、例え自分が学校に行っていても、その避難所に

は自分の非常持ち出し袋があります。しかし、そこにたどり着けるかどうかという次の問

題はあるのですけども…。災害が起きた時に玄関先から道なき道を、また大雨災害とか足

元の悪い中、非常持ち出し袋を持って出るのではなくて、最初から安全な場所に、自分が

逃げる場所に置いておく、という発想は、私の考えの中や、防災士の勉強の中にはありま

せんでしたが、一つの新たな考え方なのかな、生徒さんのオリジナリティなのかなと思っ

て、目から鱗で非常に感心させられました。 

もう１点は、家族と情報を共有する、という答えでした。私の非常持ち出し袋は私の物

とはいえ、私が仕事に行っている間、残された子どもたちは、私の非常持ち出し袋がどこ

にあるか分からない。家庭の非常持ち出し袋にしてもそうですが、どこにあるか分からな

かったら備えている意味がないですよね。やはり家族で「ここに置いておくんだよ。」と情

報を共有することで、「何かあったらお前たちはここから非常持ち出し袋を持って、お父さ

んやお母さんがいなくても避難所へ行くんだよ。家から飛び出すんだよ。」というところの

情報共有というのは非常に大事なのかなと思っています。備蓄や非常持ち出し袋を作ると

いうところが決してゴールではなくて、その先をどうするかというところも非常に大切な
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のかなと感じました。 

続いてアンケート結果を集約したもの

です。このアンケートの中で、備蓄品や非

常持ち出し袋のような物がありますかと
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発表２ 《近畿ブロック》  

発表者 奈良県立二階堂養護学校（知的 小・中・高 計１７７名） 

ＰＴＡ会長 藤田 美穂子 

「ＰＴＡと学校が共に創っていく防災対策を目指して」 

ご紹介にあずかりました、奈良県立二階堂養護学校のＰＴＡ会長をしております藤田美

穂子と申します。よろしくお願いします。 

それでは、二階堂養護学校についてお

話をさせていただきます。今こちらに写

っておりますのが、当校の全体の外観に

なっております。校舎前には芝生も多く、

運動がしやすいグラウンドが広がってお

ります。 

本校には小学部から中学部、高等部ま

であり、今年度はそれぞれ小学部で６６

名の児童、中学部で４８名、高等部で６３

名の生徒が学んでいます。スクールバス

４台を利用して通っている児童生徒が多

いです。通学区域は、多方面からスクールバス４台を利用して通っている児童生徒が大半

になります。児童生徒の中には２時間ほどスクールバスに乗車して通学している生徒もお

ります。また、電車による単独通学をしている高等部の生徒もいらっしゃいます。 

本校のＰＴＡ活動についてお話しま

す。構成メンバーは、本部役員、会長１名、

副会長４名、書記２名、会計１名という構

成になっており、副会長４名のうち２名

が会長補佐、残り２名が防災、安心・安全

の防災の方に特化した副会長２名という

形で分かれております。学年委員という

のがもう一つあり、小学校１年から高校

３年生の間で選出されております。 

活動内容は、校内活動としては学年委員というのが企画部、保健体育部、厚生部、進路

対策部という４つの部に分かれてそれぞれ活動させていただいております。校外に対しま

しては、高等学校ＰＴＡ協議会、全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会、近畿地

区特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連絡協議会に活動参加させていただいております。 

災害に備えたＰＴＡの取り組み。本来、奈良県というのは災害が少ないと言われており

まして、おそらく危機管理、危機意識が薄いためか、防災関係の話し合いについてもなか

なか進んでおりませんでした。しかし、昨今、大きな地震や水害、土砂災害などのニュー

スが後を絶ちません。本校も取り組みを再検討する時期に来ていると感じております。 

備蓄品について。まず（１）、２０１８年から。備蓄品については、ＰＴＡと担当部署と

の話し合いを経て、２０１８年度より発注を開始させていただきました。年度初めに備蓄

品の確認をします。そしてまた、クラスの備蓄品ボックスというものがあるのですが、そ
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学校評議員の方々に行事等に関わっていただいています。ただ、学校としての表面的なつ

ながりだけではなくて、先ほど申し上げたように、市の避難所として地域の方々が避難し

てくる可能性もあります。課業中に大規模な災害が起きた時には、生徒も一緒に何か行動

していく必要が出てくると私は感じております。そういう意味で、地域の防災訓練に可能

な限り本校の生徒が参加していくことが大事だと思います。万が一地震が起きて、一緒に

一つ屋根の下で避難所生活を送ることになったとしても、お互いに協力して、避難所運営

をしていけるのかなと思っています。将来的には、社会の中で仕事をしていく上でも自分

が生活していく上でも、地域に貢献できる人になってほしいと願っております。「自助、共

助」自分の命はまず自分で守る。そして助かった命を今度は地域の人たちと、困っている

人たちを仲間同士で助け合っていくための防災対策です。「公助」。国や県、市の行政機関

からの助けということにつながってきますが、やはり自分の命を自分で守るということを

念頭に、これからＰＴＡ活動を続けていきたいと思っています。 

最後に、本校の校訓についてお話しさせていただきます。本校の校訓は、『「挑戦」目標

に向かって努力しよう。「自立」働く喜びを知り、働く力を身につけよう。「共生」感謝と

思いやりの心を持ち、積極的に社会と関わろう。』です。まさに今、私が説明した３つが校

訓と繋がっていると思っております。 

結びになりますが、先ほど冒頭であい

さつをさせていただきましたが、私は日

本赤十字社の救急法指導員として活動を

しております。その活動の中で、ある医師

の記事に感銘を受けたので、ここで紹介

させていただきます。兵庫県のお医者さ

んで心肺蘇生法の講習で高等学校に行か

れたそうです。生徒さんに説明している

中で、「私も心肺蘇生法できますか？」という質問があがったそうです。その生徒さんに前

に出てきてもらったら、実はその生徒さんは両手両足が使えない状態で車椅子に乗ってお

られたそうです。普通に考えれば、両手両足が使えない中で心臓マッサージ、人工呼吸は

できないですけども、その先生はその生徒にこう言ったそうです。「君にも立派な心肺蘇生

法ができる。口があるから、目の前で心肺蘇生法のやり方を口頭で指示をすればいい、大

声で伝えればいいんだ。」と指導されたそうです。 

そしてその後続けた言葉に、「身体障害があるから助けられなかったと言ってはいけな

い。何ができるかが大切である。命の前では障害はない。」と発言されたそうです。私はこ

の言葉を今、胸にしっかり受け止めております。今後は、ＰＴＡ活動を企画する際に、で

きない、うちの生徒にはできないから、という理由で活動を諦めるのではなく、子どもた

ちの力を信じて、できることを見つけ活動していくことで、彼らの社会参加や社会的自立

を支えるＰＴＡ会員でありたいと思っております。 

以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 
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発表２ 《近畿ブロック》  
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災害に備えたＰＴＡの取り組み。本来、奈良県というのは災害が少ないと言われており

まして、おそらく危機管理、危機意識が薄いためか、防災関係の話し合いについてもなか

なか進んでおりませんでした。しかし、昨今、大きな地震や水害、土砂災害などのニュー

スが後を絶ちません。本校も取り組みを再検討する時期に来ていると感じております。 

備蓄品について。まず（１）、２０１８年から。備蓄品については、ＰＴＡと担当部署と
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していく必要が出てくると私は感じております。そういう意味で、地域の防災訓練に可能

な限り本校の生徒が参加していくことが大事だと思います。万が一地震が起きて、一緒に

一つ屋根の下で避難所生活を送ることになったとしても、お互いに協力して、避難所運営

をしていけるのかなと思っています。将来的には、社会の中で仕事をしていく上でも自分

が生活していく上でも、地域に貢献できる人になってほしいと願っております。「自助、共

助」自分の命はまず自分で守る。そして助かった命を今度は地域の人たちと、困っている

人たちを仲間同士で助け合っていくための防災対策です。「公助」。国や県、市の行政機関

からの助けということにつながってきますが、やはり自分の命を自分で守るということを

念頭に、これからＰＴＡ活動を続けていきたいと思っています。 

最後に、本校の校訓についてお話しさせていただきます。本校の校訓は、『「挑戦」目標

に向かって努力しよう。「自立」働く喜びを知り、働く力を身につけよう。「共生」感謝と

思いやりの心を持ち、積極的に社会と関わろう。』です。まさに今、私が説明した３つが校

訓と繋がっていると思っております。 

結びになりますが、先ほど冒頭であい

さつをさせていただきましたが、私は日

本赤十字社の救急法指導員として活動を

しております。その活動の中で、ある医師

の記事に感銘を受けたので、ここで紹介

させていただきます。兵庫県のお医者さ

んで心肺蘇生法の講習で高等学校に行か

れたそうです。生徒さんに説明している

中で、「私も心肺蘇生法できますか？」という質問があがったそうです。その生徒さんに前

に出てきてもらったら、実はその生徒さんは両手両足が使えない状態で車椅子に乗ってお

られたそうです。普通に考えれば、両手両足が使えない中で心臓マッサージ、人工呼吸は

できないですけども、その先生はその生徒にこう言ったそうです。「君にも立派な心肺蘇生

法ができる。口があるから、目の前で心肺蘇生法のやり方を口頭で指示をすればいい、大

声で伝えればいいんだ。」と指導されたそうです。 

そしてその後続けた言葉に、「身体障害があるから助けられなかったと言ってはいけな

い。何ができるかが大切である。命の前では障害はない。」と発言されたそうです。私はこ

の言葉を今、胸にしっかり受け止めております。今後は、ＰＴＡ活動を企画する際に、で

きない、うちの生徒にはできないから、という理由で活動を諦めるのではなく、子どもた

ちの力を信じて、できることを見つけ活動していくことで、彼らの社会参加や社会的自立

を支えるＰＴＡ会員でありたいと思っております。 

以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 
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入れております。こちらのほうは期限が切れましたので、飲料用としては使えませんので、

何かの手洗いですとか、そういう場合に使えるようにスライドさせていただいております。

その他、防災備蓄とは無関係の、防災の備蓄とは直接は関係ないのですが、扇風機とかサ

ーキュレーターで。もし電気が通じていた場合はそちらも使って防災に備えたいと思って

おります。片付ければもう少し空きスペースができそうですので、また今後ＰＴＡでも協

力して、もう少し整理整頓をさせてもらおうかという話し合いが出ております。先ほどア

レルギーという話も出たのですが、カレーに関してはアレルギーの表示の２８品目ちょっ

と豚肉が使われているようなので、今後は校内に豚肉アレルギーの子が在籍しているかど

うかの確認などもしていかないといけないなと話し合っております。備蓄品用のクーラー

ボックスと非常袋の在庫を学校で全て管理していただいております。 

各教室の入り口扉には設置場所を表示するようにしております。ボックスの中には５０

０ミリペットボトルの水とお菓子が２箱入っております。お菓子自体は空腹時に食べると

いうよりかは、子供たちを落ち着かせるために少し口にしてもらって対応するという形で

量を考えております。その下に先ほどお話ししましたコンテナ、ＪＲの貨物用コンテナが

天理市管理で置いてあります。これは天理市管理になります。私もＰＴＡで見学させてい

ただいたとき、中身をちょっと見せてもらえなかったので、中身の詳しい状況というのが

わかりません。また今後それも含めて確認していきたいと思っております。 

こちらは備蓄品とはあまり関係はないのですが。その倉庫、コンテナの倉庫などに裏か

ら入る場合や物の確認なども、防犯も含めて、避難通路の確認という意味で、毎年ＰＴＡ

の方でも確認させていただいています。現在のところその鍵がうまくかからず、扉の老朽

化も進んでおります。そういうところもチェックをして、今後手を加えられるところは修

繕していきたいなと思っています。 

災害に備えたＰＴＡの取り組みとして、コロナ前は、ＰＴＡ本部役員が訓練の様子を見

学しておりました。コロナ禍では訓練は実施されておりません。ＰＴＡとしては、何もで

きない中でできることはないかと模索し検討した結果、防災頭巾と防災袋の購入という形

で決定しておりました。防災袋に入れるものについては、担当教員と検討しながら決めて

います。 

訓練については、本校は急な変更が弱い子どもたちが多いので、以前は事前に防災訓練

をする日時というのを伝えていたのですが、やはりそういうことは突発的に起こるものに

なりますので、突然の出来事による子どもの様子と、それに対応する教員の動きをリアル

に訓練するために、現在では担当教員と管理職しか日時を知らないようにしております。

ＰＴＡ役員、ＰＴＡの本部役員も事前に教えてもらい、２０１４年度より見学を再開しま

した。訓練については（ア）火災避難訓練（イ）地震避難訓練（ウ）引き渡し訓練（エ）

消火器訓練になっておりまして。（ウ）の引き渡し訓練については、保護者参加についての

検討も始まっております。 

おわりに今後の課題。（１）訓練への保

護者の参加方法。担当教員と検討しなが

ら進めていく。校区が広いため、保護者だ

けではなく行政への働きかけも必要。 

（２）２つ目が、学校の取り組みや備蓄状

況の保護者への情報提供と共有方法、発
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のクラス用のボックス用の備蓄品を購入させていただきます。新入生、転入生、小学部４

年生が対象になっております。倉庫用の備蓄品も４月に購入しております。 

２学期になると、防災給食というのを実施しております。これは３年に一度になりまし

て、ちょうど今年が防災給食の年に当たっており、今年度は９月３日の防災訓練、防災給

食を実施してカレーを食べる予定になっております。３学期にはクラス用の備蓄品を消費

します。こちらの中には、携帯で食べられるような簡単なお菓子のような乾パンのような

ものがあり、こちらの消費の対象は小学校部３年生と卒業学年の６年生、中学３年生、高

校３年生で食べるようにしております。 

以上が学校主体で実施されているものになります。次の、備蓄品倉庫の確認というもの

がありまして、そちらはＰＴＡ総会後に、ＰＴＡと学校とで一緒に確認しに行くというこ

とをしております。もちろんコロナ中は実施できておりませんでして、コロナ後、今年度

からまた実施をさせていただいております。 

次にコロナ期。２０１８年に開始させておりました備蓄品についてはそこなのですけど

も。コロナ期になり、備蓄品のほかに、もっと必要なものがあるのではないかということ

で、防災頭巾と防災袋を追加して購入させていただきました。 

防災袋というのは一人１袋という形で

数を十分に備えていたのですが、防災頭

巾がまだ全教室に行き渡っておりません

でした。各教室にはあるのですが、特別教

室などにはまだ不足している状態という

ことが今現在の状態です。今年のＰＴＡ

役員会にて、毎年その教室に５つずつぐ

らい、毎年５個ぐらいの割合で１教室分

ずつＰＴＡ会費から追加で購入していこうという話が今年度出ております。その予定でさ

せていただきます。コロナ期にそういう対策をさせていただきまして、今年からコロナ後

ということで、完全にまた通常の運営でＰＴＡをさせていただくのですが。今後の予定と

しては、ＰＴＡと学校間で具体的な計画を立てるための話し合いをこれから開始していき

たいと思っております。 

次に、備蓄品の全体の場所などの説明

です。同校では防災コンテナが、天理市の

管理下の下にある防災コンテナというも

のが一つあります。学校の管理下として

は防災備蓄倉庫というのが校舎内に設置

されております。右側の画像ですね。現状

２０２４年、今年の６月の２６日に撮影

したものになりますが。防災備蓄倉庫に

関しては、校舎内にありまして、階段を挟んで隣の教室、扉内の上部に倉庫の鍵がありま

すので、いつでも開けられるようになっています。 

次に、備蓄倉庫内です。入ってすぐの棚のところにカレー、パックライス、飲料水、ク

ラスの備蓄品用のクーラーボックス、お菓子、非常袋などの在庫を置いております。その

正面奥には消費期限切れの水があり、こちらの方はわかりやすいように箱にバツの文字を
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入れております。こちらのほうは期限が切れましたので、飲料用としては使えませんので、

何かの手洗いですとか、そういう場合に使えるようにスライドさせていただいております。

その他、防災備蓄とは無関係の、防災の備蓄とは直接は関係ないのですが、扇風機とかサ

ーキュレーターで。もし電気が通じていた場合はそちらも使って防災に備えたいと思って

おります。片付ければもう少し空きスペースができそうですので、また今後ＰＴＡでも協

力して、もう少し整理整頓をさせてもらおうかという話し合いが出ております。先ほどア

レルギーという話も出たのですが、カレーに関してはアレルギーの表示の２８品目ちょっ

と豚肉が使われているようなので、今後は校内に豚肉アレルギーの子が在籍しているかど

うかの確認などもしていかないといけないなと話し合っております。備蓄品用のクーラー

ボックスと非常袋の在庫を学校で全て管理していただいております。 

各教室の入り口扉には設置場所を表示するようにしております。ボックスの中には５０

０ミリペットボトルの水とお菓子が２箱入っております。お菓子自体は空腹時に食べると

いうよりかは、子供たちを落ち着かせるために少し口にしてもらって対応するという形で

量を考えております。その下に先ほどお話ししましたコンテナ、ＪＲの貨物用コンテナが

天理市管理で置いてあります。これは天理市管理になります。私もＰＴＡで見学させてい

ただいたとき、中身をちょっと見せてもらえなかったので、中身の詳しい状況というのが

わかりません。また今後それも含めて確認していきたいと思っております。 

こちらは備蓄品とはあまり関係はないのですが。その倉庫、コンテナの倉庫などに裏か

ら入る場合や物の確認なども、防犯も含めて、避難通路の確認という意味で、毎年ＰＴＡ

の方でも確認させていただいています。現在のところその鍵がうまくかからず、扉の老朽

化も進んでおります。そういうところもチェックをして、今後手を加えられるところは修

繕していきたいなと思っています。 

災害に備えたＰＴＡの取り組みとして、コロナ前は、ＰＴＡ本部役員が訓練の様子を見

学しておりました。コロナ禍では訓練は実施されておりません。ＰＴＡとしては、何もで

きない中でできることはないかと模索し検討した結果、防災頭巾と防災袋の購入という形

で決定しておりました。防災袋に入れるものについては、担当教員と検討しながら決めて

います。 

訓練については、本校は急な変更が弱い子どもたちが多いので、以前は事前に防災訓練

をする日時というのを伝えていたのですが、やはりそういうことは突発的に起こるものに

なりますので、突然の出来事による子どもの様子と、それに対応する教員の動きをリアル

に訓練するために、現在では担当教員と管理職しか日時を知らないようにしております。

ＰＴＡ役員、ＰＴＡの本部役員も事前に教えてもらい、２０１４年度より見学を再開しま

した。訓練については（ア）火災避難訓練（イ）地震避難訓練（ウ）引き渡し訓練（エ）

消火器訓練になっておりまして。（ウ）の引き渡し訓練については、保護者参加についての

検討も始まっております。 

おわりに今後の課題。（１）訓練への保

護者の参加方法。担当教員と検討しなが

ら進めていく。校区が広いため、保護者だ

けではなく行政への働きかけも必要。 

（２）２つ目が、学校の取り組みや備蓄状

況の保護者への情報提供と共有方法、発
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のクラス用のボックス用の備蓄品を購入させていただきます。新入生、転入生、小学部４

年生が対象になっております。倉庫用の備蓄品も４月に購入しております。 

２学期になると、防災給食というのを実施しております。これは３年に一度になりまし

て、ちょうど今年が防災給食の年に当たっており、今年度は９月３日の防災訓練、防災給

食を実施してカレーを食べる予定になっております。３学期にはクラス用の備蓄品を消費

します。こちらの中には、携帯で食べられるような簡単なお菓子のような乾パンのような

ものがあり、こちらの消費の対象は小学校部３年生と卒業学年の６年生、中学３年生、高

校３年生で食べるようにしております。 

以上が学校主体で実施されているものになります。次の、備蓄品倉庫の確認というもの

がありまして、そちらはＰＴＡ総会後に、ＰＴＡと学校とで一緒に確認しに行くというこ

とをしております。もちろんコロナ中は実施できておりませんでして、コロナ後、今年度

からまた実施をさせていただいております。 

次にコロナ期。２０１８年に開始させておりました備蓄品についてはそこなのですけど

も。コロナ期になり、備蓄品のほかに、もっと必要なものがあるのではないかということ

で、防災頭巾と防災袋を追加して購入させていただきました。 

防災袋というのは一人１袋という形で

数を十分に備えていたのですが、防災頭

巾がまだ全教室に行き渡っておりません

でした。各教室にはあるのですが、特別教

室などにはまだ不足している状態という

ことが今現在の状態です。今年のＰＴＡ

役員会にて、毎年その教室に５つずつぐ

らい、毎年５個ぐらいの割合で１教室分

ずつＰＴＡ会費から追加で購入していこうという話が今年度出ております。その予定でさ

せていただきます。コロナ期にそういう対策をさせていただきまして、今年からコロナ後

ということで、完全にまた通常の運営でＰＴＡをさせていただくのですが。今後の予定と

しては、ＰＴＡと学校間で具体的な計画を立てるための話し合いをこれから開始していき

たいと思っております。 

次に、備蓄品の全体の場所などの説明

です。同校では防災コンテナが、天理市の

管理下の下にある防災コンテナというも

のが一つあります。学校の管理下として

は防災備蓄倉庫というのが校舎内に設置

されております。右側の画像ですね。現状

２０２４年、今年の６月の２６日に撮影

したものになりますが。防災備蓄倉庫に

関しては、校舎内にありまして、階段を挟んで隣の教室、扉内の上部に倉庫の鍵がありま

すので、いつでも開けられるようになっています。 

次に、備蓄倉庫内です。入ってすぐの棚のところにカレー、パックライス、飲料水、ク

ラスの備蓄品用のクーラーボックス、お菓子、非常袋などの在庫を置いております。その

正面奥には消費期限切れの水があり、こちらの方はわかりやすいように箱にバツの文字を
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２番、３番については、伊東校長先生から話をしていただければと思います。 

（応答：富山県立高岡高等支援学校 伊東校長） 

２点目の安否確認にかかった時間ですが、私も４月に赴任したこともあり、詳しく

は聞いていませんが、今回の私が赴任してからの安否確認については１日かからなか

ったといったような実績もございます。今、会長から発表があったその安否確認の方

法であれば、もう少し迅速になるんじゃないかということも期待できるところです。

３点目ですけれども、避難所は３日間で閉じたという記録でした。それで、その３学

期は通常通り行ったというふうに聞いております。 

Ｑ２ 備蓄など防災の準備に関してはどのくらいの保護者が理解をしているでしょうか。 

（チャット質問：石川県立七尾特別支援学校） 

Ａ２ 今回、実はＰＴＡ総会の後に、保護者の方々にも備蓄場所は確認していただきまし

た。ただ実際、１月１日に発災の時は当然学校誰もいない状態でしたので。学校事務

員ですね、教職員の方で学校を開けていただいて、避難所にしているような状況です。

先程、二階堂高等特別支援学校の資料にもあったように、学校の中に備蓄を置いてお

くと、学校を誰かが開けないといけないですよね。天理市さんがコンテナ置いてとい

うあのスタイル。要は誰もがそこを開けるわけにはいかない。ただ、少なくとも地域

の代表者の方とか、そこの近所の方の責任ある方が開けて使えるようなものにしてお

かないと、学校が閉まっているから物を持ち出せない。そこに水はある。食料もある。

カセットコンロもある。でも使えません。それ備蓄って言わないですよね。そういっ

たことをやはり考えていかないといけないのかなと思っています。 

＜発表２について＞ 応答：奈良県立二階堂養護学校 ＰＴＡ会長 藤田 

Ｑ３ 学校の体制で、ＰＴＡの副会長が４名で２名が会長補佐で、２名が防災担当という

形をとってらっしゃるということだったんですけれども。どういった位置づけか、で、

その方たちは防災訓練を見学もしくは企画などをしているのかどうか。あと年間防災

訓練は何回行っていますか。 （山形大学附属特別支援学校） 

Ａ３ 担当の副会長がおかれている、そのお二人の方に関しては、基本的に防災に関して

は、学校とＰＴＡの連携が大事だというふうに考えております。また、ＰＴＡ全体の

役員全員がそこに集中するというよりは、窓口、先生も防災担当の先生もいらっしゃ

るので。その学校側の窓口とＰＴＡの役員の代表という形で話し合っていただいて、

それぞれに決まったこととか、先程言ってたような課題になるようなことを持ち帰っ

てきて、それぞれの役員会とか教員の先生の会議で話し合っていただいて、すり合わ

せていくっていう形で。常に全体でというよりは、代表の人とこちらの意向を伝える

という形でさせていただいてまして。なので、今回も、役員会で新たな課題、場所の

問題とか、他のストックが足りない場合はどうするかっていう。そういう形の話し合

いを、今ちょうどコロナが開けて活動が再開しましたので、これからその窓口を通し

て話し合っていくっていう形にするための担当者、責任者っていう形の位置付けでさ

せていただいております。 

防災訓練に関しましては、資料にありました火災避難訓練が年に１回、地震避難訓

練を１回。引き渡し訓練も１回っていう形で、それぞれ１回ずつの練習になっており
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信方法を検討中、という部分が今後の課題になっております。 

二階堂養護学校では、コロナで一時中断された防災関係の取り組みを再開し、以前より

もよりしっかりとした防災体制を構築するために、本部役員を中心に学校と話し合いを重

ねていこうと考えております。他府県に比べるとちょっと不十分なことが多いと思います

が、少しずつ進めていければと思っております。ありがとうございました。 

Ⅱ 第２分科会 質疑応答 

＜発表１について＞ 応答：富山県立高岡高等支援学校 ＰＴＡ会長 宮内 

Ｑ１ 本校でも備蓄バッグを置いているのですが、先程、宮内ＰＴＡ会長さんが、生徒か

ら体育館に置いた方が良かったというご意見があったということで。本校は以前から

体育館に備蓄バッグを置くようにしています。内容的には、中には自分の気持ちを抑

えられる絵本とかぬいぐるみとか、そういったものを入れている方もいらっしゃいま

す。半年に一回、備蓄箱を回収して、また自分の好きなお菓子とか飲み物とか入れて

学校に持っていく形をとっております。それで、質問です。実際、能登半島地震で大

変なご苦労をされたと思います。その中で、もしこういった知的障害者の方が実際避

難所に入ったっていう情報があれば教えていただきたいのが１点目。２点目が、実際、

安否確認をメールでしたというお話を聞いたんですが。生徒全員の安否確認ができた

時間を、わかる範囲で教えていただければ。３点目が、地震が元旦だったということ

もあって、冬休み明けに通常登校できたのかどうかお聞きしたいです。 （山形県立

新庄養護学校） 

Ａ１ 私の方で答えられるものと、本校の伊東校長先生に答えていただく部分があるのか

なと思います。まず、１の知的障害者の方の避難というところは、本校の避難所には

ありません。なかったと思います。私は市の職員で、東日本大震災の時にも、南相馬、

石巻と発災直後に派遣されておりました。やはりどうしても当時は、その福祉避難所

という考え方が、概念が乏しかったこともあって、もう施設、体育館の中でも、多分

混沌とした中で生活しておられたと思います。ただ、山形市も含めて鶴岡市さんもそ

うだと思うのですが、現時点ではいろんな福祉避難所みたいなものを整備してやって

いこうという、ここの体育館は福祉避難所にしますよ、ということにはなっているの

ですけども。現実には想定外っていう。今回の（山形）大会のですね、講演会でもあ

ったように、想定外のことがもう、想定を大きく超え過ぎて、もう予期せぬことが起

きすぎると、その中でどうしていくのかっていうところは、ちょっと行政側ですね、

私の所属している行政側も課題だと思っております。それで、先ほどの持ち出し袋の

中にぬいぐるみとかっておっしゃっておられたのですけど、もちろんそうだと思うん

ですね。あの、地震が起きてすぐ物資とかっていうのは、おそらくこの日本、今ので

すね、現代社会におけば、発災からもう数時間もすればある程度の物資が入ってきま

す。ただ、心の不安、情緒不安というのはなかなか解消しづらいのかなと思ってます。

私もちょっと今日、さっき実はかわいらしいなと思って、福祉施設の方が作った袋を

そこに、買って置いてあります。そういう自分の心の安らぎみたいなものを求める、

得られるものを非常持ち出し袋に入れるっていうのは一つなのかなと思っております。
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２番、３番については、伊東校長先生から話をしていただければと思います。 

（応答：富山県立高岡高等支援学校 伊東校長） 

２点目の安否確認にかかった時間ですが、私も４月に赴任したこともあり、詳しく

は聞いていませんが、今回の私が赴任してからの安否確認については１日かからなか

ったといったような実績もございます。今、会長から発表があったその安否確認の方

法であれば、もう少し迅速になるんじゃないかということも期待できるところです。

３点目ですけれども、避難所は３日間で閉じたという記録でした。それで、その３学

期は通常通り行ったというふうに聞いております。 

Ｑ２ 備蓄など防災の準備に関してはどのくらいの保護者が理解をしているでしょうか。 

（チャット質問：石川県立七尾特別支援学校） 

Ａ２ 今回、実はＰＴＡ総会の後に、保護者の方々にも備蓄場所は確認していただきまし

た。ただ実際、１月１日に発災の時は当然学校誰もいない状態でしたので。学校事務

員ですね、教職員の方で学校を開けていただいて、避難所にしているような状況です。

先程、二階堂高等特別支援学校の資料にもあったように、学校の中に備蓄を置いてお

くと、学校を誰かが開けないといけないですよね。天理市さんがコンテナ置いてとい

うあのスタイル。要は誰もがそこを開けるわけにはいかない。ただ、少なくとも地域

の代表者の方とか、そこの近所の方の責任ある方が開けて使えるようなものにしてお

かないと、学校が閉まっているから物を持ち出せない。そこに水はある。食料もある。

カセットコンロもある。でも使えません。それ備蓄って言わないですよね。そういっ

たことをやはり考えていかないといけないのかなと思っています。 

＜発表２について＞ 応答：奈良県立二階堂養護学校 ＰＴＡ会長 藤田 

Ｑ３ 学校の体制で、ＰＴＡの副会長が４名で２名が会長補佐で、２名が防災担当という

形をとってらっしゃるということだったんですけれども。どういった位置づけか、で、

その方たちは防災訓練を見学もしくは企画などをしているのかどうか。あと年間防災

訓練は何回行っていますか。 （山形大学附属特別支援学校） 

Ａ３ 担当の副会長がおかれている、そのお二人の方に関しては、基本的に防災に関して

は、学校とＰＴＡの連携が大事だというふうに考えております。また、ＰＴＡ全体の

役員全員がそこに集中するというよりは、窓口、先生も防災担当の先生もいらっしゃ

るので。その学校側の窓口とＰＴＡの役員の代表という形で話し合っていただいて、

それぞれに決まったこととか、先程言ってたような課題になるようなことを持ち帰っ

てきて、それぞれの役員会とか教員の先生の会議で話し合っていただいて、すり合わ

せていくっていう形で。常に全体でというよりは、代表の人とこちらの意向を伝える

という形でさせていただいてまして。なので、今回も、役員会で新たな課題、場所の

問題とか、他のストックが足りない場合はどうするかっていう。そういう形の話し合

いを、今ちょうどコロナが開けて活動が再開しましたので、これからその窓口を通し

て話し合っていくっていう形にするための担当者、責任者っていう形の位置付けでさ

せていただいております。 

防災訓練に関しましては、資料にありました火災避難訓練が年に１回、地震避難訓

練を１回。引き渡し訓練も１回っていう形で、それぞれ１回ずつの練習になっており
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信方法を検討中、という部分が今後の課題になっております。 

二階堂養護学校では、コロナで一時中断された防災関係の取り組みを再開し、以前より

もよりしっかりとした防災体制を構築するために、本部役員を中心に学校と話し合いを重

ねていこうと考えております。他府県に比べるとちょっと不十分なことが多いと思います

が、少しずつ進めていければと思っております。ありがとうございました。 

Ⅱ 第２分科会 質疑応答 

＜発表１について＞ 応答：富山県立高岡高等支援学校 ＰＴＡ会長 宮内 

Ｑ１ 本校でも備蓄バッグを置いているのですが、先程、宮内ＰＴＡ会長さんが、生徒か

ら体育館に置いた方が良かったというご意見があったということで。本校は以前から

体育館に備蓄バッグを置くようにしています。内容的には、中には自分の気持ちを抑

えられる絵本とかぬいぐるみとか、そういったものを入れている方もいらっしゃいま

す。半年に一回、備蓄箱を回収して、また自分の好きなお菓子とか飲み物とか入れて

学校に持っていく形をとっております。それで、質問です。実際、能登半島地震で大

変なご苦労をされたと思います。その中で、もしこういった知的障害者の方が実際避

難所に入ったっていう情報があれば教えていただきたいのが１点目。２点目が、実際、

安否確認をメールでしたというお話を聞いたんですが。生徒全員の安否確認ができた

時間を、わかる範囲で教えていただければ。３点目が、地震が元旦だったということ

もあって、冬休み明けに通常登校できたのかどうかお聞きしたいです。 （山形県立

新庄養護学校） 

Ａ１ 私の方で答えられるものと、本校の伊東校長先生に答えていただく部分があるのか

なと思います。まず、１の知的障害者の方の避難というところは、本校の避難所には

ありません。なかったと思います。私は市の職員で、東日本大震災の時にも、南相馬、

石巻と発災直後に派遣されておりました。やはりどうしても当時は、その福祉避難所

という考え方が、概念が乏しかったこともあって、もう施設、体育館の中でも、多分

混沌とした中で生活しておられたと思います。ただ、山形市も含めて鶴岡市さんもそ

うだと思うのですが、現時点ではいろんな福祉避難所みたいなものを整備してやって

いこうという、ここの体育館は福祉避難所にしますよ、ということにはなっているの

ですけども。現実には想定外っていう。今回の（山形）大会のですね、講演会でもあ

ったように、想定外のことがもう、想定を大きく超え過ぎて、もう予期せぬことが起

きすぎると、その中でどうしていくのかっていうところは、ちょっと行政側ですね、

私の所属している行政側も課題だと思っております。それで、先ほどの持ち出し袋の

中にぬいぐるみとかっておっしゃっておられたのですけど、もちろんそうだと思うん

ですね。あの、地震が起きてすぐ物資とかっていうのは、おそらくこの日本、今ので

すね、現代社会におけば、発災からもう数時間もすればある程度の物資が入ってきま

す。ただ、心の不安、情緒不安というのはなかなか解消しづらいのかなと思ってます。

私もちょっと今日、さっき実はかわいらしいなと思って、福祉施設の方が作った袋を

そこに、買って置いてあります。そういう自分の心の安らぎみたいなものを求める、

得られるものを非常持ち出し袋に入れるっていうのは一つなのかなと思っております。



57 

して対応していきたいと思っています。 

Ⅲ 第２分科会助言 

助言者 元山形大学大学院教育実践研究科 元教授 村山 良之 氏 

村山です。よろしくお願いします。最初に各発表、２つのそれぞれ

について。他の学校でも参考になるようなことがたくさんあったと思

いますので、その点を幾つかかいつまんでご紹介したいと思います。

その後で、２つの学校、あるいはここに参加の皆さんの学校でも、ひ

ょっとすると参考になるかもしれないことがあると思いますので、そ

ういったことを少し加えてお話をさせていただきたいと思います。 

まず発表１について。素晴らしい取り組みをされているんだなとい

うことが非常によくわかったわけですけれども。学校の備蓄ですね。

教職員も含めて、生徒も含めて全員分の３日分の水、食料を既に備蓄を持っているという

のが私も大変驚きまして。ここまで充実した備蓄を持っている学校というのは、私は正直

初めてであります。 

それで、先ほども二階堂の方でもありましたけれども。よく学校には防災倉庫があるん

だけれども、実はそれは市町村が準備している地域住民のための防災備品でありまして、

もちろん生徒さんたちも地域住民ではあるんだけれども、校長先生の判断でそれを開ける

ということはできないわけですね。ですから、そうではなくて、学校の判断でもって、い

ざというときに使える、そういう水や食料というのを持っているということが本当にすば

らしいことだというふうに思います。後で申し上げますが、学校に待機するということが

とても大事ですので、これがあるということが、躊躇なく待機という選択ができるために

は非常に重要になってくると思っています。 

それから、防災バッグについて。もしかしたら自分用のものがあっていいんじゃないか

っていうふうにお話しになった後に、フロアからいろいろなご意見が出たりして、やっぱ

りそれぞれの児童生徒さんオリジナルのものの方がいいんだというようなことが、かなり

この分科会の中では共通認識として得られたのではないかと思います。私もまさにそのこ

とを言おうと思って、ここにメモをしておったところでした。子どもさんたちがちょっと

でも気が紛れるようなもの、そういったものをぜひ入れるような形での準備というのを進

めていただければなというふうに思った次第です。 

他にもいろいろあるんですけれども。一つだけ付け加えると、引き渡し訓練、まだ残念

ながら実施したことはないということだったんですけども、ぜひ実施していただきたいと

思います。特に、遠くから通っている児童生徒さんがいらっしゃる。そういう学校がたく

さんあると思いますので、ぜひ、車で迎えに来るということを前提とするような引き渡し

訓練。これはもちろんいろいろな意味で大変なんですけれども。それを一度、年に一回か、

２、３年に一回か、無理のない程度でぜひやってみられることをお勧めしたいと思います。 

当然、うまくいかないことがいっぱい出てくると思うんですけども、訓練というのはう

まくいくことが目的ではなくて、課題を見つけて、いざというときに少しでもよくなると

いうのが目的ですから。うまくいかないことにがっかりしないで、課題が見つかったんだ
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まして。防災担当の役員は必ず参加させていただく予定になっておりまして。担当だ

けではなくて、ＰＴＡの役員、本部役員も出れる人、全員では無理かもしれないんで

すけど、出れる人は全部そちらに参加させていただくという状況をとっております。 

Ｑ４ スクールバスがあるということで、長時間で登下校されているお子さんもいらっし

ゃるようですが、バスに乗車中に被災した場合への取り組みなどはされてらっしゃる

んでしょうか。 

Ａ４ 以前は一応、非常扉から逃げる訓練っていうのは実施させていただいておりました

が、今コロナ禍になってから、そういう訓練自体が全体がストップしているというの

もあるので、今現在はその訓練はできてない状態になっています。 

Ｑ５ 奈良県と天理市で校内に天理市の防災コンテナがあるのは画期的だと思いました。

能登半島地震のような大規模地震が起きたとき、天理市にコンテナを開ける許可を取

る連絡も困難だったと思います。その際の現地判断で、コンテナの資材の使用許可の

取り決めはあるのでしょうか。  （チャット質問：沖縄県立西崎特別支援学校） 

Ａ５ こちらのコンテナですが、そもそもこの二階堂養護本校自体が地域の避難所に指定

されておりまして、災害があった時などは、生徒だけではなく、この地域の方々、住

民の方々の避難所っていう形になっております。この天理市のコンテナというのが生

徒児童のためだけということではなくて、災害時に地域住民の方用の分も含まれると

いうことのコンテナになっておりまして。まず災害が起こった際に、天理市の自治会

などでここに避難するっていうことが確定された時点で、一番にその担当の職員の

方々がこちらに来られて鍵を開けるっていう形になっておりまして。避難所になりま

すイコールもうその方々がおられるっていう形になっておりますので。学校自体とし

ては、学校判断で避難所にするしないはできませんので。その辺りが、まだそういう

災害は起こったことはないんですけれども、災害の有事の時には一番にこちらの方に

まず来られるっていうことの段取りになってるというふうには思います。 

Ｑ６ 防災給食は、通常の給食のようにすぐに食べられる状態にして提供するのでしょう

か。パックやレトルトを自分で開けるところから体験するものでしょうか。 

（チャット質問：茨城県立堺特別支援学校） 

Ａ６ 例えば、今回の給食防災給食のカレーに関しては、レトルトのパックを切って開け

るパウチのような形で入っておりまして、そこにご飯類などはお水を入れてふやかし

て食べるっていう形で。食器に移すということではなくて、そのパウチのパックの中

でカレーと混ざったものをパウチから食べるっていう形に、そういう状況の実際の被

害が、災害が起こった時を想定しての食べ方を実施することになっております。 

Ｑ７ 避難訓練の日時を担当職員と管理職にしか公表していないということですが、児童

生徒さんがパニックになるなどのトラブルはありませんか。 （チャット質問：石川

県立石川特別支援学校） 

Ａ７ 先生にお話を聞いたところ、どの生徒さん、児童さんも結構落ち着いて対応できて

いるということですので、それがやっぱり訓練の大事なところなのかなと思います。

こういう訓練をしておかないと、どういう事態になってるか分からない生徒、児童た

ちがパニックを起こすと思うので。あえて、今は落ち着いてるんですけど、パニック

になった時などに対応する練習というか、訓練にもなっていると思いますので。今の

ところは落ち着いておりますが、今後何かトラブルなどが起きれば、それも想定内と
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して対応していきたいと思っています。 

Ⅲ 第２分科会助言 

助言者 元山形大学大学院教育実践研究科 元教授 村山 良之 氏 

村山です。よろしくお願いします。最初に各発表、２つのそれぞれ

について。他の学校でも参考になるようなことがたくさんあったと思

いますので、その点を幾つかかいつまんでご紹介したいと思います。

その後で、２つの学校、あるいはここに参加の皆さんの学校でも、ひ

ょっとすると参考になるかもしれないことがあると思いますので、そ

ういったことを少し加えてお話をさせていただきたいと思います。 

まず発表１について。素晴らしい取り組みをされているんだなとい

うことが非常によくわかったわけですけれども。学校の備蓄ですね。

教職員も含めて、生徒も含めて全員分の３日分の水、食料を既に備蓄を持っているという

のが私も大変驚きまして。ここまで充実した備蓄を持っている学校というのは、私は正直

初めてであります。 

それで、先ほども二階堂の方でもありましたけれども。よく学校には防災倉庫があるん

だけれども、実はそれは市町村が準備している地域住民のための防災備品でありまして、

もちろん生徒さんたちも地域住民ではあるんだけれども、校長先生の判断でそれを開ける

ということはできないわけですね。ですから、そうではなくて、学校の判断でもって、い

ざというときに使える、そういう水や食料というのを持っているということが本当にすば

らしいことだというふうに思います。後で申し上げますが、学校に待機するということが

とても大事ですので、これがあるということが、躊躇なく待機という選択ができるために

は非常に重要になってくると思っています。 

それから、防災バッグについて。もしかしたら自分用のものがあっていいんじゃないか

っていうふうにお話しになった後に、フロアからいろいろなご意見が出たりして、やっぱ

りそれぞれの児童生徒さんオリジナルのものの方がいいんだというようなことが、かなり

この分科会の中では共通認識として得られたのではないかと思います。私もまさにそのこ

とを言おうと思って、ここにメモをしておったところでした。子どもさんたちがちょっと

でも気が紛れるようなもの、そういったものをぜひ入れるような形での準備というのを進

めていただければなというふうに思った次第です。 

他にもいろいろあるんですけれども。一つだけ付け加えると、引き渡し訓練、まだ残念

ながら実施したことはないということだったんですけども、ぜひ実施していただきたいと

思います。特に、遠くから通っている児童生徒さんがいらっしゃる。そういう学校がたく

さんあると思いますので、ぜひ、車で迎えに来るということを前提とするような引き渡し

訓練。これはもちろんいろいろな意味で大変なんですけれども。それを一度、年に一回か、

２、３年に一回か、無理のない程度でぜひやってみられることをお勧めしたいと思います。 

当然、うまくいかないことがいっぱい出てくると思うんですけども、訓練というのはう

まくいくことが目的ではなくて、課題を見つけて、いざというときに少しでもよくなると

いうのが目的ですから。うまくいかないことにがっかりしないで、課題が見つかったんだ
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まして。防災担当の役員は必ず参加させていただく予定になっておりまして。担当だ

けではなくて、ＰＴＡの役員、本部役員も出れる人、全員では無理かもしれないんで

すけど、出れる人は全部そちらに参加させていただくという状況をとっております。 

Ｑ４ スクールバスがあるということで、長時間で登下校されているお子さんもいらっし

ゃるようですが、バスに乗車中に被災した場合への取り組みなどはされてらっしゃる

んでしょうか。 

Ａ４ 以前は一応、非常扉から逃げる訓練っていうのは実施させていただいておりました

が、今コロナ禍になってから、そういう訓練自体が全体がストップしているというの

もあるので、今現在はその訓練はできてない状態になっています。 

Ｑ５ 奈良県と天理市で校内に天理市の防災コンテナがあるのは画期的だと思いました。

能登半島地震のような大規模地震が起きたとき、天理市にコンテナを開ける許可を取

る連絡も困難だったと思います。その際の現地判断で、コンテナの資材の使用許可の

取り決めはあるのでしょうか。  （チャット質問：沖縄県立西崎特別支援学校） 

Ａ５ こちらのコンテナですが、そもそもこの二階堂養護本校自体が地域の避難所に指定

されておりまして、災害があった時などは、生徒だけではなく、この地域の方々、住

民の方々の避難所っていう形になっております。この天理市のコンテナというのが生

徒児童のためだけということではなくて、災害時に地域住民の方用の分も含まれると

いうことのコンテナになっておりまして。まず災害が起こった際に、天理市の自治会

などでここに避難するっていうことが確定された時点で、一番にその担当の職員の

方々がこちらに来られて鍵を開けるっていう形になっておりまして。避難所になりま

すイコールもうその方々がおられるっていう形になっておりますので。学校自体とし

ては、学校判断で避難所にするしないはできませんので。その辺りが、まだそういう

災害は起こったことはないんですけれども、災害の有事の時には一番にこちらの方に

まず来られるっていうことの段取りになってるというふうには思います。 

Ｑ６ 防災給食は、通常の給食のようにすぐに食べられる状態にして提供するのでしょう

か。パックやレトルトを自分で開けるところから体験するものでしょうか。 

（チャット質問：茨城県立堺特別支援学校） 

Ａ６ 例えば、今回の給食防災給食のカレーに関しては、レトルトのパックを切って開け

るパウチのような形で入っておりまして、そこにご飯類などはお水を入れてふやかし

て食べるっていう形で。食器に移すということではなくて、そのパウチのパックの中

でカレーと混ざったものをパウチから食べるっていう形に、そういう状況の実際の被

害が、災害が起こった時を想定しての食べ方を実施することになっております。 

Ｑ７ 避難訓練の日時を担当職員と管理職にしか公表していないということですが、児童

生徒さんがパニックになるなどのトラブルはありませんか。 （チャット質問：石川

県立石川特別支援学校） 

Ａ７ 先生にお話を聞いたところ、どの生徒さん、児童さんも結構落ち着いて対応できて

いるということですので、それがやっぱり訓練の大事なところなのかなと思います。

こういう訓練をしておかないと、どういう事態になってるか分からない生徒、児童た

ちがパニックを起こすと思うので。あえて、今は落ち着いてるんですけど、パニック

になった時などに対応する練習というか、訓練にもなっていると思いますので。今の

ところは落ち着いておりますが、今後何かトラブルなどが起きれば、それも想定内と
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ましたので、皆さん方の学校でも、ＰＴＡの方から提案をしていただくような形でやって

いただければというふうに思います。 

残った時間で少しプラスアルファの話をさせていただきたいと思います。ご存じのとお

りで、今、日本はというよりは、世界中はということだと思うんですが、異常気象ってい

うのがもう異常じゃないような状況になっています。ついこの間は、山形でも大変なこと

が実は起こりました。 

鶴岡はそうでもなかったんですが、隣の酒田がかなりひどいことになっています。大雨

のときには何が起こるかというと、洪水と土砂災害が起こるわけですけれども。実は今日

発表あった２つの学校についてハザードマップを拝見しましたところ、２つとも、洪水も

土砂災害も大丈夫、色がついていない、非常にラッキーなところです。色がついていると

ころも含めてですね、例えば洪水であれば上の階に逃げれば大丈夫という学校が恐らくほ

とんどだと思います。残念ながら、そうじゃない学校は何かあった場合にはよそへの避難

ということをしなきゃいけないわけですけれども。恐らくほとんどの場合には、垂直避難、

ないしはそもそもそれすら考えなくてもいいという学校がほとんどだと思います。 

そういうことを前提にしてお話をしますと、東日本大震災のときにどんなことがあった

かといいますと、あのときは想定外の大津波が来たわけです。津波が来ないというふうに

思われていた地域では、当然子どもさんたちを下校あるいは引き渡しという形で下校させ

たわけですね。ご存じのとおりで、その後たくさんの児童生徒さんが亡くなってしまいま

した。あるいは行方不明になってしまいました。それまで、３.１１までの学校というのは、

もし何かがあった場合には、少しでも早く保護者のもとに児童生徒さんをお返しするとい

うのが、いわば不文律だったと思います。今申し上げたようなことを教訓に、３.１１以降

は引き渡しを含む下校というのはとにかく慎重でなければいけない。むしろ学校は安全な

ところであることがほとんどですので。 

特に安全であるというふうになっている学校の場合にはそうなんですが、なるべく学校

から帰さない、引き渡しももちろんしないというのが３.１１の後の学校にかかわってい

る私たちの常識でなきゃいけないんだけれども、残念ながらまだそうはなっていません。 

特に今、管理職になっておられるようなベテランの先生方は、昔の考え方、つまり何か

あったらなるべく早く保護者のもとにお返しするという考え方がまだしみ込んでいて、残

念ながらそれがまだとれていません。なので、保護者の皆様やＰＴＡの方々にもお願いし

たいんですが、何かあるときには学校で囲い込んでくださいと。待機させてくださいと。

私たちも迎えに行けませんと。行けるようになってから行きますからというふうなことを、

先生方と一緒に共通の合意をぜひしていただきたいというふうに思います。 

もうちょっとだけ喋ります。防災は学校の授業と違いまして、あらかじめの正解という

のがありません。さっきもお話があったと思います。考えてみれば、あらかじめの答えが

あるって学校だけなんですよね。世の中、本当はあらかじめの答えというのはどこにもな

いんですけど、それはいいとしてですね。 

（宮城県石巻市立）大川小学校の津波訴訟判決がございました。その判決が確定してお

ります。その中身はハザードマップの想定外にもちゃんと対応しなきゃいけないというも

のであります。そんなことができるのかしらということにもなるんだけれども、その判決

は確定しております。学校はこれに対応することが必須であります。となると、学校だけ

でもって学校の先生方だけでもって防災を担うというのは、もう絶対無理だと私は思って
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というふうにポジティブに、先生方も、それからＰＴＡの方々も捉えていただくような形

で、ぜひ実施していただければなというふうに思います 

それから、発表２について少しお話ししたいと思います。まず、本当にすばらしいなと

思ったのが、防災に関しては、学校とＰＴＡが一緒にやらなければいけないんだというこ

とで、ＰＴＡが防災に関して非常に積極的に関与しておられる。このことは本当にすばら

しくて、恐らくこの分科会にご参加の皆さんがまさにそうだというふうに思われたのでは

ないでしょうか。ここまで充実した体制を持っておられるというのを、私は今日初めて実

例として拝見した次第です。これは他の学校にも大いに参考になるものだろうというふう

に思いました。 

それから、訓練について。言い方がいろいろあるわけですが、予告なし、あるいは抜き

打ちなんていう言い方をしますが、その訓練をもう既にやっておられる。しかも後のフロ

アからのご質問に対しても、パニックにはあんまり、もうならないくらいまで慣れちゃっ

たというふうなニュアンスのことをお話しされていたと思います。実は私もこのことをぜ

ひお勧めしたいと思います。 

これはもともとの発想は私オリジナルではなくて、今、新潟地方気象台にいらっしゃる

永田さんという専門官の方がいらっしゃるんですが。この方が発案して、そしていろいろ

な学校、特に特別支援学校こそですね、予告なしの避難訓練をやりませんかっていうのを

言って、それでいろいろ進めています。実際には栃木県内でかなり普及しているというふ

うに、永田さんからお伺いしました。 

予告なしどころか、いきなり緊急地震速報のあの例のピロンピロンというのを流すんで

す。放送で。いきなりです。当然、最初はうまくいかないに決まっているわけでして、パ

ニックになったりするお子さんが出たりするんだけれども、もちろん先生方はどの子がな

りやすいかってわかっているので、当然先生方はその子についているわけです。そしてけ

がをしないようにちゃんとフォローをしながらですけれども、そういったことを繰り返し

ていく。 

そうすると、何回かやっているうちにパニックはどんどん減っていくし。で、大体どう

しても起こしちゃう子がいる。そこにはちゃんと先生が側にいるっていう形をつくって、

訓練というものは定着をしていったんだというふうに聞いています。ある特別支援学校に

去年から集中的に、支援に入らせていただいているんですが。そこでもどうですかと、そ

こも知的支援なんですけれども、ということでお話したところ、去年から始めて、もう今

年度は定着しちゃって。この間、私、避難訓練の見学に行かせてもらったんです。いきな

りなるだけじゃなくて、その後放送でですね、ガタガタガタかなという音をわざと流すん

です。結構なボリュームで、びっくりしたんですけれども。その知的支援の児童生徒さん

たち、そこは小学部、中学部、高等部があるんですが、一番心配な小学部の子どもさんた

ちもちゃんと対応してですね。すぐにそれで自分から机の下に入るというようなことがで

きるようになっていました。先生方にお伺いしたら、去年からやってみたら案外できると

いって、今年はもう完全に定着していますっていうふうに先生方もおっしゃっていました。

なるほどなと思って。今日これがあったものですから、お話をしようと思って準備してお

りました。 

このように、スクールバスもそうですし、それから防災給食もそうです。とにかく、そ

の発表の１番目、２番目に挙げられた２つの学校から参考になることが幾つかあると思い



59 

ましたので、皆さん方の学校でも、ＰＴＡの方から提案をしていただくような形でやって

いただければというふうに思います。 

残った時間で少しプラスアルファの話をさせていただきたいと思います。ご存じのとお

りで、今、日本はというよりは、世界中はということだと思うんですが、異常気象ってい

うのがもう異常じゃないような状況になっています。ついこの間は、山形でも大変なこと

が実は起こりました。 

鶴岡はそうでもなかったんですが、隣の酒田がかなりひどいことになっています。大雨

のときには何が起こるかというと、洪水と土砂災害が起こるわけですけれども。実は今日

発表あった２つの学校についてハザードマップを拝見しましたところ、２つとも、洪水も

土砂災害も大丈夫、色がついていない、非常にラッキーなところです。色がついていると

ころも含めてですね、例えば洪水であれば上の階に逃げれば大丈夫という学校が恐らくほ

とんどだと思います。残念ながら、そうじゃない学校は何かあった場合にはよそへの避難

ということをしなきゃいけないわけですけれども。恐らくほとんどの場合には、垂直避難、

ないしはそもそもそれすら考えなくてもいいという学校がほとんどだと思います。 

そういうことを前提にしてお話をしますと、東日本大震災のときにどんなことがあった

かといいますと、あのときは想定外の大津波が来たわけです。津波が来ないというふうに

思われていた地域では、当然子どもさんたちを下校あるいは引き渡しという形で下校させ

たわけですね。ご存じのとおりで、その後たくさんの児童生徒さんが亡くなってしまいま

した。あるいは行方不明になってしまいました。それまで、３.１１までの学校というのは、

もし何かがあった場合には、少しでも早く保護者のもとに児童生徒さんをお返しするとい

うのが、いわば不文律だったと思います。今申し上げたようなことを教訓に、３.１１以降

は引き渡しを含む下校というのはとにかく慎重でなければいけない。むしろ学校は安全な

ところであることがほとんどですので。 

特に安全であるというふうになっている学校の場合にはそうなんですが、なるべく学校

から帰さない、引き渡しももちろんしないというのが３.１１の後の学校にかかわってい

る私たちの常識でなきゃいけないんだけれども、残念ながらまだそうはなっていません。 

特に今、管理職になっておられるようなベテランの先生方は、昔の考え方、つまり何か

あったらなるべく早く保護者のもとにお返しするという考え方がまだしみ込んでいて、残

念ながらそれがまだとれていません。なので、保護者の皆様やＰＴＡの方々にもお願いし

たいんですが、何かあるときには学校で囲い込んでくださいと。待機させてくださいと。

私たちも迎えに行けませんと。行けるようになってから行きますからというふうなことを、

先生方と一緒に共通の合意をぜひしていただきたいというふうに思います。 

もうちょっとだけ喋ります。防災は学校の授業と違いまして、あらかじめの正解という

のがありません。さっきもお話があったと思います。考えてみれば、あらかじめの答えが

あるって学校だけなんですよね。世の中、本当はあらかじめの答えというのはどこにもな

いんですけど、それはいいとしてですね。 

（宮城県石巻市立）大川小学校の津波訴訟判決がございました。その判決が確定してお

ります。その中身はハザードマップの想定外にもちゃんと対応しなきゃいけないというも

のであります。そんなことができるのかしらということにもなるんだけれども、その判決

は確定しております。学校はこれに対応することが必須であります。となると、学校だけ

でもって学校の先生方だけでもって防災を担うというのは、もう絶対無理だと私は思って
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というふうにポジティブに、先生方も、それからＰＴＡの方々も捉えていただくような形

で、ぜひ実施していただければなというふうに思います 

それから、発表２について少しお話ししたいと思います。まず、本当にすばらしいなと

思ったのが、防災に関しては、学校とＰＴＡが一緒にやらなければいけないんだというこ

とで、ＰＴＡが防災に関して非常に積極的に関与しておられる。このことは本当にすばら

しくて、恐らくこの分科会にご参加の皆さんがまさにそうだというふうに思われたのでは

ないでしょうか。ここまで充実した体制を持っておられるというのを、私は今日初めて実

例として拝見した次第です。これは他の学校にも大いに参考になるものだろうというふう

に思いました。 

それから、訓練について。言い方がいろいろあるわけですが、予告なし、あるいは抜き

打ちなんていう言い方をしますが、その訓練をもう既にやっておられる。しかも後のフロ

アからのご質問に対しても、パニックにはあんまり、もうならないくらいまで慣れちゃっ
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第３分科会 

〈テーマ〉 楽しくつながる ～特色あるＰＴＡ活動①～ 

Ⅰ 発表の概要 

発表１ 《東北ブロック》 

発表者 青森県立森田養護学校（知肢併置 小・中・高 計９１名） 

ＰＴＡ会長 伊藤 栄治 

「心強い子どもたちの応援団」 

皆さん、こんにちは。青森県立森田養護学校ＰＴＡ会長の伊藤と申します。それでは、

「心強い子どもたちの応援団」と題しまして、本校のＰＴＡ活動をご紹介させていただき

ます。 

本校が所在する青森についてご紹介します。青森といえば、栽培面積、生産量ともに日

本一のリンゴ。初競りでおなじみの大間のマグロ。世界遺産に登録されている北海道・北

東北の縄文遺跡群。写真は三内丸山遺跡です。そして、白神山地。それから東北３大祭り

の一つ、ねぶた祭り。テレビ番組で紹介されてから観光客で溢れかえるようになった館鼻

岸壁朝市なども、耳にされたことがあるのではないでしょうか。 

本校は青森県の中でも西北地域と呼ばれるところにあります。つがる市森田町に位置し

ています。昭和４２年に地域唯一の特別支援学校として開校しました。ちなみに西北地域

は、先ほど紹介した三内丸山遺跡同様に、世界遺産に登録されている亀ヶ丘遺跡、２０メ

ートルを超える五所川原の立佞武多（たちねぶた）、そして太宰治を輩出した地域でもあり

ます。 

さて、本校ですが、校章がひまわりの形

をしています。夏の日差しに伸び立つひ

まわりのように、健康で明るい生活がで

きる元気な子、物事を進んでやれるたく

ましい子になってほしいという願いが込

められています。そして、「太陽に向かっ

てひまわりのように」をスローガンに、学

校教育目標である子ども一人一人の教育

的ニーズに応じた適切な教育を行い、将来の自立と社会参加を目指して、その基盤となる

生きる力を育成するための教育活動を保護者、先生、地域が連携して進めています。特に、

地域と連携して行う教育活動については、コミュニティ・スクールとして県内の先頭を切

って取り組んだ実績があり、令和２年度に文部科学大臣表彰を受賞しました。それから、

右下に緑色のキャラクターがいます。これは森田の杜の梢に宿るひまわりの妖精をイメー

ジした「もりりん」というキャラクターで、子どもたちにも人気があります。 

本校に通う子どもたちは、知的障がいと知的障がいを伴う肢体不自由の子どもたちです。

小学部、中学部、高等部があり、小学部と中学部はスクールバス、高等部は保護者や福祉
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います。 

先ほど非常に心強い二階堂養護学校のお話がありましたけれども。学校と保護者と、で

きれば地域の方や行政の専門の方々と一緒にですね、防災のことを考えていただきたい。

知恵を出し合うことによってですね。例えばマニュアルだったり、例えば避難訓練であっ

たり，そういったものをよりよいものにしていくということにぜひＰＴＡの方でも取り組

んでいただきたいというふうに思います。学校の先生方だけに防災を担わせるっていうの

は事実上無理だと思います。どうかよろしくお願いしたいと思います。 

もう一つだけお話をしたいと思います。避難所に関してです。先ほども発表していただ

いた学校、指定避難所になっているんだというふうにご紹介がありました。避難所として

指定するという作業は市町村が行います。私が知っているある支援学校は、市から指定さ

れた福祉避難所になっています。福祉避難所ですので、一般の地域の避難所ではありませ

ん。対象者が限定されています。その学校の場合、どういう限定がかけられているかとい

うと、在校生と保護者と、ＯＢ、ＯＧと保護者、それらの方々はこの支援学校に避難して

くださいというふうな指定の仕方をしておられました。これはなかなかうまいやり方では

ないかなというふうに私は感じるので、いろいろなところでご紹介をさせていただいてい

ます。今日、まさにそういう紹介すべき場にいるかなと思いましたので、ぜひともと思っ

て、実は準備してきたお話でした。 

先ほどもちょっとフロアからありましたけれども、実際にですね、皆さん方のところの

お子様方を一般の避難所に連れていくことというのがなかなか難しいという方がたくさん

いらっしゃるのではないでしょうか。それをもしお通いの学校のところが福祉避難所であ

るならば、そこに連れていくというのは、子どもたちにとっての安心感もあるし、保護者

の方々もご安心なのではないでしょうか。ＯＢ、ＯＧも同じだと思います。そういうわけ

で、このようなやり方もあるという事例、実際の事例をご紹介させていただきました。場

合によっては、ＰＴＡの方からそういったお声がけを、学校なり市町村なりにお声がけを

していただいて、ということも有効なのではないかなというふうに思います。 
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ます。出来上がった広報は保護者のほかに地域住民の方にも配布するので、本校の教育活

動を分かりやすく伝えるため、学校行事や各学部の授業を中心に子どもの写真を盛り沢山

にしたカラフルな構成にしています。広報名の「もりよう」という題字も、毎回子どもが

交代で書いています。最後にベルマーク委員会です。年２回、ベルマークと使用済みイン

クカートリッジの収集や仕分け作業を行います。校内に収集箱を設置し、委員会開催日に

集まったベルマークやインクカートリッジの仕分け作業を行います。現在、過去数年でた

まった点数の使い道について話し合っているところです。 

このように委員会ごとに年数回をめどに活動しています。学校に来られない保護者もい

るので、ベルマーク委員会などは自宅で仕分け作業ができるように分配するという工夫も

行っています。しかし、コロナ禍を経て保護者同士の交流が減った、働く保護者が増えて

ＰＴＡ活動への参加が少なくなったという課題があります。そこで、この課題を少しでも

改善するために、保護者同士が知り合いつながる場、そしてＰＴＡ活動に一緒に参加して

みようと思える場を作る必要があるのではないかと考えました。そのきっかけとして、２

つのことを始めてみました。 

まず、参観日に毎回１５分程度の委員

会活動を行うことにしました。コロナ禍

の前は、総会後に、委員会ごとに顔合わせ

のとき間を設けていました。今回これを

復活させ、更に参観日があるたびに毎回

実施するという少し発展させた形にしま

した。参観日はほとんどの保護者が集ま

るので、顔合わせや活動内容の検討をす

るのには丁度良い機会で、役員会では出されなかった意見やアイデアが話されるなど、有

意義な時間になっています。もう一つは、４月の総会で、委員会の活動日や研修日を周知

することにしました。これまで年度途中でその都度、都合の良さそうな日を保護者に知ら

せていました。けれども、これでは予定の目処が立たない家庭が多いので、４月にすべて

お知らせするようにしました。この二つの取組の結果、現在少しですが活動への参加者が

増えています。 

それでは二つ目の応援団「森養ひまわり応援隊」を紹介します。本校は、平成３０年度

に学校運営協議会制度を取り入れたコミュニティ・スクールのモデル校に指定され、地域

とつながった学校づくりをスタートさせました。しかし、先生だけでは人手不足もあり、

当時は限定的な活動にとどまっていました。そこで、本校の元事務長が、保護者や元保護

者、元教職員、地域の方などに声をかけ、有志が集まり、令和２年４月に学校ボランティ

アとして発足したのがこの組織です。活動内容としては、環境整備、図書貸出支援、学校

行事や授業の手伝いがあります。環境整備は花壇整備や小学部の玩具・遊具等の消毒作業

を行っています。運動会の時期が近づくと、グラウンドの草取りをしたり、大工の方もい

るので、ちょっとした補修にも協力したりしています。図書貸出支援は、本校に図書室が

ないことから始めたボランティアです。子どもたちのリクエストをまとめ、近隣のつがる

市立図書館から毎回１００冊の本を借りて学校まで運搬し、１か月後に返却しています。

回数は年間１０回以上となり、子どもたちはたくさんの本が届くのを心待ちにしています。
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事業所の送迎車で通学しています。現在９１名が在籍しており、約８５％が自宅から通学

し、その他１５％は近隣の入所施設から通っています。 

ＰＴＡ活動の取り組みについてご説明

させていただきます。本校には子どもた

ちの教育活動を支える組織が二つありま

す。一つ目は、保護者と学校職員が中心と

なっている、いわゆるＰＴＡという組織、

もう一つは希望する保護者や地域の方な

どで構成されている「森養ひまわり応援

隊」という組織です。 

まずは一つ目の組織、ＰＴＡ活動について紹介させていただきます。本校のＰＴＡは、

保護者と教職員、そして賛同する人をもって組織しています。役員は会長１名、副会長４

名、（原則各学部から 1名と教頭）、顧問若干名（うち１名は校長）、理事１１名（事務長、

教務主任、各委員会から３名）、監事２名、幹事若干名となります。委員会は行事委員会、

広報委員会、ベルマーク委員会の３つがあり、会長、副会長、顧問、監事を除いた保護者

がいずれかの委員会に所属しています。 事業としては、毎年４月にＰＴＡ総会を開催し、

事業や予算について協議・承認を行っています。また、役員会は年４回開催し、総会資料

の検討や各委員会の活動報告、次年度に向けた話し合いなどを行っています。 

委員会活動は、先ほどもお話ししたとおり、３つの委員会があります。まずは行事委員

会の活動を紹介します。行事委員会はＰＴＡ研修会の企画・運営を年２回実施しています。

昨年度は１回目に津軽藩ねぷた村で土鈴の絵付け体験、２回目に健康運動指導士を招いて

ヨガ教室を行いました。地域の探究活動や保護者の健康づくりに取り組んでおり、好評を

得ました。研修以外にも臨機応変に対応した活動をしています。例えば、学習発表会で頑

張った子どもたちに渡すお菓子の袋詰めなどを行うときもあります。また、新型コロナウ

イルス感染症が流行したときは、教育活動が大きく制限された子どもたちに少しでも笑顔

になってもらいたいと考え、オリジナルグッズを考案し、３年計画で全校児童生徒にプレ

ゼントしました。１年目は手洗い後にハ

ンカチで手を拭き、清潔に保ってほしい

という思いから、校章プラス子どもと教

職員の名前を入れたハンカチを作りまし

た。落としても持ち主が分かるようにし

たので、大変喜ばれました。２年目は水分

補給や歯磨きなどで使って健康的に過ご

してほしいという思いから、校章入りマ

グカップを作りました。子どもたちが持ちやすいように竹の素材にしたので、軽くて持ち

やすい使い勝手の良いものになりました。３年目は日常的に使用できるトートバッグを作

りました。Ａ４サイズより一回り大きなサイズにしたので、配布した翌日から着替えや身

の回りの物を入れて持ち歩く子どもたちがたくさんいました。コロナ禍で制限された生活

の中でもＰＴＡのアイデアで子どもを笑顔にできた取組の一つだと思っております。次に

広報委員会です。広報委員会は年３回発行するＰＴＡ広報「もりよう」の編集を行ってい
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て、東松山市は埼玉県のほぼ中央に位置しています。埼玉県は某映画「翔んで、ナントカ」

で近年有名になった県です。さて、東松山市は比企地域と呼ばれる東の水田地帯と西の山

間地帯の間にある丘陵地帯にあり、田園風景が豊かに広がる自然豊かな町です。古くから

多くの街道が集まる交通の要所であり、映画でも有名で、池袋まで電車で４０分、東京の

ベッドタウンとなっています。関越道と圏央道という高速道路２つのアクセスの良さから、

物流拠点、工業団地として比企地域の中心都市としても発達しました。埼玉県は、もとは

松山町という地名でしたが、市となる際に東の松山ということで東松山市という名前にな

りました。東松山市は令和６年で、市制７０年を迎えます。市の木は松、花は牡丹。名物

は焼き鳥ですが、豚の頭肉に辛みそをつけて食べます。これは日本三大焼き鳥の一つとな

っています。隣接する市町村には国の重要無形文化財であり、２０１４年にユネスコ無形

文化遺産に登録された楮だけを使った細川紙で有名な小川町、日本の国蝶オオムラサキと

広大な自然が堪能できる、日本で最初の国営公園で創立５０年になります武蔵丘陵森林公

園などがあります。 

さて、本校は東松山市を中心に、２市５

町１村の広いエリアから、今年度小学部

６１名、中学部４７名、高等部７７名、合

計１８５名が通う公立の知的特別支援学

校です。昭和５５年４月開校、今年で創立

４５年目を迎える埼玉県内でも歴史のあ

る学校です。「児童生徒一人一人の可能性

を最大限に伸ばし、社会の中で豊かに生

きていく人間の育成を目指す」を学校教

育目標に掲げ、児童生徒の自立と社会参

加を目指し、地域とともに共生社会の実現に向けて歩む学校です。本校は東松山市の地に

ちなんで、松葉双葉を組み合わせた「校章」、松の実をモチーフにしたキャラクター「ぼっ

くりん」、文化祭名は「まつぼっくり祭」、学校の愛称は「松特」と呼んでいます。 

続いて、「「スリム化」×「楽しく♫」～内から外へ繋がるＰＴＡ～」についてお話をしま

す。これは、コロナ禍から現在までのＰＴＡの革命の物語です。本校のＰＴＡ活動は、コ

ロナウイルス感染拡大前には、本部によるＰＴＡ運営、広報誌作成、進路選択のための研

修会や施設見学、夏祭り、文化祭、ＰＴＡ祭などに取り組んできました。しかし、ライフ

スタイルの変化等からＰＴＡ活動への参加の負担を感じる保護者が増加していました。 

例えば、「仕事しているため、平日昼間の集まりは無理。」「みんな無理して担当している

ことは、強制にならない？」「子どもたちのためだから。」という呪縛を感じ、これが嫌で

した。また、少子化に反して転入学生が増加し、障害特性も多種多様化しているが、老朽

化した施設のキャパシティでは、ＰＴＡ活動は以前のような実施が難しくなっていること

が課題となっていました。このような状況から、本校ＰＴＡ会員を対象に、ＰＴＡのあり

方と活動内容に関する緊急アンケートを行いました。 

アンケートは、役員の負担感を軽減し、役員選出に柔軟性を持たせるために、これまで

の行事の見直し、できる活動へ参加するボランティア制の導入を検討することを主眼とし

て実施しました。アンケートは５段階評価で、これまでの活動、役員構成や行事について
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学校行事や授業の手伝いは、運動会や学習発表会の道具の出し入れ、作品展の受付、清掃

活動の補助など多岐にわたります。ひまわり応援隊の代表者が事前に先生たちと打ち合わ

せを行い、依頼された業務を、当日参加できるメンバーで役割分担して取り組みます。先

生たちが子どもたちの支援に集中できるようにサポートしています。 

「森養ひまわり応援隊」も今年度で５

年目に突入し、登録者３４名、年間活動回

数約４０回を予定するなど、ますます活

発になっています。このボランティア活

動をしていると、日頃の子どもたちの様

子を見ることができます。また、子どもた

ちもメンバーの顔を覚えてお礼を言った

り、感謝の手紙を書いてくれたりするの

で、触れ合う機会が増え、メンバーのやりがいにつながっています。それから、メンバー

同士の交流も楽しみになっています。何気ない会話を重ねる中で関係が深まり、子育ての

悩みや喜び、将来の進路についての情報を交換する貴重な場になっています。 

以上のように、「ＰＴＡ」と「森養ひまわり応援隊」は、心強い子どもたちの応援団とし

て、共に学校を支え、学校運営上も大きな役割を担うようになっています。この２つの応

援団は、子どもたちに笑顔になってもらうために活動し、子どもたちの笑顔は私たち応援

団の原動力となっています。また、本日は、私を応援するために、青森から「ＰＴＡ」と

「森養ひまわり応援隊」の有志がこの会場に来ています。本当に頼りになる素晴らしい応

援団です。本校の教育活動が充実し、将来、子どもたちが地域の中で豊かに生活すること

につながるように、これからも応援団の輪をひまわりのように大きく育てていきたいと思

います。 

それでは最後に、本校の元ＰＴＡ会長

である福士素子さんが、昨年、令和５年度

ＰＴＡ活動振興功労者表彰を受賞し、Ｐ

ＴＡの役員会でお祝いした際の写真をご

覧いただいて、本校の発表を終わります。

ご清聴いただきありがとうございまし

た。 

発表２ 《関東甲信越ブロック》 

発表者 埼玉県立東松山特別支援学校（知的 小・中・高 計１８５名） 

ＰＴＡ会長 長谷川 良 

「「スリム化」×「楽しく♫」～内から外へ繋がるＰＴＡ～」 

こんにちは。埼玉県立東松山特別支援学校ＰＴＡ会長、長谷川 良と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

皆様、埼玉県東松山市はどこにあるかご存知でしょうか。埼玉県は東京の北側に位置し
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「森養ひまわり応援隊」も今年度で５

年目に突入し、登録者３４名、年間活動回

数約４０回を予定するなど、ますます活

発になっています。このボランティア活

動をしていると、日頃の子どもたちの様

子を見ることができます。また、子どもた

ちもメンバーの顔を覚えてお礼を言った

り、感謝の手紙を書いてくれたりするの

で、触れ合う機会が増え、メンバーのやりがいにつながっています。それから、メンバー

同士の交流も楽しみになっています。何気ない会話を重ねる中で関係が深まり、子育ての

悩みや喜び、将来の進路についての情報を交換する貴重な場になっています。 

以上のように、「ＰＴＡ」と「森養ひまわり応援隊」は、心強い子どもたちの応援団とし

て、共に学校を支え、学校運営上も大きな役割を担うようになっています。この２つの応

援団は、子どもたちに笑顔になってもらうために活動し、子どもたちの笑顔は私たち応援

団の原動力となっています。また、本日は、私を応援するために、青森から「ＰＴＡ」と

「森養ひまわり応援隊」の有志がこの会場に来ています。本当に頼りになる素晴らしい応

援団です。本校の教育活動が充実し、将来、子どもたちが地域の中で豊かに生活すること

につながるように、これからも応援団の輪をひまわりのように大きく育てていきたいと思

います。 

それでは最後に、本校の元ＰＴＡ会長

である福士素子さんが、昨年、令和５年度

ＰＴＡ活動振興功労者表彰を受賞し、Ｐ

ＴＡの役員会でお祝いした際の写真をご

覧いただいて、本校の発表を終わります。

ご清聴いただきありがとうございまし

た。 

発表２ 《関東甲信越ブロック》 

発表者 埼玉県立東松山特別支援学校（知的 小・中・高 計１８５名） 

ＰＴＡ会長 長谷川 良 

「「スリム化」×「楽しく♫」～内から外へ繋がるＰＴＡ～」 

こんにちは。埼玉県立東松山特別支援学校ＰＴＡ会長、長谷川 良と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

皆様、埼玉県東松山市はどこにあるかご存知でしょうか。埼玉県は東京の北側に位置し
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繰り返し配布したのですが、効果がありませんでした。その後の４月全体保護者会にて実

施事項を事前提案。５月ＰＴＡ総会にて提案・可決され、規約を改定しました。総会後、

本部サポーターや地区ボランティアへの手を挙げてもらう人が増え、改革の効果が見られ

と感じています。例えば、地区ボランティアにおいて、パソコンはできないが企画・運営

を担当する方と、自宅でパソコン作業だったらできる方が手を組んで地区ボランティアに

なるケースもありました。 

革命の２つ目は、文化祭「まつぼっくり祭」への参加についてです。コロナ前は、オー

プニングでのダンスや模擬店を行っていましたが、「ダンスがあるからＰＴＡ会役員には

なりたくない。」「バザーは準備も片付けも大変。」「役員仕事のために我が子と文化祭を楽

しめない。」等の負担感が高く、参加の仕方について賛否が分かれました。令和５年度はコ

ロナウイルス感染症が５類となり、まつぼっくり祭も再開されることになりました。ＰＴ

Ａは休止にするか再開するかを検討し、「まつぼっくり祭を再開するのなら、やっぱりＰＴ

Ａも踊ろう！」と決定しました。ただし、できることをできる形で参加することを提案し

ました。 

これは多くのＰＴＡ会員が自分にでき

ることだったら協力したいというアンケ

ート結果を基に役割を細分化、協力でき

ることを選択できるように提示しまし

た。すると駐車場係からステージダンサ

ー等、自分にできる役割で協力していた

だき、集まったボランティアは延べ８３

名。小道具資材提供では、ラップの芯が１

００本以上提供され、小道具政策ボラン

ティアを中心に作成しました。ステージ

の様子ですが、作成された小道具を持って、ステージダンサー、フロアダンサーが踊りま

した。また、ステージ発表中の舞台の横には、協力した会員の方全員の名前を映画のエン

ドロールのように上映し、全員が主役になってもらいました。 

革命の３つ目はＰＴＡ祭りです。ＰＴ

Ａ祭りはＰＴＡ活動において最大の行事

で、コロナ禍前は作業所やＰＴＡの模擬

店、ステージなど、最も大掛かりなもので

した。アンケート結果からＰＴＡ祭りの

スリム化は最も意見が分かれるところで

した。「ともかく準備が大変。」「コロナ禍

で室内開催はできないのでは？」「駐車場

足りない。」などの課題が山積みでした

が、「子どもたちのために、何かやりた

い。」という思いから児童生徒、保護者、教職員ともに楽しく過ごせる企画について協議を

重ね、「屋外でやってみよう！」ということになりました。令和４年度ＰＴＡ祭では「スリ

ム化」×「どうせやるならとことん楽しく」仮装、そして内から外へ、をコンセプトに、
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評価してもらいました。併せて、活動のスリム化とボランティア制の導入についてご意見

を伺いました。このアンケートは全体の約７０%、１１０名の方が回答。合わせて５０件の

貴重なご意見、ご提案をいただきました。スリム化への賛成は全体の９０%。スリム化につ

いてどこを見直すかに関するアンケートでは、活動内容の見直しが一番多い結果となりま

した。また、ボランティア制について、賛同者は約６割となりました。このような集計結

果を紙面でＰＴＡ会員全員へ配布すると共に、５０件の生の声を動画配信し、貴重なご意

見に寄り添い、ご説明をすることとしました。アンケートの結果からＰＴＡの廃止を求め

る声はなく、ほとんどのＰＴＡ会員が陳情書、施設の見学、地域や卒業後の保護者のつな

がりなどから「ＰＴＡは大切、必要であると感じている。」「でも負担は減らしたい。」とい

う意見ばかりでした。 

アンケート結果から、改めて特別支援

学校だからこそＰＴＡの存在意義がある

と認識し、それを伝えることが大切であ

るとともに「役員構成と行事の見直し」

「スリム化」に着手することにしました。

ただし、保護者と教員が同じ方向性、同じ

ベクトルを持って、義務感だけではなく、

自ら楽しくできるようにしたいと考え、

松特ＰＴＡは「スリム化」とともにどうせ

やるなら「楽しく」を大前提に目指すこと

にしました。 

革命の一つとして、ＰＴＡ役員構成について負担感軽減とスリム化に着手しました。本

校ＰＴＡの本部役員の負担感において、特に会長、副会長の任期が最大で４年でした。そ

こで会長の任期を２年、任意の顧問を含めても最大で３年としました。副会長は任期を２

年とし、毎年２名選出。常時、定員としては３から４名ということにしました。併せて、

本部役員の役割を支援する本部サポーター制を導入することとしました。 

次に役員構成です。本校には専門部と地区部があります。専門部は各学部から学年役員

を入学時、自薦またはくじ引きで選出していますが、定員数に柔軟性を持たせることにし

ました。地区部は広い学区域を東西南北に分けた組織で、各地区の保護者を繋ぎ、情報共

有を行い、地区ごとの陳情書の作成や施設見学などに取り組んでいます。これは地区の保

護者に密接で重要な役割であるとともに

役員の負担も多いことから、なり手が少

ないためを廃止するか検討しました。し

かし、「１度廃止してしまったら復活は難

しい。」「やはり地区でつながるには必要

な役割である。」との意見から、継続でき

る形を検討し、「できる時に、できること

で協力をしてもらう」地区ボランティア

制度導入に踏み切りました。 

令和４年度には副会長募集のチラシを



67 

繰り返し配布したのですが、効果がありませんでした。その後の４月全体保護者会にて実

施事項を事前提案。５月ＰＴＡ総会にて提案・可決され、規約を改定しました。総会後、

本部サポーターや地区ボランティアへの手を挙げてもらう人が増え、改革の効果が見られ

と感じています。例えば、地区ボランティアにおいて、パソコンはできないが企画・運営

を担当する方と、自宅でパソコン作業だったらできる方が手を組んで地区ボランティアに

なるケースもありました。 

革命の２つ目は、文化祭「まつぼっくり祭」への参加についてです。コロナ前は、オー

プニングでのダンスや模擬店を行っていましたが、「ダンスがあるからＰＴＡ会役員には

なりたくない。」「バザーは準備も片付けも大変。」「役員仕事のために我が子と文化祭を楽

しめない。」等の負担感が高く、参加の仕方について賛否が分かれました。令和５年度はコ

ロナウイルス感染症が５類となり、まつぼっくり祭も再開されることになりました。ＰＴ

Ａは休止にするか再開するかを検討し、「まつぼっくり祭を再開するのなら、やっぱりＰＴ

Ａも踊ろう！」と決定しました。ただし、できることをできる形で参加することを提案し

ました。 

これは多くのＰＴＡ会員が自分にでき

ることだったら協力したいというアンケ

ート結果を基に役割を細分化、協力でき

ることを選択できるように提示しまし

た。すると駐車場係からステージダンサ

ー等、自分にできる役割で協力していた

だき、集まったボランティアは延べ８３

名。小道具資材提供では、ラップの芯が１

００本以上提供され、小道具政策ボラン

ティアを中心に作成しました。ステージ

の様子ですが、作成された小道具を持って、ステージダンサー、フロアダンサーが踊りま

した。また、ステージ発表中の舞台の横には、協力した会員の方全員の名前を映画のエン

ドロールのように上映し、全員が主役になってもらいました。 

革命の３つ目はＰＴＡ祭りです。ＰＴ

Ａ祭りはＰＴＡ活動において最大の行事

で、コロナ禍前は作業所やＰＴＡの模擬

店、ステージなど、最も大掛かりなもので

した。アンケート結果からＰＴＡ祭りの

スリム化は最も意見が分かれるところで

した。「ともかく準備が大変。」「コロナ禍

で室内開催はできないのでは？」「駐車場

足りない。」などの課題が山積みでした

が、「子どもたちのために、何かやりた

い。」という思いから児童生徒、保護者、教職員ともに楽しく過ごせる企画について協議を

重ね、「屋外でやってみよう！」ということになりました。令和４年度ＰＴＡ祭では「スリ

ム化」×「どうせやるならとことん楽しく」仮装、そして内から外へ、をコンセプトに、
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評価してもらいました。併せて、活動のスリム化とボランティア制の導入についてご意見

を伺いました。このアンケートは全体の約７０%、１１０名の方が回答。合わせて５０件の

貴重なご意見、ご提案をいただきました。スリム化への賛成は全体の９０%。スリム化につ

いてどこを見直すかに関するアンケートでは、活動内容の見直しが一番多い結果となりま

した。また、ボランティア制について、賛同者は約６割となりました。このような集計結

果を紙面でＰＴＡ会員全員へ配布すると共に、５０件の生の声を動画配信し、貴重なご意

見に寄り添い、ご説明をすることとしました。アンケートの結果からＰＴＡの廃止を求め

る声はなく、ほとんどのＰＴＡ会員が陳情書、施設の見学、地域や卒業後の保護者のつな

がりなどから「ＰＴＡは大切、必要であると感じている。」「でも負担は減らしたい。」とい

う意見ばかりでした。 

アンケート結果から、改めて特別支援

学校だからこそＰＴＡの存在意義がある

と認識し、それを伝えることが大切であ

るとともに「役員構成と行事の見直し」

「スリム化」に着手することにしました。

ただし、保護者と教員が同じ方向性、同じ

ベクトルを持って、義務感だけではなく、

自ら楽しくできるようにしたいと考え、

松特ＰＴＡは「スリム化」とともにどうせ

やるなら「楽しく」を大前提に目指すこと

にしました。 

革命の一つとして、ＰＴＡ役員構成について負担感軽減とスリム化に着手しました。本

校ＰＴＡの本部役員の負担感において、特に会長、副会長の任期が最大で４年でした。そ

こで会長の任期を２年、任意の顧問を含めても最大で３年としました。副会長は任期を２

年とし、毎年２名選出。常時、定員としては３から４名ということにしました。併せて、

本部役員の役割を支援する本部サポーター制を導入することとしました。 

次に役員構成です。本校には専門部と地区部があります。専門部は各学部から学年役員

を入学時、自薦またはくじ引きで選出していますが、定員数に柔軟性を持たせることにし

ました。地区部は広い学区域を東西南北に分けた組織で、各地区の保護者を繋ぎ、情報共

有を行い、地区ごとの陳情書の作成や施設見学などに取り組んでいます。これは地区の保

護者に密接で重要な役割であるとともに

役員の負担も多いことから、なり手が少

ないためを廃止するか検討しました。し

かし、「１度廃止してしまったら復活は難

しい。」「やはり地区でつながるには必要

な役割である。」との意見から、継続でき

る形を検討し、「できる時に、できること

で協力をしてもらう」地区ボランティア

制度導入に踏み切りました。 

令和４年度には副会長募集のチラシを
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りました。併せて、ＰＴＡとして参加する

ことで、本校を知ってもらうことは、生涯

地域で暮らす子どもたちが、地域の方々

と交流する大事な機会になり、共生社会

への一歩を踏み出したと感じています。 

今回の革命に留まらず、これからも時

代のニーズや変化を踏まえ、ＰＴＡは「子

どもたちのために何ができるか」を考え、

クラッシュ＆ビルドを繰り返していくこ

とが「「スリム化」×「楽しく♫」」を継承

し、新たな企画を生み出していくことと考えています。これからも笑顔あるより良いＰＴ

Ａ活動になるように取り組んでいきます。 

最後に、ウォーキングは、誰にでも行える身近なスポーツです。日本スリーデーマーチ

に装具や車椅子の人、それぞれのペースで参加しています。今年も１１月に開催され、現

在参加者募集中です。ウォーキングを障害者の生涯スポーツにいかがでしょう？全国のＰ

ＴＡの皆さん、ぜひ東松山を松特の子ども達と一緒に歩きませんか？ご清聴ありがとうご

ざいました。 

Ⅱ 第３分科会 質疑応答 

＜発表１について＞ 応答：青森県立森田養護学校ＰＴＡ会長 伊藤 

Ｑ１ ＰＴＡ活動で役員以外の保護者は、行事委員会、広報委員会、ベルマーク委員会の

いずれかに所属するということですが、ほぼ全員の方が参加されているのですか。 

（東京都立王子特別支援学校） 

Ａ１ はい。４月にアンケートをとり、役員以外は希望する委員会に所属します。 

Ｑ２ 「森養ひまわり応援隊」の元事務長が声がけをして、保護者や地域の方など有志が

集まるということについて、どのような範囲で声がけをし、どんな方々から実際に協

力いただけているのですか。 （東京都立王子特別支援学校） 

Ａ２ 学校をサポートするため、少しでも先生方の力になるよう、まずは身近な保護者や

ＰＴＡ役員から声をかけ始めました。あとは卒業生の保護者や元教職員、そして地域

にもやはり学校を知ってほしいので、地域で活動している方や福祉事業所にも声がけ

やパンフレット配布などを行い、有志の輪を広げていきました。賛同してくださる方

が集まり、「森養ひまわり応援隊」となっています。 

Ｑ３ 「ひまわり応援隊」さん、すごい取り組みだと思いました。本年度、わが校でもサ

ポーター制度「盛り上げ隊」という組織を立ち上げて試行錯誤しているところで、大

変興味深く聞かせていただきました。話の中であった年間の活動回数４０回程度とい

うことについて、こちらの立場の取りまとめ、依頼の受け方、割り振りなどの役割を、

どなたが担って、何名ぐらいで、どういった程度でやるのですか。もう１点、ＰＴＡ

は賛同する人で組織されているという話ですが、そういった方を含めてＰＴＡ会費の

徴収についても併せて教えてください。 （日立市立日立特別支援学校） 
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先述の国営武蔵丘陵森林公園にて、「ＰＴＡ祭り松特ハロウィン in森林公園」を開催しま

した。屋外でもマスクが必要な時期でしたが、久しぶりにＰＴＡイベントにおいて、子ど

もたちと集まって笑いあう喜びを感じました。また、感染症をきっかけに屋外で活動する

意義を感じた企画となりました。 

令和５年度にはコロナウイルス感染症が５類となって、様々な行事等が再開されました。

ＰＴＡ祭ですが昨年度の経験を踏まえ、松特だからこそできる校外企画を検討した結果、

東松山市で開催されている「日本スリーデーマーチ」に参加することにしました。このイ

ベントは世界で２番目に大きく、日本最大の国際ウォーキングイベントです。コースは東

松山市近郊を５キロから５０キロまでの６コース、３日間で歩いた総距離を記録とします。

幼稚園、保育園、小中高だけでなく、企業が参加します。松特ＰＴＡは国内だけではなく、

海外からも多くの方が参加する世界に誇れる大会へＰＴＡとして参加する企画を立ち上げ

ました。参加コースですが、スタート会場の混雑による子どもたちへの負担を軽減するた

め大会事務局と相談し、学校からスタートし、大会コースに途中合流し、一般参加者と同

じゴールである東松山市役所目指す５キロを歩くコースとしました。初めての企画に対し

て「５キロなんて歩けるの？」「子どもたちは、一般参加者と一緒に歩くことができるの？」

等の期待と不安を抱えながら当日を迎えました。秋晴れの中、松特ＰＴＡの旗を先頭に、

子どもたちと保護者の前後を先生がサポートしながら学校を出発しました。 

ご覧いただいている動画は高等部２年のＫ君の撮影です。日頃、人と接することが苦手

なＫ君ですが、「なんで俺が撮るの。」等と言いながら、隊列の前後を一生懸命、走りなが

ら動画を撮影してくれました。小学１年生のお父さんが心配して、バギーを持参しました

が、本人は乗ることはありませんでした。装具を付けた小学２年生も元気に歩いていまし

た。自然を感じながら歩いていると会話も弾みました。また、コース沿道の方から「頑張

って」と声を駆けられたり、「柿、持っていきな」と手渡されたりと一般の方や地域の方と

挨拶を交わし、交流することができました。自ら一歩一歩を進み、児童生徒と保護者、教

職員の有志、総勢４９名が５キロを全員で完歩することができました。一般の参加者と共

にゴールするは、これまでにない達成感を感じました。今回の企画ですが、お父さんの参

加率が高かったこと。企画終了後、「また、来年も参加しようよ。」という声も上がったこ

とからも、このイベントの良さを感じています。 

次に、今年度についてです。革命１のボランティア制についてですが、昨年度ボランテ

ィアさんから「何をしたらいいか分からなかった。」などの意見があがったことを反映し、

今年はボランティアを統括する副会長を決めました。陳情書は各地区から意見を収集後、

本部、副会長が取りまとめることとしました。革命３のＰＴＡ祭りですが、日本スリーデ

ーマーチに参加するにあたり、大会パンフレットに団体名と希望する参加者全員の名前が

掲載予定で、本校ＰＴＡ活動をアピールすることとなっています。以上がコロナ禍をきっ

かけに見直し、取り組んだ革命のお話です。 

現在、ＰＴＡ活動のあり方や負担感が全国で課題となっています。そんな中、本校はポ

ジティブに「「スリム化」×「楽しく♫」を」コンセプトに見直しを行ってきました。改め

て、楽しく活動しているところに、人は集まることを実感しています。また、コロナウイ

ルス感染症がきっかけに、ＰＴＡ活動を内から外へ見直したことは大きな収穫でした。地

域イベントへの参加は、以前のお祭りのような準備や片付けがなく、行事のスリム化とな
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りました。併せて、ＰＴＡとして参加する

ことで、本校を知ってもらうことは、生涯

地域で暮らす子どもたちが、地域の方々

と交流する大事な機会になり、共生社会

への一歩を踏み出したと感じています。 

今回の革命に留まらず、これからも時

代のニーズや変化を踏まえ、ＰＴＡは「子

どもたちのために何ができるか」を考え、

クラッシュ＆ビルドを繰り返していくこ

とが「「スリム化」×「楽しく♫」」を継承

し、新たな企画を生み出していくことと考えています。これからも笑顔あるより良いＰＴ

Ａ活動になるように取り組んでいきます。 

最後に、ウォーキングは、誰にでも行える身近なスポーツです。日本スリーデーマーチ

に装具や車椅子の人、それぞれのペースで参加しています。今年も１１月に開催され、現

在参加者募集中です。ウォーキングを障害者の生涯スポーツにいかがでしょう？全国のＰ

ＴＡの皆さん、ぜひ東松山を松特の子ども達と一緒に歩きませんか？ご清聴ありがとうご

ざいました。 

Ⅱ 第３分科会 質疑応答 

＜発表１について＞ 応答：青森県立森田養護学校ＰＴＡ会長 伊藤 

Ｑ１ ＰＴＡ活動で役員以外の保護者は、行事委員会、広報委員会、ベルマーク委員会の

いずれかに所属するということですが、ほぼ全員の方が参加されているのですか。 

（東京都立王子特別支援学校） 

Ａ１ はい。４月にアンケートをとり、役員以外は希望する委員会に所属します。 

Ｑ２ 「森養ひまわり応援隊」の元事務長が声がけをして、保護者や地域の方など有志が

集まるということについて、どのような範囲で声がけをし、どんな方々から実際に協

力いただけているのですか。 （東京都立王子特別支援学校） 

Ａ２ 学校をサポートするため、少しでも先生方の力になるよう、まずは身近な保護者や

ＰＴＡ役員から声をかけ始めました。あとは卒業生の保護者や元教職員、そして地域

にもやはり学校を知ってほしいので、地域で活動している方や福祉事業所にも声がけ

やパンフレット配布などを行い、有志の輪を広げていきました。賛同してくださる方

が集まり、「森養ひまわり応援隊」となっています。 

Ｑ３ 「ひまわり応援隊」さん、すごい取り組みだと思いました。本年度、わが校でもサ

ポーター制度「盛り上げ隊」という組織を立ち上げて試行錯誤しているところで、大

変興味深く聞かせていただきました。話の中であった年間の活動回数４０回程度とい

うことについて、こちらの立場の取りまとめ、依頼の受け方、割り振りなどの役割を、

どなたが担って、何名ぐらいで、どういった程度でやるのですか。もう１点、ＰＴＡ

は賛同する人で組織されているという話ですが、そういった方を含めてＰＴＡ会費の

徴収についても併せて教えてください。 （日立市立日立特別支援学校） 
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先述の国営武蔵丘陵森林公園にて、「ＰＴＡ祭り松特ハロウィン in森林公園」を開催しま

した。屋外でもマスクが必要な時期でしたが、久しぶりにＰＴＡイベントにおいて、子ど

もたちと集まって笑いあう喜びを感じました。また、感染症をきっかけに屋外で活動する

意義を感じた企画となりました。 

令和５年度にはコロナウイルス感染症が５類となって、様々な行事等が再開されました。

ＰＴＡ祭ですが昨年度の経験を踏まえ、松特だからこそできる校外企画を検討した結果、

東松山市で開催されている「日本スリーデーマーチ」に参加することにしました。このイ

ベントは世界で２番目に大きく、日本最大の国際ウォーキングイベントです。コースは東

松山市近郊を５キロから５０キロまでの６コース、３日間で歩いた総距離を記録とします。

幼稚園、保育園、小中高だけでなく、企業が参加します。松特ＰＴＡは国内だけではなく、

海外からも多くの方が参加する世界に誇れる大会へＰＴＡとして参加する企画を立ち上げ

ました。参加コースですが、スタート会場の混雑による子どもたちへの負担を軽減するた

め大会事務局と相談し、学校からスタートし、大会コースに途中合流し、一般参加者と同

じゴールである東松山市役所目指す５キロを歩くコースとしました。初めての企画に対し

て「５キロなんて歩けるの？」「子どもたちは、一般参加者と一緒に歩くことができるの？」

等の期待と不安を抱えながら当日を迎えました。秋晴れの中、松特ＰＴＡの旗を先頭に、

子どもたちと保護者の前後を先生がサポートしながら学校を出発しました。 

ご覧いただいている動画は高等部２年のＫ君の撮影です。日頃、人と接することが苦手

なＫ君ですが、「なんで俺が撮るの。」等と言いながら、隊列の前後を一生懸命、走りなが

ら動画を撮影してくれました。小学１年生のお父さんが心配して、バギーを持参しました

が、本人は乗ることはありませんでした。装具を付けた小学２年生も元気に歩いていまし

た。自然を感じながら歩いていると会話も弾みました。また、コース沿道の方から「頑張

って」と声を駆けられたり、「柿、持っていきな」と手渡されたりと一般の方や地域の方と

挨拶を交わし、交流することができました。自ら一歩一歩を進み、児童生徒と保護者、教

職員の有志、総勢４９名が５キロを全員で完歩することができました。一般の参加者と共

にゴールするは、これまでにない達成感を感じました。今回の企画ですが、お父さんの参

加率が高かったこと。企画終了後、「また、来年も参加しようよ。」という声も上がったこ

とからも、このイベントの良さを感じています。 

次に、今年度についてです。革命１のボランティア制についてですが、昨年度ボランテ

ィアさんから「何をしたらいいか分からなかった。」などの意見があがったことを反映し、

今年はボランティアを統括する副会長を決めました。陳情書は各地区から意見を収集後、

本部、副会長が取りまとめることとしました。革命３のＰＴＡ祭りですが、日本スリーデ

ーマーチに参加するにあたり、大会パンフレットに団体名と希望する参加者全員の名前が

掲載予定で、本校ＰＴＡ活動をアピールすることとなっています。以上がコロナ禍をきっ

かけに見直し、取り組んだ革命のお話です。 

現在、ＰＴＡ活動のあり方や負担感が全国で課題となっています。そんな中、本校はポ

ジティブに「「スリム化」×「楽しく♫」を」コンセプトに見直しを行ってきました。改め

て、楽しく活動しているところに、人は集まることを実感しています。また、コロナウイ

ルス感染症がきっかけに、ＰＴＡ活動を内から外へ見直したことは大きな収穫でした。地

域イベントへの参加は、以前のお祭りのような準備や片付けがなく、行事のスリム化とな



71 

て参加いただいているのでしょうか。 （チャット質問：岩手県立花巻清風支援学校） 

Ａ６ 卒業した児童生徒の保護者の方には声をかけています。同窓会はありますが、これ

まで声をかけていませんでした。でも、今年は福祉事業所で働いている卒業生が「森

養ひまわり応援隊」として活動してくれていますので、現在、同窓会での「森養ひま

わり応援隊」の紹介について検討しています。 

 

＜発表２について＞ 応答：埼玉県立東松山特別支援学校ＰＴＡ会長 長谷川 

Ｑ７ 長谷川会長さんのお話を伺っていて、会長さん自身がとても楽しんでいるなとお話

を聞いていて特に思いました。私もＰＴＡ活動を楽しくずっとしてきたものですから、

楽しい方たちとより一緒にできたらなという思いで、お話を伺えればと思います。 

役割、役員ですが、高等養護では入学するという生徒の保護者さんにお電話をして、

「受けていただけないですか。」という声をかけているようです。「やっぱり、なり手

がいないので、引き受けてほしいです。」ってお話をすると、「こういうことで大変で

す。」と、皆さん、いろいろな事情があるので、なかなか引き受けてもらえなかったで

す。 

「実は、私もたくさん役員も受けているので、実際、大変です。」とお伝えし、お願

いしますと伝えると「じゃ、仕方ないですが何とかやります。」ということで、今もし

ております。どのように、役員さんへお声をかけているのか知りたく、質問させてい

ただきます。 （山形県立上山高等養護学校） 

Ａ７ 本部役員についてですが、各種のＰＴＡ活動を通じながら、「楽しいよ。一緒にやら

ない？」と様子を見ながら直接的に話をしながら声がけをしています。地区部と専門

部については、例えば、高等部に入学したら高等部３年間の役員を決めます。これは

自薦を基本とし、決定しない場合はくじ引きなどで決定します。担当する学年ですが、

「今年は無理ですが、来年だったら。」「３年だったら。」等と選択してもらいます。入

学時で半強制になりますが、役員決めを行っています。 

ですが、途中で転校した場合、今度は補欠の検討を行いつつ、最終的に定員制に柔

軟を持たせること、本部サポーターや副会長がフォローせざるを得ない状況でもあり

ます。 

また、地区部のボランティア制は完全に自薦です。全体保護者会などで説明を行い、

地区ごとに集まって説明を行っています。ボランティア制になってからは「できるこ

とだったら。」と手を挙げてくれる方が多くなりました。例えば、私が所属する南部地

区では８名、ボランティアに手を挙げてくれています。このような形で現在は役員を

決めて行っています。 

Ｑ８ 地区部の説明に、行政とのこの懇談や要望活動とありましたが、具体的な取り組み

について伺いたい。 （秋田県比内支援学校） 

Ａ８ まず、市町村に対する陳情書ですが、該当する市町村のＰＴＡ会員の意見を集約し、

提出します。私が住んでいる吉見町では、陳情書を基に町長との懇談、陳情書に関す

る質疑応答が行われました。住んでいる地区の地域性などから、若干、要望の違いが

あるため、地区ごとに行うことを進めてまいりました。 

最近の傾向としては、各地区の方向性がある程度、一緒になってきていること、陳
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Ａ３ まず、年間４０回の活動の取りまとめについては、「森養ひまわり応援隊」の代表者

１名と事務局 1名が行っています。行事等によって、学校側から依頼される人数も違

うので、代表者と事務局で、その日に対応できる方に声をかけて、依頼のあった人数

を集めています。このように、基本的には、代表者と事務局で全て取りまとめていま

す。「森養ひまわりの」の経費については、後援会から補助金が出ますが、基本的にボ

ランティア団体なので、その中で賄うようにしています。「森養ひまわり応援隊」の登

録者からお金を徴収することは一切ありません。 

また、ＰＴＡ会費については、賛同する保護者と学校職員から徴収していますが、

現時点ですべての方が賛同してくださっています。 

Ｑ４ 結構、活動的な煩雑な回数になっているという印象を受けたのですが、連絡ツール

はどのようなツールを使ってらっしゃいますか？ （秋田県立比内支援学校ＰＴＡ） 

Ａ４ 連絡ツールはＬＩＮＥ、ショートメール、地域の方たちには「いつ、どんな活動を

しますので、来られる方はいつまでにご連絡ください。」という手紙を郵便で出してい

ます。人によっては、ボランティア活動のときに「次はこうなりますよ」と口頭で伝

えることもあります。それぞれにわかりやすい方法でみんなに連絡をとっています。 

回数的には結構多いと皆さん思ってらっしゃると思うのですが、環境整備と図書の

貸し出し支援は大体月に一回程度で、そのほかは、学校から依頼があったものに応援

するという形です。１人だけ参加するときもあれば１５人参加するときもあって様々

です。 

運動会や文化祭などの学校行事では、森養ひまわり応援隊の人たちも行事を楽しみ

ながらボランティアができるようにしています。例えば、保護者のボランティアの場

合は、自分の子どもが出番のときはしっかり写真を撮ったり見たりできるようにして、

出番が終わったら物品係やゴール係などをするようになっています。みんな臨機応変

に子どもの活動も見ながら、自分たちもその行事を一緒に楽しむ形のボランティアを

しています昨年度は１年間で延べ人数１８０人参加しました。 

Ｑ５ 地域の方を巻き込んだ素晴らしい活動をしていると感心しました。ただ、そのエリ

アは大きいですよね。大体中心のあたりの人を募っているのでしょうか。それから、

私たちは近くの商業施設を使ってバザーなどしていますが、そちらも、つがる柏のイ

オンなどを利用して行うことがあるのでしょうか。 （山形県立楯岡特別支援学校） 

Ａ５ ボランティアに参加できる方のエリアは、学校周辺が多いです。ただ、先程お話し

した事務局の方は、八戸から片道１００キロの道をかけて学校のボランティアに来て

います。ですから、学校のあるエリアも広いのですが、それ以外のエリアからもボラ

ンティアに来ていただいているのが現状です。 

もう一つのご質問ですが、冬にイオンモールで、「ふれあい作品展」という子どもた

ちの作品展示を行っています。当日は子どもたちが学校で作った物を販売したり、「森

養ひまわり応援隊」活動を紹介したりもしています。他にも地域の祭りである馬市ま

つりで販売活動を行ったり、郵便局や銀行、公共施設などに、子どもたちの作った物

を展示させてもらったりして、子供たちの様子がわかる活動を行っています。 

Ｑ６ ボランティアなどの参加について参考になりました。当校では同窓会、保護者会な

ども文化祭など応援していただいていますが、応援隊などは同窓会などに声かけをし
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て参加いただいているのでしょうか。 （チャット質問：岩手県立花巻清風支援学校） 

Ａ６ 卒業した児童生徒の保護者の方には声をかけています。同窓会はありますが、これ

まで声をかけていませんでした。でも、今年は福祉事業所で働いている卒業生が「森

養ひまわり応援隊」として活動してくれていますので、現在、同窓会での「森養ひま

わり応援隊」の紹介について検討しています。 

 

＜発表２について＞ 応答：埼玉県立東松山特別支援学校ＰＴＡ会長 長谷川 

Ｑ７ 長谷川会長さんのお話を伺っていて、会長さん自身がとても楽しんでいるなとお話

を聞いていて特に思いました。私もＰＴＡ活動を楽しくずっとしてきたものですから、

楽しい方たちとより一緒にできたらなという思いで、お話を伺えればと思います。 

役割、役員ですが、高等養護では入学するという生徒の保護者さんにお電話をして、

「受けていただけないですか。」という声をかけているようです。「やっぱり、なり手

がいないので、引き受けてほしいです。」ってお話をすると、「こういうことで大変で

す。」と、皆さん、いろいろな事情があるので、なかなか引き受けてもらえなかったで

す。 

「実は、私もたくさん役員も受けているので、実際、大変です。」とお伝えし、お願

いしますと伝えると「じゃ、仕方ないですが何とかやります。」ということで、今もし

ております。どのように、役員さんへお声をかけているのか知りたく、質問させてい
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ありがとうございました。そして、本日までのご準備ご苦労様でした。 

さて、私、本日助言者としてここにいますが、助言というより感じ

たことや皆さんにお伝えできることなどをお話しできればと思って

おります。 

最初に少しだけ私自身のＰＴＡ活動のことをお話ししたいと思い

ます。私は本年の開催地の鶴岡市にある山形県立鶴岡養護学校に、娘

が小学部１年から高等部３年まで１２年間お世話になりました。その

時にＰＴＡ会員の方から、負担感があるとか、働いているから参加が難しいという声がた

くさんありました。これは、どの学校でもＰＴＡ活動のあり方が課題となっていることと

同じと思います。少しでも会員の皆様に全国の情報をお届けしたいと思い、この全国研究

協議大会へは、平成２５年の鹿児島大会から札幌、秋田、東京、京都、栃木と６回参加さ

せていただきました。 

今、私の娘は障害程度区分６、最重度です。その娘を伴ってのこの全知Ｐへの参加は３

回。本当に珍道中というくらい大変なものでした。でもこれに参加したことによって、各

県のＰＴＡがとても活発で積極的なこと、そして皆さん子供を思う親の強さを感じました。

この時の全国の熱量と雰囲気を、会員の皆様にお伝えできたかなと思っております。そし

て私自身、参加したことが今のこの原動力になっていると感じています。参加したことに

とても意義があったと思います。 

それでは、本日の発表についてお話しをさせていただきます。 

どちらの学校も「もりりん」、「ぼっくりん」というかわいいキャラクターがありました。

東松山特別支援学校の「ぼっくりん」は、ホームページで見つけました。永遠の１２歳と

書いてありました。これは子供たちにも地域の方へも親しみを感じさせるのではないかな、

と思いました。 

私の学校にはありませんでした。というか、そういうアイデアが浮かばなかったという

ことです。また、どちらの学校にもホームページにＰＴＡの活動が紹介されていて、それ

だけ充実したＰＴＡ活動であるということが伺えました。また、地域への働きかけをして

いるということもわかりました。 

２校とも広いエリアから通学されている児童生徒が多くいるという印象でした。ここ鶴

岡市も、市町村合併後、東北一面積が広い鶴岡市になり、特別支援学校は２校、県立鶴岡

養護学校、県立鶴岡高等養護学校があり、どちらも広範囲からの通学です。しかし、スク

ールバスの送迎は行っていないので、福祉サービスの送迎または保護者の送迎、寄宿舎の

利用となっています。住んでいる地域外の学校に通学しなければならない。これは皆様の

学校とも同じと思います。 

昨年、私が参加した研修で、スウェーデンとノルウェーにおける教育制度というのを伺

う機会がありました。先ほどの全体会の文科省の行政説明にも、在籍率ということで少し

ありましたが、まずスウェーデンの教育制度、これは、特別支援学級はない、原則統合、

いわゆる通常校に通うことが原則ということでした。 

知的障害特別学校に進むには、これは特に個別の支援を必要とする子どものことですが、

教育、医療、心理、社会面の４領域の条件をクリアしなければならない。知的障害特別学

校の選択は権利であって義務ではないという考え方。これにはとても驚かされました。 
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情書作成は、かなりの負担があるということを踏まえ、本部で集約したものを各市町

村へ提出しています。また、陳情書を基に懇談会を持ち、各役員が伺い、お話をする

形で進めています。 

Ｑ９ 具体的な陳情内容について教えていただけますか？ （秋田県比内支援学校） 

Ａ９ 卒業後の話になります。作業所等に通い、午後３時、４時に帰宅してきた居場所の

問題です。帰宅する子どもたちのために、保護者が働き方を変えるのか？仕事をやめ

るのか？と切羽詰まった問題です。放課後等デイサービスと同じとまでは言いません

が、似たような制度はできないでしょうか？と毎年、県や市に陳情を上げております。

先日、町長との懇談会においても同じ話題があがり、「今、ある制度を使ってください。」

「デイサービスの方のシステムを使ってください。」というお返事が多いのです。それ

でも、伝え続けることで何かが変わるかもしれないという思いから、保護者として切

実なお願いをしています。また、放課後等デイサービスの料金が収入によって利用す

る金額が違います。具体的には４千円くらいから３万円ぐらいまで違い、差額は何故

なのか、陳情書に明記して回答を聞かせていただくこともあります。 

別件で、私事ですが視力検査についてです。息子は知的障害のあることから視力検

査を行っても測定できない状況が続いていました。小学校５年生の時、「障害者も測れ

ますよ」と初めて眼科へ連れて行きました。息子は「早く専用のメガネをかければ治

る」という子供の近眼でした。６歳頃からかけていれば治るはずだったようですが、

気づくのが遅くなり、完全には治りきらない状況です。このことを踏まえ、眼科へ受

診できることなどの情報を早い段階で保護者に教えてほしいと陳情書にあげたことが

あります。現在、３歳児が専用の機械で視力を測る環境が少しずつ定着しつつあり、

言葉で視力が測れない子どもの視力障害が判断できる時代になってきていることから

も陳情書に明記したことが有効ではないかと考えています。 

Ｑ10 革命に感動しました。教員の負担軽減の点で何か取り組まれたことなどありました

ら教えていただけますか。 （チャット質問：王子特別支援学校） 

Ａ10 教員の負担軽減に特化したという形ではないのですが、児童生徒の増加等のため利

用できる学校施設に限りがあります。行事などを行うにあたり、学校と相談しながら、

「どのエリアをどのぐらい使えるか」調整しています。また、イベント（ＰＴＡ祭り）

を校外で実施することで、教員も保護者も負担の軽減につながっているのではないか

と考えています。 

 

 

Ⅲ 第３分科会助言 

助言者 株式会社 Diverse Life 管理者 長谷川  薫 氏 

 

皆さん、こんにちは。第３分科会助言者を担当させていただきます長谷川薫と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

ご発表いただきました、青森県立森田養護学校ＰＴＡ会長 伊藤様、埼玉県立東松山特

別支援学校ＰＴＡ会長 長谷川様、それぞれの学校における特色あるＰＴＡ活動のご発表
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らっしゃった八戸、弘前、青森市、十和田市などから何度か呼んでいただいております。

また今年の１１月、青森におじゃましますので、青森のみなさんよろしくお願いします。 

続きまして、発表２の埼玉県立東松山特別支援学校の、本校のＰＴＡ活動について。「「ス

リム化」×「楽しく♫」～内から外へ繋がるＰＴＡ～」ということで、私と同じ苗字の長谷

川会長さん、こちらも私が勝手に親近感を持っております。 

こちらのＰＴＡ活動は、保護者からの声として、ＰＴＡ活動の負担感、そしてＰＴＡ活

動のあり方、保護者のライフスタイルの変化などから、本校におけるＰＴＡのあり方と活

動の内容の見直しを取り組んだということです。１つ目の取り組みとして、できる活動へ

参加するボランティア制の導入、組織編制の見直し、スリム化。誰もが進んで参加しやす

いＰＴＡ活動のきっかけとし、活動内容を見直したら積極的に参加する会員が増えたとい

うことで、見直すということは大切だということがわかりました。きっと皆さん楽しかっ

たと思います。会長を見ると楽しかったんだろうな、ということが想像できます。 

２つ目の取り組みとして、「楽しく内から外へ」ということで、日本スリーデーマーチへ

の参加。参加希望する児童生徒、保護者、教職員が参加したことにより、地域の方から「が

んばって」の声がけ、参加されている一般の方と挨拶を交わしたりと。地域の方から声を

かけていただいたということはとても励みになり、また、保護者にとっては自分の子ども

が声をかけてもらっていることは、とても嬉しく思うことと思います。楽しい時間の共有、

地域とつながる一歩、ウォーキングという健康増進、維持も兼ねて、いいことづくしのよ

うに思いました。自分たちから外へ出るということで、将来地域で暮らしていく児童生徒

にとって大切な機会と思います。本人にとって、地域にたくさん知り合いができるという

ことは、見守っていただいている目がたくさん増えるということにつながり、暮らしやす

い地域になると思っております。 

私も経験がありますが、障がい児親子のボランティア団体の活動で、地域にたくさんの

知り合いを作るということを目的にした取り組みを行っていました。ボランティアさんと

一緒に地域でお手伝いをすると、活動中に全く見ず知らずの方が障がいのある子どもに温

かい声をかけてくれたのです。地域の中にいるという実感と、この地域の中にいてもいい

んだっていう安堵を私は感じました。外へ出て行かなければわからなかったことや人の温

かさ、大切なことが得られました。このウォーキングを通して行ったＰＴＡ活動は、地域

とつながるための架け橋になっていると思います。この本校におけるＰＴＡのあり方と活

動の見直しの取り組みは、どこの学校でも課題とされていることに対して、正面から取り

組み、革命を起こしたと言ってましたけれど、他の学校のＰＴＡ活動の参考になると思い

ました。 

全国的なＰＴＡ活動への負担感のあり方が課題となっていることから、どちらの学校の

ＰＴＡ活動も、ボランティア活動の要素を取り入れて参加しやすい状況にしていることが

特徴のように感じました。そして、活動された保護者自身も無理なく参加することにより、

日頃の子供のお世話や自分自身の生活にまた気持ちを向ける力にもなっているのではない

でしょうか。子供の笑顔が保護者の笑顔になっていると思います。 

最後に、ここに参加された皆様にとりまして、力強い活動の紹介だったと思います。コ

ロナ禍からの新たな取り組みとして行われた活動成果から、また新たな工夫を重ね、今後

も続けていってほしいと思っております。 
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また、ノルウェーにおける教育制度は、特別学校が１９９２年に廃止されたそうです。

国のセンターが、小中学校に相当する基礎学校、これは通常校を支援する体制にあり、基

礎学校の特別学級が多様な子どもの受け皿となっている。これは日本でもそうですが、こ

こからで、基礎学校には、その子どもの専用の個室があり、落ち着くための場所であって、

そこでは授業をしないけれども、先生が必ずいっしょにいる。特別支援教育を受ける権利

があるという考え方です。基本的にどんな子どももみんなと一緒に教育を受けるという考

え方がベースにあり、その上で特別支援教育を受ける権利があるということです。地域の

学校に通うことが原則で、その学校に入るときに親が何週間か付き添うようですけれども、

その間の親の所得の保障もあるということです。このように特別支援教育のあり方は国に

よって、また日本では県によりスクールバスがあるとかないとか、障がいのある子どもの

環境がこれだけ異なるということです。ちょっと余談となりましたが、考え方に驚かされ

たので、ちょっとお話しさせてもらいました。 

それでは、初めの発表の青森県立森田支援学校様。「心強い子どもたちの応援団」という

ことで、「森養ひまわり応援隊」をご紹介いただきました。 

まず、通常のＰＴＡ活動。コロナ禍での感染予防対策から出たアイデアとして、グッズ

を制作し、児童生徒・教職員へプレゼントしたこと。ネーム入りハンカチ、かわいい校章

が入ったマグカップ、学校のキャラクター「もりりん」のプリントされたトートバッグな

ど。これはＰＴＡと学校、子どもたちが使えるものの商品は同じものを持っているという

ことから、つながりと絆を感じられたのではないでしょうか。 

学校のキャラクター「もりりん」は学校との関係を親しみやすいものにすると思います

し、子どもたちにとってもわかりやすく楽しい気持ちになると思います。 

また「森養ひまわり応援隊」。年間の活動がなんと４０回という回数にとても驚きました。

希望する保護者が参加するボランティア組織。図書貸し出し支援として、市立図書館から

の本を借りる、返却の代行、環境整備、花壇やグラウンドの整備、おもちゃの消毒など。

また、学校行事や授業の手伝い、依頼されたことのお手伝い。これは先生が安心して子ど

もの支援に専念できるようにという先生への敬意が感じられました。どれもお手伝いとい

うボランティア活動から、保護者の交流、子どもの悩み相談、情報交換の場にもなってい

る大切な活動になっていると思います。 

障がいのある子どもを育てることって大変なことが多いと思いますし、情報交換から子

どものために何かが得られたりするという場所はとても大切だと思います。私も保護者間

の何気ない会話からたくさん助けられ、学ぶことは多かったと思いました。この２つの応

援団は、子どもたちの笑顔が原動力というのがとても素晴らしく、子どもの笑顔こそが活

力になると思います。今後も続けていっていただきたいと思います。 

そして私事ですが、青森と聞くととても身近に感じます。というのも、ボランティアと

して「知的発達疑似体験」という講演を請け負っています。依頼を受けてから出動してい

るのですが、対象は地域の方から学校の子どもたち、学校の先生、福祉関係者、市役所職

員などすべての方が対象になっています。障がいのある方がお世話になるかもしれないと

いうことで、警察学校や消防学校へも毎年依頼を受けて行かせてもらっていただいていま

す。 

そして、なんと青森は県外からの依頼がナンバーワンで、森田養護学校の工藤さんがい
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第４分科会 

〈テーマ〉 楽しくつながる ～特色あるＰＴＡ活動②～ 

Ⅰ 発表の概要 

発表１ 《中国四国ブロック》 

発表者 島根県立石見養護学校（知的 小・中・高 計２５名） 

ＰＴＡ会長 三浦 健史 

「みんながつながる石養のＰＴＡ活動」 

本日は「みんながつながる石養のＰＴＡ活動」をテーマに発表させていただきます。ま

た、石見養護学校の校長 松島のサポートと一緒に進めさせていただきます。 

はじめに、本校は中国地方の北部にある島根県にあります。東西に長い島根県には、八

雲立つ神話の里・出雲、悠久の島・隠岐、そしてなつかしの国・石見、３つの地域があり

ます。言葉や文化が少しずつ違う３つの地域、それぞれに魅力があります。 

島根県の観光地等をいくつか紹介します。出雲地域には国宝・松江城、宍道湖の夕日は

夕陽１００選に選ばれるほど美しい景色です。自動車メーカーのＴＶＣＭで知っている方

おられるかと思うのですが、「ベタ踏み坂」という有名な坂があり、島根と鳥取をつなぐ坂

道があります。また、縁結びの神様でおなじみの大国主大神で有名な「出雲大社」と日本

３大そばの一つ「出雲そば」。石見地域には鉱山遺跡としてアジアでは初めて世界遺産に登

録された「石見銀山遺跡とその文化的景観」があります。「出雲大社」は多分皆さん知って

いるかと思います。高校野球も球児たちが大変熱戦を繰り広げて感動的だったのですが、

「大社高校」ナインも９２年ぶりにベスト８ということで大変盛り上がりました。 

古来より石見地方に伝わる伝統芸能「石見神楽」があります。隠岐地域にはユネスコ世

界ジオパークに認定された隠岐諸島があり、高さ２０メートルの岩の頂に夕日が落ちると

き、ろうそくに明かりが灯ったように見える「ろうそく島」等の景観が見られます。魅力

満載ですので、ぜひ島根県に来てください。 

島根県の石見地域の山間部に邑智郡邑

南町というところがあり、そこに本校が

あります。邑南町の川には国の特別天然

記念物オオサンショウウオが生息してお

ります。邑南町では、親しみを込めて「ハ

ンザケ」と呼んでいます。学校近くの川の

ほとりを散策していた松島校長先生が見

つけたオオサンショウウオの画像です。

このように、近くの川でたまに見ることもでき、大変身近なオオサンショウウオです。こ

ういった自然豊かな地域で、児童生徒は学んでおります。 

本校は、全校児童生徒あわせて２５名の小規模校です。本校の歴史は、昭和４３年に石

見町立くるみ学園設置に伴い、特殊学級が小学校に２学級、中学校に１学級併設されたこ
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学校を卒業してから地域で長い時間を暮らしていく子供たちにとって、学校での時期は

地域へ出るための準備でもあると思います。ＰＴＡ活動はその架け橋となる活動と思いま

す。私は現在、学校を卒業した障がいのある方のグループホームを運営しております。障

がいのある子供たちには生きる力を、持ってもらいたいと思っています。これは発表いた

だいたどちらの学校の教育目標にもあったことです。障がいのある子供たちがニコニコ笑

顔で暮らしていけるためにも、どうぞ活発なＰＴＡにしていってほしいなと思っておりま

す。 

発表されました伊藤会長様、長谷川会長様、ありがとうございました。 
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第４分科会 

〈テーマ〉 楽しくつながる ～特色あるＰＴＡ活動②～ 
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け、ＰＴＡ活動にも参加しやすく、協力も得やすくなったと感じています。 

２つ目は、体育祭のＰＴＡ種目についてです。これまでなかなかコロナ等の関係ででき

なかったところもありましたが、今年度から復活し、多くの保護者の方やご家族、地域の

方に参加していただき、大変交流を深めることができました。この、「新しい石養のリーダ

ーズ」、「新しい学校のリーダーズ」にかけたものなんですが、仮装した校長先生、教頭先

生と私とともに盛り上がり、コミュニケーションをさらに図れる場となりました。保護者

の皆さんからは、「一緒に競技に参加することができてよかった。」「皆さんとのコミュニケ

ーションもとれてうれしかった。」などの感想や、「ボールをみんなで送ったり、長縄跳び

をしたりなど、ＰＴＡのみんなで協力できる競技を取り入れてもよいのでは。」と積極的な

競技への提案をいただくこともできています。来年度以降についても、いただいた意見を

参考にして内容を工夫し、保護者も地域の皆様も共に楽しめる、パワーアップした取り組

みを行っていきたいと思っています。 

３つ目は、「ＰＴＡふれあい活動」です。

今年度は７月２７日土曜日に行いまし

た。２５家族中１６家族の参加、総勢８４

名での活動となりました。今年は「石養オ

リエンテーリング夏祭り」と「紙飛行機大

会」をしました。これまでは、なかなか難

しかったのですが、今年はコロナ対策の

緩和で参加者も増え、大変盛り上がりま

した。シールを集めながら、各ブースに行ってイベントに取り組むという、ちょっとゲー

ム性を持たせたオリエンテーリングと、最後にみんなで紙飛行機大会を行いました。紙飛

行機大会は距離も競うんですけど、デザイン部門として飛行機のデザインをいろいろ考え

たものを描いて作ってもらいました。その２部門の表彰も大変盛り上がりました。参加し

た児童生徒からは「めっちゃ楽しかったです。」「去年よりも人数が多くてとても楽しかっ

た。」「またやりたい。」などの感想がありました。 

保護者や家族からは「家族で参加。小中高一緒に参加できる行事はここならでは。」「家

族や周りの笑顔に囲まれた。気持ちよかった。」「子どもたちと一緒に楽しめたこと、他の

保護者さんや先生方等と一緒に楽しめたのですごく嬉しかった。」「今後も続けてください。」

などの感想がありました。もちろん「カナウハズ」からも参加をしていただき、盛り上げ

ていただきました。 

ＰＴＡ役員会では、どんなオリエンテーリングにすればみんなが楽しめるか、紙飛行機

大会に距離だけではなくデザイン賞も設

けようなど、企画会議で知恵を絞りまし

た。行事部のＰＴＡふれあい活動担当の

皆さんは、前日に景品を並べたり、各ブー

スの表示を作ったりするなど、みんなが

楽しめるように準備をしました。役員会、

前日準備、当日と、みんなが楽しくつなが

る取り組みになったと思います。 
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とに始まりました。昭和４５年に元中学校校舎を仮校舎として使用し、石見町立くるみ養

護学校が開校。昭和５５年に県立移管され、島根県立石見養護学校となり現在に至ります。

本校周辺には、障害者・障害児支援施設が３つありまして、四ツ葉のクローバーに象徴さ

れる幸せを願い、この福祉エリアを「四ツ葉の里」と呼んでいます。様々な支援を必要と

する人たちの福祉の増進と社会参加の促進のために、お互いに連携して活動しています。 

次に、本校ＰＴＡ活動を紹介します。本

校ＰＴＡは、会長１名、副会長２名、監事

が２名、評議員が若干名、今年度は４名で

す。幹事２名を基本に役員会を形成して

います。顧問を必要に応じて置くことが

でき、今年度は卒業生保護者会「カナウハ

ズ」から３名の方に活動を支援していた

だいています。令和４年度までは、役員と

会員は、行事・厚生部と研修・広報部のいずれかに所属して活動を行っていました。しか

し、児童生徒数の減少に伴う会員数の減少や新型コロナウイルス感染症対策のために活動

内容が変化したことから、令和５年度からＰＴＡの運営を変更しました。 

みんなでＰＴＡ活動を盛り上げていくために行事ごとに担当を決め、企画や準備、運営、

ＰＴＡだよりの発行までを協力して行っています。ＰＴＡ研修会やＰＴＡ懇親会、井戸端

会議については、役員を中心に企画・準備・運営を行っています。図の一番下になります

が、卒業生保護者会「カナウハズ」にＰＴＡ活動の支援をしていただいています。 

卒業生保護者会「カナウハズ」は、歴代ＰＴＡ会長会の卒業後も学校のためにできるこ

とをしたい、協力したいという思いからスタートしました。現在は石見養護学校を応援す

る立場として、ＰＴＡ活動や学習活動等に協力をしていただいています。具体的には、Ｐ

ＴＡ行事への参加・協力、この後発表しますが、井戸端会議への参加、太鼓指導等の学習

活動への協力を行っていただいています。本校の顧問制度と「カナウハズ」の存在は、会

員数の少ない本校のＰＴＡ活動を支える重要な役割を果たしています。 

「カナウハズ」の皆さんに活動に入ってもらうことで、これまでの経験からいろいろな

相談ができたり、いろいろな方向性を導き出したり、大変ありがたい会として携わってい

ただいています。役員会も定期的に行い、その役員会にも「カナウハズ」の中から顧問と

して参加をしていただいています。 

次に、「みんながつながる石養のＰＴＡ活動」の具体的な取り組みを発表します。 

１つ目は、「顔合わせの会」です。新型コロナウイルス感染症拡大予防対策によりＰＴＡ

活動が制限され、保護者同士が一緒に活動する機会も少なく、お互いのことがあまり分か

らない状況が数年続いていました。そこで、何かできることはないかと考え、令和５年度

からＰＴＡ総会の前に保護者の顔合わせを行うことにしました。「顔合わせの会」で、保護

者にはわが子や孫の好きなことや得意なところ、すごいところなどを発表してもらってお

ります。 

子どもの顔の写真を画面に提示しながら、保護者が語る話をみんなで聞くというもので

す。今年もいろいろな紹介がありました。これにより、子どもさんと保護者の顔が一致し

て、自己紹介から得た話題で会話をする機会も増えました。お互いを知ることで緊張が解
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護者同士縦のつながりもできるなど、人数が少ないことを強みとし、人数が少ないからこ

そできる活動を工夫しているところです。ｗｉｔｈコロナの現在、その時々でできること

を考えて、みんなでつながることを大事にした石見養護学校のＰＴＡ活動をこれからも工

夫していきたいと思っております。以上で発表を終わりたいと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

発表２ 《九州ブロック》 

発表者 鹿児島県立鹿児島南特別支援学校（知肢病併置 小・中・高 計３７２名） 

ＰＴＣＡ会長 山田 拓也 

「鹿児島南特別支援学校ＰＴＣＡの取り組み」 

皆様こんにちは。鹿児島から参りました鹿児島南特別支援学校ＰＴＣＡの会長を務めて

おります山田と申します。今回この度、鶴岡にお邪魔させていただいたんですけれども、

鶴岡はその昔、庄内藩ということで、私ども鹿児島薩摩の西郷隆盛が大変お世話になった

という歴史もありました。この度機会をいただいて、このような形で鶴岡に来れたことを

大変嬉しく思っております。ありがとうございます。 

それでは、発表させていただきます。「ＰＴＣＡ」っていうのをお聞きになられた方もい

るかもしれないです。今までのＰＴＡとは違って、後ほど説明しますが、地域の「Ｃ」、コ

ミュニティを入れた「ＰＴＣＡ」という名称でウチは始めております。 

まず、学校の概要です。鹿児島市の南の方にございます。令和５年４月１日に開校した

ばかりの学校です。小学部が１９２名、中学部が８０名、高等部が１００名の計３７２名。

肢体不自由のみの子が６名、知的が３０４名、重複が５３名、訪問が９名という学校です。

もともとは今から６３年前に、「整肢園」という肢体不自由の治療教育から始まった学校で

す。昭和５０年に鹿児島県立鹿児島養護学校伊敷分校になり、昭和５８年には鹿児島県立

伊敷養護学校として新たに設置され、その後、平成２年に桜ヶ丘という場所に移転し、桜

丘養護学校で約４０年やってきました。そして、令和５年４月からこの桜丘養護学校をベ

ースに、鹿児島養護学校、武岡台養護学校、また鹿児島市南部の小中学校からの児童生徒

を入れ、鹿児島南特別支援学校という新しい形でスタートした学校です。 

これが学校の概要で、写真で遠くに桜

島が見えます。この写真ではあまり噴火

してないですけど、ほとんど毎日噴火し

ています。本当に新しくこの校舎も建て

直していただいて、新しい場所に作って

いただいて。体育館は冷暖房完備で床暖

房までついていて、トイレもすごく広く

て、廊下も広い６メートルの廊下です。子どもたちものびのびと学校生活を楽しんでいる

ところです。ちょっと自慢をさせていただくと、昨年の１０月に鹿児島国体がありまして。

その閉会式の後、秋篠宮家 佳子様が本校をご視察に来ていただき、うちの児童生徒が対応

させていただいたと。すごく青い鮮やかなお召し物を着られて、ご視察に訪れてというこ
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４つ目は、井戸端会議です。今年度はＰＴＡふれあい活動に合わせて行い、１６家族、

保護者２２名の参加がありました。学年や学部でグループを分け、一つのグループに保護

者が３〜５名、歴代ＰＴＡ会長会から１〜２名、記録で教員が１名入ります。今年の設定

時間は約１時間で「歴Ｐ会」の方の進行により会がスタートしました。話題は福祉サービ

スの利用や進路について、日頃の子育ての悩みと、本当にもう小さなことから大きなこと

まで、どんなことでも悩みをここで打ち明けられるというところで開催をしています。保

護者からは「話せて気持ちが軽くなった気がします。」「あるある話でうちだけじゃないと

安心することができました。」「同級生の家族との意見交換、そしてサポートしてくれた方

の話が聞けて勉強になりました。」など、いろいろ感想をいただいています。 

悩みはそれぞれ違っていても、同じ保

護者の立場で話ができる、アドバイスを

いただける、こんなつながりが本校の良

いところだと感じております。また、「年

一回では少ない。」「何回かしたい。」「もう

少し時間があるとよい。」「もっと話がし

たかった。」との声も聞かれています。皆

さんからの意見を受け、今後についても

検討していきたいと思っています。 

５つ目は、本校の愛唱歌です。本校には、オリジナルソング「出会いそして未来へ」と

いう曲があり、児童生徒、保護者、教職員が入学式やＰＴＡ行事等で歌い継ぎ、愛唱歌と

して親しんでいます。平成２１年度に当時のＰＴＡ有志が子どもの誕生から就学、そして

就労へと成長していくさまと、親の思いや気持ちを込めて作詞し、誰もが歌いやすく親し

みやすい曲をということで作曲されて誕生しました。この曲を本校のウェブページで聴く

ことができますので、ぜひ本校のウェブページをご覧ください。 

今年のＰＴＡふれあい活動の写真です。会の最後にみんなでこの曲を歌っています。ち

なみに、マイクを持って歌っている方が作詞をされて、ギターの演奏をされている方が作

曲を担当されました。今なお卒業生保護者会「カナウハズ」として、そしてＰＴＡ顧問と

して、本校のＰＴＡ活動を支え続けてくださっています。この歌詞の入ったポロシャツ等

を作り、ＰＴＡ活動で着用することでＰＴＡの結束を強める一助にもなっております。い

ろいろな種類があって、選べるようになっています。毎年買われる人もいます。 

ここでまた余談ですけど、このギター

とボーカルをされている方はバンドを組

んでおられまして、以前、山陰の方では

「V-air あまばん」という音楽の登竜門

があるんですが、そちらにエントリーし

たことがあります。その時のグランプリ

が「Official髭男 dism」だったらしいで

す。 

終わりになりますが、本校は少人数の学校です。人数が少なくて大変なことはあります

が、みんなの顔と名前が分かる、「カナウハズ」の支援で活発な活動につながっている、保
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護者同士縦のつながりもできるなど、人数が少ないことを強みとし、人数が少ないからこ

そできる活動を工夫しているところです。ｗｉｔｈコロナの現在、その時々でできること

を考えて、みんなでつながることを大事にした石見養護学校のＰＴＡ活動をこれからも工

夫していきたいと思っております。以上で発表を終わりたいと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

発表２ 《九州ブロック》 

発表者 鹿児島県立鹿児島南特別支援学校（知肢病併置 小・中・高 計３７２名） 

ＰＴＣＡ会長 山田 拓也 
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それでは、発表させていただきます。「ＰＴＣＡ」っていうのをお聞きになられた方もい

るかもしれないです。今までのＰＴＡとは違って、後ほど説明しますが、地域の「Ｃ」、コ

ミュニティを入れた「ＰＴＣＡ」という名称でウチは始めております。 

まず、学校の概要です。鹿児島市の南の方にございます。令和５年４月１日に開校した

ばかりの学校です。小学部が１９２名、中学部が８０名、高等部が１００名の計３７２名。

肢体不自由のみの子が６名、知的が３０４名、重複が５３名、訪問が９名という学校です。

もともとは今から６３年前に、「整肢園」という肢体不自由の治療教育から始まった学校で

す。昭和５０年に鹿児島県立鹿児島養護学校伊敷分校になり、昭和５８年には鹿児島県立

伊敷養護学校として新たに設置され、その後、平成２年に桜ヶ丘という場所に移転し、桜

丘養護学校で約４０年やってきました。そして、令和５年４月からこの桜丘養護学校をベ

ースに、鹿児島養護学校、武岡台養護学校、また鹿児島市南部の小中学校からの児童生徒

を入れ、鹿児島南特別支援学校という新しい形でスタートした学校です。 

これが学校の概要で、写真で遠くに桜

島が見えます。この写真ではあまり噴火

してないですけど、ほとんど毎日噴火し

ています。本当に新しくこの校舎も建て

直していただいて、新しい場所に作って

いただいて。体育館は冷暖房完備で床暖

房までついていて、トイレもすごく広く

て、廊下も広い６メートルの廊下です。子どもたちものびのびと学校生活を楽しんでいる

ところです。ちょっと自慢をさせていただくと、昨年の１０月に鹿児島国体がありまして。

その閉会式の後、秋篠宮家 佳子様が本校をご視察に来ていただき、うちの児童生徒が対応

させていただいたと。すごく青い鮮やかなお召し物を着られて、ご視察に訪れてというこ
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４つ目は、井戸端会議です。今年度はＰＴＡふれあい活動に合わせて行い、１６家族、

保護者２２名の参加がありました。学年や学部でグループを分け、一つのグループに保護

者が３〜５名、歴代ＰＴＡ会長会から１〜２名、記録で教員が１名入ります。今年の設定

時間は約１時間で「歴Ｐ会」の方の進行により会がスタートしました。話題は福祉サービ

スの利用や進路について、日頃の子育ての悩みと、本当にもう小さなことから大きなこと

まで、どんなことでも悩みをここで打ち明けられるというところで開催をしています。保

護者からは「話せて気持ちが軽くなった気がします。」「あるある話でうちだけじゃないと

安心することができました。」「同級生の家族との意見交換、そしてサポートしてくれた方

の話が聞けて勉強になりました。」など、いろいろ感想をいただいています。 

悩みはそれぞれ違っていても、同じ保

護者の立場で話ができる、アドバイスを

いただける、こんなつながりが本校の良

いところだと感じております。また、「年

一回では少ない。」「何回かしたい。」「もう

少し時間があるとよい。」「もっと話がし

たかった。」との声も聞かれています。皆

さんからの意見を受け、今後についても

検討していきたいと思っています。 

５つ目は、本校の愛唱歌です。本校には、オリジナルソング「出会いそして未来へ」と

いう曲があり、児童生徒、保護者、教職員が入学式やＰＴＡ行事等で歌い継ぎ、愛唱歌と

して親しんでいます。平成２１年度に当時のＰＴＡ有志が子どもの誕生から就学、そして

就労へと成長していくさまと、親の思いや気持ちを込めて作詞し、誰もが歌いやすく親し

みやすい曲をということで作曲されて誕生しました。この曲を本校のウェブページで聴く

ことができますので、ぜひ本校のウェブページをご覧ください。 

今年のＰＴＡふれあい活動の写真です。会の最後にみんなでこの曲を歌っています。ち

なみに、マイクを持って歌っている方が作詞をされて、ギターの演奏をされている方が作

曲を担当されました。今なお卒業生保護者会「カナウハズ」として、そしてＰＴＡ顧問と

して、本校のＰＴＡ活動を支え続けてくださっています。この歌詞の入ったポロシャツ等

を作り、ＰＴＡ活動で着用することでＰＴＡの結束を強める一助にもなっております。い

ろいろな種類があって、選べるようになっています。毎年買われる人もいます。 

ここでまた余談ですけど、このギター

とボーカルをされている方はバンドを組

んでおられまして、以前、山陰の方では

「V-air あまばん」という音楽の登竜門

があるんですが、そちらにエントリーし

たことがあります。その時のグランプリ
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終わりになりますが、本校は少人数の学校です。人数が少なくて大変なことはあります

が、みんなの顔と名前が分かる、「カナウハズ」の支援で活発な活動につながっている、保
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ＰＴＡの会計も学校の教育の活動、子どもの活動に使うものと、あと本当に純粋にＰＴ

Ａの活動に使うものとが混在してたので、それも完全に仕分けをしました。学校の経費、

学校として教育活動に使うような子ども達に公平的に使わなければいけないお金と、活動

で一部の人が使う費用というのを仕分けしました。根本の規約というのも大幅に見直しを

して、その中でこのＰＴＣＡというものを案として考え、その当時の役員や先生方といろ

いろ協議をしました。 

鹿児島南特別支援学校が、令和５年に３つの養護学校、地域、小中学校で、この学校に

入りますっていう入学を決めた家庭に、ここのＰＴＣＡというのはどういうものですよっ

ていう説明文を、役員の方、説明文を各家庭に配布し、また役員募集も行いました。役員

の候補者を決めた後に、各家庭にＰＴＣＡの案をさらに配布して、ＱＲコードで質問を受

け付け、開校した後に説明会を行い、全員に質問への回答も配布し、最初の令和５年度の

ＰＴＡ総会でＰＴＣＡという形に変えるという規約の変更です。名称と規約の変更もし、

また期間を設けて入会辞退を受け付けました。 

令和５年度は「入会されない方は辞退してください」、という形でしたけれども、令和６

年度は完全に、「入会される方、入会されない方はその意思を表明してください」という意

思確認書を今とっております。 

先程の話ですけれども、ＰＴＣＡとい

うのは、コミュニティを加えたアソシエ

ーションです。会員は、入退会は年度ごと

で任意です。意思確認書を提出いただい

て、今年は「入会します」とか、「入会し

ません」というのを提出していただくと

いう形に今しております。うちは正会員

と特別会員、賛助会員と、会員が３つあり

まして。正会員はまず在校生の保護者と在校の教職員。これは皆さんと同じＰＴＡの会員

です。それが正会員という形で年会費が今３,０００円です。令和６年度の会員数が今３４

３名で、入会率は保護者の方は５１．４％、教職員の方が８６．５％で、合わせて入会率

は６２．９％。うちは保護者だけじゃなくて、教職員の方も入る入らないは年度ごとで自

由に選択していただける形になっています。 

特別会員というのが卒業された保護者の方とか、転校された保護者の方とか、またあと

地域のボランティアの方々です。近くに大学校もあり、大学校の福祉課程の学生さんたち

も、ボランティアとして特別会員に入っていただいています。地域コミュニティーの代表

者ということで、例えば町内会長さんとか、いろいろな地域の方々にも特別会員で入って

いただいています。この学校に関わりたいとか、子どもたちに関わりたいという方には入

っていただいています。昨年度からの学校ですけど、もう昨年度で１年目だけで終わって、

今年はもう転勤された職員の方も数名はこの学校にまだ関わっておきたいってことで、特

別会員ということで入っていただいてます。こちらの方々は年会費は０円になってます。 

次に賛助会員というものが、普段お世話になってる福祉事業者さんです。他にも地域の

企業、お店などの方に入っていただくことを想定して作っていまして、年会費が１万２０

００円で、８月現在ではまだ６社です。保護者が経営している企業や地域の会社さん、お
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とでございました。残念ながら保護者は一切入ることができませんでしたので、会長であ

っても、ただ外から見るだけしかできないというような状況でした。 

このＰＴＣＡを始めるにあたって少し自己紹介をさせていただきます。このＰＴＣＡ、

桜丘養護学校の時に、会長というものを２年間やりました。そしてこの鹿児島南になって、

今また２年目の会長でございます。私には４人の子どもがいまして今、ウチは父子家庭な

のですが本当に恥ずかしい話なんですけれども、子どもが４人いても、全く学校やＰＴＡ

に私が関わってきておらず、本当に運動会に行くぐらい。授業参観ももうほとんど行かな

いような感じだったんです。でも父子家庭になった時、初めてその家事と育児に向き合っ

て、本当に色々な大変なことがあったんです。一番気になったのが、自分にもし何かあっ

た時に障害のある三男がどうやって生きていくんだろうっていうのを本当に真剣に悩みま

した。それまで学校に何のツテもなかったですし、三男がお世話になっている福祉関係の

方も、放デイの方も全く分かりませんでした。本当に誰も知らない、何も知らない状況で、

三男の将来がすごく不安になったんです。そんな時に桜丘養護学校のＰＴＡ役員募集のプ

リントというのが目に止まりました。その時に初めて学校から来るいろんな書類も目にし

たんですけれども、こんなにたくさんあるんだと思いながら見た中で、役員募集が目に入

ったんです。三男の助けになる情報が知りたくて、やったこともないでしたけれども役員

に立候補してみようということで紙を出しました。呼び出されて行った時には、保護者も

先生ももちろん初対面の人ばかりで、また保護者の男性は私一人でした。役員決めの重い

空気で、また会長が交代するタイミングになった時に、教頭先生が一言、「山田さんどうで

すか？」ってなって。素人のＰＴＡ会長が誕生したという経緯であります。 

素人のＰＴＡ会長として本当に何も分からなかったものですから、何冊かＰＴＡの本と

いうのは読んだんですけれども、実際本当に分かんなくて。特にまだコロナ禍でしたから、

大きな活動は難しいし、手探りで何かできることを探さなきゃならないのかとか。そもそ

もＰＴＡっていうのは保護者と教職員が入ってて、「何のために、誰のために、誰が何をす

るんだろう。」とか。「本当に皆に必要とされているのか。」とか、「コロナ禍で活動が難し

いのであれば、この機会に一度見直してみようかな。」っていう風に考えました。考え出す

とこれまでの活動とかやり方とかに色々疑問が出てきたんです。「これを機会に思い切っ

て一度変えてみよう」っていうふうに思い立ちました。 

素人のＰＴＡ会長としてまず取り組ん

だことが、うちが役員さんになると何か

ポイント制があったんですね。会長何ポ

イントとか、副会長何ポイントとかあっ

たんですけど、それはもうやめました。そ

ういう義務的なものをしたくなかったん

です。ＰＴＡ新聞も昔作ってたんですけ

れども、紙からデジタルに変えました。ベ

ルマークは、紙で集めてたのをウェブベルマークに変えました。 

ＰＴＡのバザーっていうのがあって、保護者の方が値札とか値決めとかして、いろいろ

おうちにある不要な物とか持ってきてたんですけども、それもまた労力も大変だったので、

後ほど説明します「マルシェ」というものに変更しました。 
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れバスで見に行きました。その次に夏休みの「美術教室」。地域で障害児を対象にした美術

教室を行っている「ピカソ」さんというとこがあるんですけども，そこに運営をお願いし

て、子どもたち、保護者の方にもこのような活動の機会を提供しました。 

令和５年度に行った全体活動の最後は

先程申し上げたマルシェです。これは保

護者が何か品物を出すんじゃなくて、将

来子どもたちが働くであろうＡ型とかＢ

型の福祉就労事業所に出店していただ

く。「このようなサービスに関わるんです

よ。」とか、「こういう商品を販売する仕事

に就くんですよ。」っていうのを子どもや

保護者にも知ってもらう、イメージしてもらう。子どもの将来をイメージしてもらうため

に福祉事業所を３０か所呼んだり、その中で任意活動のサークルで保護者が出すお店もあ

りました。これも、ボランティアを２６名集めて運営をするという形でほとんど保護者も

学校も負担なくできるという形で。令和６年度、実は一昨日の水曜日にやって、今回は一

般開放しました。一般開放して、ボランティアも７０名集まって、実際に来場したのが６

００名を超える方に集まっていただいて。キッチンカーも呼んだりしたんです。キッチン

カーも売り切れたり、福祉事業所も売り切れたりして、大盛況のうちに終わりました。 

任意活動の令和５年度の実績は、茶話会

とか放課後活動です。放課後活動は他の学

校で言う部活動みたいなものです。これも

障害者のスポーツ団体に放課後に来てい

ただいて、子どもたちに親子で障害者スポ

ーツを体験していただくとか。これも先生

方の手を煩わせないとか、保護者を煩わせ

ないためにも、外部の方に来て協力をいた

だいてます。あとは育成会の方にもご協力いただいて、勉強会もしたりしております。 

私の考えるイメージなんですけども。このＰＴＣＡという組織自体がスマホ本体みたい

なプラットフォームで、全体活動とか任意活動がアプリケーション、会員のニーズですね。

そしてスマホ本体のメモリが「つながり」です。外部とのつながりが大きければ、皆のニ

ーズに合わせて多様な活動ができるという形です。 

それと入会の選択制についてですが、入会を選択制にすると、会員は入会する必要性と

価値を考えます。役員は会員のニーズを考えます。みんなが考えるから時代とともに変化

します。変化するから持続可能な形になります。私たちのＰＴＣＡの最大の特徴は、今ま

でにとらわれることなく、恐れず柔軟に変化することです。私たちは会員に必要とされる

組織であるために、有意義な機会を提供し続けたいと思っております。 

私が考えるこのＰＴＣＡとかＰＴＡは、任意団体である以上はサービス業だと思ってい

ます。お客さんがおいしくないと思うお店に人は寄ってきませんので。社会教育関係団体

としての初心を忘れずに、不易流行の運営を行っていかないと、いつかは潰れます。 
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店さん、社会福祉法人、宗教法人の方も入

っていただいてます。賛助会員は、正会員

の２名の紹介がないと入れないというこ

とで、必ず信頼できる方に入っていただ

くという紹介制で入っていただく形にな

っています。それは特別会員も一緒です

が、賛助会員は年会費が１万２０００円。

正会員は入退会を自由にできるものです

から、やはり入会率が下がった時にお金が足りなくなっちゃうっていう心配も当初ありま

したので、こうやって賛助会員の方々に費用的な部分を負担いただくという形です。正会

員さんの４倍の年会費ですので、例えば正会員さんが少なくても、この賛助会員さんが１

０人いれば、正会員４０人分の会費が入ってくるという計算です。一応、賛助会員さんに

はそういう経済的な支援をお願いするという立ち位置で入っていただいております。 

役員は、保護者から会長が１名で私です。副会長が保護者から３名以内と、職員と地域

代表からそれぞれ１名以上。今は、西谷山コミュニティ協議会っていういろいろな町内会

とか消防団など２６団体が入ってるコミュニティの協議会がございまして。そこの協議会

の会長さんに副会長になっていただいてます。あとは交通安全協会の西谷山支部の会長さ

んにも入っていただいており、この学校で何か活動をするというときには、そのコミュニ

ティ協議会を通じて、全町内会に回覧板で「こういう活動をしますよ」とか、例えばリサ

イクル活動をするときには「リサイクル活動いたしますので持ち寄ってください」、とかで

すね。そういう町内会の力をお借りするということも含めて入っていただいてます。 

活動リーダーが数名いまして、全体活動というのを行います。庶務会計が教職員から数

名、監事が保護者から２名。顧問は、校長に加えて今、県議会議員が１名と、市議会議員

にも１名入っていただいてます。いろいろこの学校ができる時に、県教育委員会さんとか

鹿児島市とも折衝することがいろいろございましたので。いろいろ議員さんにもお力添え

いただきましたので、引き続き顧問として入っていただいています。 

活動ですけども、専門部はございません。全体活動というのが、年度当初に日程と内容

を既に役員候補者のうちに決めてます。先ほど紹介した活動リーダーというのが担当しま

して、昨年は活動リーダーさんが４名集まったので、４つの全体活動をしました。今年は

活動リーダーさんが５名集まりましたので、５つの、今書いてある会員懇親会から防災フ

ォーラムまでですね、５つの活動を企画しております。その他に任意活動として、正会員

の中から自由に発案して行う活動です。これは保護者でもいいですし、もちろん先生でも

いいです。メンバーを６名以上集めるという条件があるんですけども、実行委員会組織と

して集めていただいて、その上で役員会に申請書、計画書、予算書を提出して「活動させ

てください」と。それを役員が役員会で承認して、お金を出します、場所を提供します、

というふうな任意活動があります。それで茶話会とか放課後活動、サークル活動などがあ

ります。 

次に、令和５年度の実績です。全体活動はまず年度当初の「会員懇親会」、これが４６名

の参加でした。次の「施設の視察研修」は、保護者と教職員合わせて４９名の参加。それ

ぞれの就労先、一般企業とか、Ａ型、Ｂ型、生活介護、４つのコースに分かれて、それぞ
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った実施が多いです。それと石養のリーダーズですけど、校長先生どうしますか？再

現しますか。 

（松島校長）いや、そんな、再現するようなことはないので、これぐらいのことし

かしていないので。 

（三浦）完成度は低くて。ただ、我々３人は思いっきりやったっていうところで。

この、できる方はおられますかね、首振りダンスとか。これも一緒に手と首が動いち

ゃうみたいな感じで、全然ダンスになってないのですが、恥を捨ててやろうというこ

とで。コメントを最後に求められたのですが、「今日でやっと大人になれた気がしまし

た。」とコメントをした覚えがあります。はい。どっと湧いていましたね。 

（松島校長）沸きましたね。 

（三浦）でも、その後に「よかったですよ。」って保護者の方からも言われたりして。

寄って来てもらって話ができるっていう環境は作れたかなというのは本当に思ってい

ます。挑戦してみることが大事だなって思っております。 

＜発表２について＞ 応答：鹿児島南特別支援学校ＰＴＣＡ会長 山田 

Ｑ３ 本当に初めてＰＴＡ活動をしたのかと思われるくらい素晴らしい行動力だったと思

いました。私の方でもいろいろ新しく変えていかなくちゃいけないという気持ちは大

変あるんですけれども、やはり一歩踏み出せず、その一歩踏み出すための手段がいま

いちわからないというか。多くの反対があったらどうしよう、それによってＰＴＡが

うまく回らなかったらどうしようという葛藤があります。こういうふうにしてみよう

と新しいことを言っても、なかなかそれに賛同してもらえないということがあるんで

すけども、反対なんかはやはりあったものなのか、教えていただきたいと思います。 

（秋田県立稲川支援学校） 

Ａ３ 反対はいろいろありました。本当に、歴代ＰＴＡの会長さんとか、昔からずっと長

くＰＴＡをされていらっしゃった方からは、いろいろ「今じゃなくてもいいんじゃな

いか。」とか、「これはどうなるんだ、あれはどうなるんだ。」っていうふうにいろいろ

おっしゃられたんですけど。それに全部一つ一つ回答を出していくというか、答えて

いって、そしたら納得してくださって。説明会もしましたし、こういうふうに変えま

す、変わりますっていうのも案内文で流しましたし、それに対する質問だったりの回

答もまた皆さんに回したりして。一つ一つちゃんと答えていけば、皆さん納得してく

ださったという感じでした。 

最後ＰＴＡからＰＴＣＡに変わるとき、総会で挙手で賛成とか反対とかって取った

んですけど、本当に反対も棄権も全くなくて、ほぼ皆さん賛成で手を挙げてくださっ

て、スムーズにいったのかなと思います。それまではいろいろとご質問だったりとか、

ご批判もいただくことはありましたけれども、桜丘の会長の時に当時の先生とか役員

さんともいろいろと話をして、大体１、２年間ぐらいはその案を煮詰めていったとい

うか。様々な方のご意見を聞きながら作り上げていったのもあるかもしれないです。 

Ｑ４ 以前のＰＴＡの時にＰＴＡのポイント制というのがあったとあったんですが、ポイ

ントを貯めて何になるんですか。 （山形県立楯岡特別支援学校） 

Ａ４ 何にもなりません。何もならないからやめました。何かポイントがあると役員をや
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最後に、私たちの子どもは多くの人に

支えられ、愛されて生きています。そして

子どもたちは親亡き後も地域の中で支え

合いながら生活していきます。だからこ

そ、ＰとＴだけではなくて、今からＣとの

つながりを作っていくことが大事だと思

います。 

ご清聴ありがとうございました。 

Ⅲ 第４分科会質疑応答 

＜発表１について＞ 応答：島根県立石見養護学校ＰＴＡ会長 三浦 

Ｑ１ 卒業生の保護者３名の方がＰＴＡ活動にかかわっておられるっていうところがすご

くいいなと話を聞かせていただきました。その中で、卒業生の保護者３名の方が顧問

という形で活動を支援されているということですが。この顧問として入られる方々が、

保護者の中で、例えばＰＴＡ会長をされていた方なのかどうかという部分と、顧問に

なられる方に任期があるのか、何年間か、どういうタイミングで変わっておられるの

か、どういう方が務めておられるのか、というところについて教えてください。 

（山形県立鶴岡養護学校） 

Ａ１ 顧問ですが、特に会長をしていたからなるという経緯はないです。また、「カナウハ

ズ」に所属をしていただいている方の中から決めるという基準も特にはないのですが、

ありがたいことに熱意のある方が多いですね。地域でこれからも子ども達を支えてい

こうという思いから、「じゃあ顧問で参加してもいいよ。」と言っていただいて、お願

いする形になっているというところで、大変助かっています。卒業生の中には、遠方

から学校に通われていた家族の方もいるので、どうしても近くで集まっていただける

方が多くはなってくるのですが、その方、その方の実情に応じて参加できる範囲でと

いうところで、今は３名の方になっていただいております。 

任期については、毎年決めていくという形になっております。 

Ｑ２ 具体的に東京都の各学校でもこうした井戸端会議のようなものをぜひやっていきた

いということに話が出るのですが。やはり曜日とか時間帯、場所というところが、な

かなかどの保護者にもマッチしたところというのを設定するのが難しかったりするの

ですが、そういった点で工夫されたことがあったら教えていただければ。 

２点目として、先ほど「新しい石養のリーダーズ」をご紹介いただいたので、せっ

かくなのでどのような感じで盛り上がったのか、具体的にどんなことをされたのかと

いうことを伺えたら。 （東京都都立青鳥特別支援学校） 

Ａ２ 井戸端会議に関して、なかなか集まることが難しいという現状があります。開催に

ついては、行事と抱き合わせで一緒に開催をして、行事が終わった後にその流れでそ

のまま井戸端会議に参加してもらうとか。また、授業参観日が終わった後に参加をし

てもらうなど、何かと抱き合わせっていう形が多いです。もし都合が合えば、その他

不定期なところでも開催はしていけたらとは思うのですが、実質今のところはそうい
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んでるんですけれども、幅広く公平性を求められる性質のお金は、給食費なんかと一

緒のようなイメージで学校が集めてもらうっていう形です。金額で言うと、もともと

６,０００円だったものが、新しいＰＴＣＡになって、会員になればそのまま６,００

０円だし、会員にならなければ３,０００円になるだけで、会費については文句はあり

ませんでした。 

Ｑ６ マルシェについてお伺いしたいです。事業所さんには、収益等をＰＴＡにいくらも

らうとか、出店してもらうお礼とか、何かしているのでしょうか？すごく素敵な行事

だと思い参考にさせていただきたいです。 （チャット質問：倉敷市立倉敷支援学校） 

Ａ６ 今のところＰＴＣＡからはお礼は出していません。声かけするのはうちの子どもた

ちが例えば実習で行くようなところの方々が多いので、本当に協力的に参加してくだ

さいます。またマルシェにお店を出していただいて物品販売していただくんですけど、

その収益については一切うちは関わらないので、それぞれ事業所さんの収益になりま

す。お金に関わりだすと、また負担というか手間が増えちゃうので。うちとしてはお

金は一切触らずに、こちらから謝礼とかっていうのは特には出していませんが、向こ

うは売上をそのまま持って帰っていただくという形でしていただいてます、今のとこ

ろ。またいろんな意見があったら変えるかもしれないですけど。 

Ⅲ 第４分科会助言 

助言者 山形大学大学院 教育実践研究科 教授 早川  隆 氏 

島根県立石見養護学校、そして鹿児島県立鹿児島南特別支援学校の

それぞれの発表、本当にありがとうございます。事前にレポートを拝

見させていただいたのですが、今日の発表をとても楽しみにしており

ました。実際に発表を聞いて想像以上に「素晴らしいな。学びどころ

が満載だな。」と思いました。 

どちらの発表も、前年踏襲でこれまで通りにいけるという状況では

ない、ある意味ピンチで、大変な状況でした。  

石見養護学校の場合は、会員数がとても少なくなって活動すること

をあきらめてもおかしくないほどの状況です。鹿児島南特別支援学校の場合は、数校が合

併して新しい学校になる中で、他校でＰＴＡ活動をがんばってきた皆さんを迎え入れる役

割を担う困難な状況です。しかも、開校する年度で学校がどうなるかよくわからない中で

の暗中模索の中での取組です。まだ学校行事なども決まっていない状況の中で大変だった

ことと思います。両校ともその状況をピンチをチャンスにしてＰＴＡ、ＰＴＣＡをさらに

進化させた取組みで、少子化が深刻化する中、どのＰＴＡ組織でも遭遇する可能性の高い

問題を乗り越えた内容の濃いレポートであり、発表だったと思います。そのチャレンジの

中には私たちが参考にしたい取組みや学びが満載だと思います。ごく一部ですがお伝えし

たいと思います。 

はじめに、石見養護学校のＰＴＡ活動について話します。石見養護学校では、小規模化

している現状を嘆くのではなく、今日のこの資料の最後にあるように、「小規模の学校だか
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らなくていいみたいな感じだったんです。意味無いよなと思ってなくしました。 

Ｑ５ ＰＴＡへの参加の仕方について任意でという形にしたわけなんですけども。この部

分に関しては任意にしてほしいという声があったのか、それとも山田会長がそういう

形にすべきだという強い思いを持ってそういうふうにしたのかっていうところをまず

一つ聞かせていただきたいなということと。 

あと、すべての子どもたちにかかる学校経費と、ＰＴＡの活動にかかる活動経費と

いうことを区分して徴収されてるということなんですけども、そのＰＴＡの会員にな

ってない人たちの分については、学校経費支払いされているのかどうかというところ

を教えていただければと思います。 （山形県立鶴岡養護学校） 

Ａ５ 活動の任意参加でやった、入会の任意とかっていうことですかね。そもそもがその

頃、本当に素人のＰＴＡ会長だったので。私が読んだ本には「任意団体です」って書

いてあったので、そもそも任意なんだっていう。なので入会も任意で。でも当時は違

いました。当時の桜丘の時はみなさん義務的に入ってらっしゃったんですけど。そも

そもＰＴＡに僕がずっと携わってなくて、上の子の時とかにもＰＴＡが必要なのか

な？っていう派だったので。その中で子どもの情報が知りたくて入ったんですけど、

ただやってた活動が本当に必要なのかなとかも疑問がありましたし。コロナでＰＴＡ

の活動が止まって、別に誰も困ってなかったんで。じゃ、やってもやらなくてもそん

なに今の活動で影響ないんだったら、とりあえず任意でやってみようかなっていうと

ころもあって。ちょうどその新しい学校になるタイミングでしたので、その時に思い

切ってもう変えてしまおうと。 

ちょっと裏話じゃないんですけど、そっちの冊子には少し書いてありますけれども。

他の学校からも保護者の方々が集まってくるってことは、やっぱり他の学校のＰＴＡ

のやり方、考え方もあるわけで。他の学校でその会長をされてた役員されてた方なん

かが、こっちの学校でこんなやってた、こっちの学校でこんなやってた、いやでもう

ちの学校でこんなやってたって、言ったらもうキリがないので。どこの学校のもので

もない新しいものを作った方が、皆さんもそのまますんなり納得するというか、余計

なハレーションもないだろうなっていう思いもありました。 

やっぱりもともと桜丘をベースに作られた学校ではありましたので。何かの情報が

やっぱり桜丘の方が早かったりすると、あっちばっかりとかっていう声が聞こえてく

るわけです。そういう溝も作りたくなかったので、せめてＰＴＡぐらいはもう全く新

しい形で作ろうかなっていうところもありましたし、そういう風な思いもあって完全

に入会制にしました。だって先生方も別にＰＴＡは仕事じゃないわけですから。なの

で任意で入ってくださいと、お気持ちのある方は入ってくださいっていう形にしまし

た。それと会費のことなんですけど、もともと桜丘養護学校の時は６,０００円だった

んですね。合流した他の学校さんは例えば学部で違ったりとかってあったんですけど。

比較して一番安いというか、納得のいく価格が大体この６,０００円ぐらいだろうとい

うところで落ち着いて。その中で学校が公平に使う金額と、活動に使う金額を仕分け

していくと、ちょうどだいたい半分ぐらいに分かれたんですよ。じゃ、任意制にした

ら、ＰＴＣＡの年会費の３,０００円は会員になった方は払います。会員じゃない方は

学校で公平に使う金額３０００円だけ払います学校が使うお金は行事費ってうちは呼
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んでるんですけれども、幅広く公平性を求められる性質のお金は、給食費なんかと一

緒のようなイメージで学校が集めてもらうっていう形です。金額で言うと、もともと

６,０００円だったものが、新しいＰＴＣＡになって、会員になればそのまま６,００

０円だし、会員にならなければ３,０００円になるだけで、会費については文句はあり

ませんでした。 

Ｑ６ マルシェについてお伺いしたいです。事業所さんには、収益等をＰＴＡにいくらも

らうとか、出店してもらうお礼とか、何かしているのでしょうか？すごく素敵な行事

だと思い参考にさせていただきたいです。 （チャット質問：倉敷市立倉敷支援学校） 

Ａ６ 今のところＰＴＣＡからはお礼は出していません。声かけするのはうちの子どもた

ちが例えば実習で行くようなところの方々が多いので、本当に協力的に参加してくだ

さいます。またマルシェにお店を出していただいて物品販売していただくんですけど、

その収益については一切うちは関わらないので、それぞれ事業所さんの収益になりま

す。お金に関わりだすと、また負担というか手間が増えちゃうので。うちとしてはお

金は一切触らずに、こちらから謝礼とかっていうのは特には出していませんが、向こ

うは売上をそのまま持って帰っていただくという形でしていただいてます、今のとこ

ろ。またいろんな意見があったら変えるかもしれないですけど。 

Ⅲ 第４分科会助言 

助言者 山形大学大学院 教育実践研究科 教授 早川  隆 氏 

島根県立石見養護学校、そして鹿児島県立鹿児島南特別支援学校の

それぞれの発表、本当にありがとうございます。事前にレポートを拝

見させていただいたのですが、今日の発表をとても楽しみにしており

ました。実際に発表を聞いて想像以上に「素晴らしいな。学びどころ

が満載だな。」と思いました。 

どちらの発表も、前年踏襲でこれまで通りにいけるという状況では

ない、ある意味ピンチで、大変な状況でした。  

石見養護学校の場合は、会員数がとても少なくなって活動すること

をあきらめてもおかしくないほどの状況です。鹿児島南特別支援学校の場合は、数校が合

併して新しい学校になる中で、他校でＰＴＡ活動をがんばってきた皆さんを迎え入れる役

割を担う困難な状況です。しかも、開校する年度で学校がどうなるかよくわからない中で

の暗中模索の中での取組です。まだ学校行事なども決まっていない状況の中で大変だった

ことと思います。両校ともその状況をピンチをチャンスにしてＰＴＡ、ＰＴＣＡをさらに

進化させた取組みで、少子化が深刻化する中、どのＰＴＡ組織でも遭遇する可能性の高い

問題を乗り越えた内容の濃いレポートであり、発表だったと思います。そのチャレンジの

中には私たちが参考にしたい取組みや学びが満載だと思います。ごく一部ですがお伝えし

たいと思います。 

はじめに、石見養護学校のＰＴＡ活動について話します。石見養護学校では、小規模化

している現状を嘆くのではなく、今日のこの資料の最後にあるように、「小規模の学校だか
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らなくていいみたいな感じだったんです。意味無いよなと思ってなくしました。 

Ｑ５ ＰＴＡへの参加の仕方について任意でという形にしたわけなんですけども。この部

分に関しては任意にしてほしいという声があったのか、それとも山田会長がそういう

形にすべきだという強い思いを持ってそういうふうにしたのかっていうところをまず

一つ聞かせていただきたいなということと。 

あと、すべての子どもたちにかかる学校経費と、ＰＴＡの活動にかかる活動経費と

いうことを区分して徴収されてるということなんですけども、そのＰＴＡの会員にな

ってない人たちの分については、学校経費支払いされているのかどうかというところ

を教えていただければと思います。 （山形県立鶴岡養護学校） 

Ａ５ 活動の任意参加でやった、入会の任意とかっていうことですかね。そもそもがその

頃、本当に素人のＰＴＡ会長だったので。私が読んだ本には「任意団体です」って書

いてあったので、そもそも任意なんだっていう。なので入会も任意で。でも当時は違

いました。当時の桜丘の時はみなさん義務的に入ってらっしゃったんですけど。そも

そもＰＴＡに僕がずっと携わってなくて、上の子の時とかにもＰＴＡが必要なのか

な？っていう派だったので。その中で子どもの情報が知りたくて入ったんですけど、

ただやってた活動が本当に必要なのかなとかも疑問がありましたし。コロナでＰＴＡ

の活動が止まって、別に誰も困ってなかったんで。じゃ、やってもやらなくてもそん

なに今の活動で影響ないんだったら、とりあえず任意でやってみようかなっていうと

ころもあって。ちょうどその新しい学校になるタイミングでしたので、その時に思い

切ってもう変えてしまおうと。 

ちょっと裏話じゃないんですけど、そっちの冊子には少し書いてありますけれども。

他の学校からも保護者の方々が集まってくるってことは、やっぱり他の学校のＰＴＡ

のやり方、考え方もあるわけで。他の学校でその会長をされてた役員されてた方なん

かが、こっちの学校でこんなやってた、こっちの学校でこんなやってた、いやでもう

ちの学校でこんなやってたって、言ったらもうキリがないので。どこの学校のもので

もない新しいものを作った方が、皆さんもそのまますんなり納得するというか、余計

なハレーションもないだろうなっていう思いもありました。 

やっぱりもともと桜丘をベースに作られた学校ではありましたので。何かの情報が

やっぱり桜丘の方が早かったりすると、あっちばっかりとかっていう声が聞こえてく

るわけです。そういう溝も作りたくなかったので、せめてＰＴＡぐらいはもう全く新

しい形で作ろうかなっていうところもありましたし、そういう風な思いもあって完全

に入会制にしました。だって先生方も別にＰＴＡは仕事じゃないわけですから。なの

で任意で入ってくださいと、お気持ちのある方は入ってくださいっていう形にしまし

た。それと会費のことなんですけど、もともと桜丘養護学校の時は６,０００円だった

んですね。合流した他の学校さんは例えば学部で違ったりとかってあったんですけど。

比較して一番安いというか、納得のいく価格が大体この６,０００円ぐらいだろうとい

うところで落ち着いて。その中で学校が公平に使う金額と、活動に使う金額を仕分け

していくと、ちょうどだいたい半分ぐらいに分かれたんですよ。じゃ、任意制にした

ら、ＰＴＣＡの年会費の３,０００円は会員になった方は払います。会員じゃない方は

学校で公平に使う金額３０００円だけ払います学校が使うお金は行事費ってうちは呼
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発表を聞いての想像ですけれども、おそらくは、山田会長の中でも、「こうやっていこう

かな。」「ここまでやったっていいんじゃないかな。」と思ったけれども、みんなと話し合う

中でいろいろ考えると、この辺にしておこうかなと、迷いながら今のところに仮の足をつ

けているわけですね。一つ一つのことについて迷いながら自分たちで、みんなで決めてき

たプロセスがあったから、必要があったらこれからもどんどん変わっていくことが大事な

んだと考えていらっしゃいます。 今からどんどん変わっていくっていうのは進化してい

くっていうことですし、「これからもみんなで考えてこの組織を育てて自分たちが納得で

きるプライドを持てるような活動にしていきましょう。」という呼びかけになっているよ

うに感じました。 

また、「新たに組織を立ち上げるタイミングだから…」と、建前ではなく本当に任意参加

の組織であることをしっかり意識して運営していくことが大切なのだと学ばせていただき

ました。全国のＰＴＡ会員の中には、「ちょっと今年は会合が多くていろいろ忙しいから、

ちょっと今年の役員は勘弁してほしいな。でもみんな忙しい中をがんばっているのだから

わがままは言えないな。」と思っている方々は少なくないのではないかと思います。私は今

日のこの会の中で、「加入率が減っているので、どうやったらみんなから入ってもらえる組

織になるか。」という悩みが出てくるかなと思っていました。それは大きな誤りでした。逆

に、任意の組織であることを大切にした組織運営の姿勢に気付かせていただきました。個

人の意思を認め合う任意性と主体的な活動を徹底したＰＴＣＡの様々な企画は、やりたい

人が企画して「この指とまれ方式」で行っています。ここで大切なのは、もしも企画者が

出ない時にはその企画はしない、という基本方針がすごいと思いました。「誰かがやらない

と迷惑かかるから仕方なくやろうか…」という忖度はいらない安心感が徹底しています。

本当の任意組織の一つのお手本を教えていただいたように思いました。 

例えば、「今年まで入ってたけど、来年ちょっとお休みさせてほしい。」といった時には、

山田会長だったら、「またできそうになった時にやろうね。」って快く送り出してくれそう

です。逆に、「去年参加できなかったけど、ちょっとこれやりたいし、自分でも企画したい

から、ちょっと今年入ろうかな。」「おおいいね。」という個々の会員が任意で決めることが

できる安心感があります。本当の主体的な任意団体っていうのはこうありたいな、と思い

ます。そういう任意団体についての認識をみんなで共通理解していかないと、会員じゃな

い人たちが寂しい思いをしたり、「楽しそうないい企画の時ばかり参加して都合よすぎる

わ。」というようなもやもやした思いが会員の中に残ったりしやすいと思うのですが、この

ＰＴＣＡはそうじゃありませんでした。会員の皆さんが、このように、互いの任意性を尊

重した安心感のある組織になることは簡単なことではないと思います。とても参考になる

取組みだと思いました。 

一方、地域の方々との「南特マルシェ」ですが、正にＰＴＣＡという感じで、地域の小

規模作業所などがそれぞれ製品を持ち寄って、児童生徒も保護者も地域の方々もみんなと

出会って、売買をしたりして、そのまま解散して帰るという楽しさと気軽さがあります。

保護者の皆さんにとっても、地域の皆さんにとっても、それぞれがそれぞれの任意性を尊

重した、まさにプラットホームだと感じました。 

ところで、新たに開校する学校は、通常は、開校１年目はＰＴＡ活動はそれなりにして

おいて、２年目から新しい役員を決めてぼちぼち始めましょうか、という話になりがちだ
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らこそ顔が見える関係だから築くことができるつながりがあるんだ。」と前向きにとらえ

て取組んでいます。自分たちにはこれまで培ってきたつながりと受け繋がれてきた「子ど

もたちと一緒に楽しもうと取組んできた伝統があるんだ。」という思いを感じます。だから

こそ、この発表で紹介いただいた保護者による新しい石養のリーダーズなども楽しそうで

すし、自分たちで「愛唱歌をつくろう。」という取組みを楽しみながら行ってこられたのだ

と思います。取組みも発表もすごいパワーを感じますよね。 

通常は、どんどん小規模化していく時には何となく元気がなくなって、「活動はこのくら

いに留めておこう。」と活動を削減することが多いのではないかと思いますが、小規模化を

きっかけにしてますます自分たちだけではなく、今度は外部から応援の申し出があるなど、

人間関係が広がっていったり、つながっていったりしています。「なんでこんなに元気なん

だろう。」と思いながら発表を伺っていました。それは、これまで愛唱歌を作った先輩方な

どＰＴＡ活動を支えてきた方々が、子どもたちをど真ん中にしたりしながら楽しくつなが

って、楽しいからますますつながりを強くして、そういうことを大事にすることが伝統に

なっていったのではないかと解釈しています。楽しくＰＴＡ活動をがんばっているから愛

唱歌もできて歌い継がれていくし、顔と顔が見える関係が続いているから、現在の会員の

みなさんが少ない中でも前向きにがんばっている状況を見て協力を申し出ていただけるの

だと思います。 

それは、みんなで盛り上がりながら歴代の先輩方が、その時その時を楽しくつながって

きた石見養護学校ＰＴＡが紡いできた伝統なのかもしれませんね。その時々に紡いできた

歴史や伝統が、今日直面している小規模化などの様々な波に立ち向かっていくときの財産

になっているではないかと思います。この発表を聞きながら私が学ばせていただいたのは、

これからどの学校にも様々な波…課題が押し寄せて来ると思うのですが、そういう時に皆

さんが今取組んでいる活動や思いは次の世代に受け継がれていくことを学ばせていただき

ました。ただ子どもたちを盛り上げたくて、子どもと一緒に楽しみたくてこの活動をやっ

てることが、実は学校や子どもたちを取り巻く環境を変えていく力があるのという、皆さ

んの様々な活動を価値づけて、これからの活動に希望を持たせてくれる素晴らしい取組み

であり、私たちに大きな勇気を与えてくれる発表だと思いながら拝聴したところです。本

当にありがとうございます。 

次に、鹿児島南特別支援学校のＰＴＣＡの取組みについて話しします。私は最初にこの

レポートを拝見した時、「このレポートは確かに最近の地域全体で子どもを育てる学校を

目指す今の時代を先取りしているな。きっと校長先生か誰かの入れ知恵で取組んだんじゃ

ないかな。」などと、たかをくくった見方をしておりました。発表を聴いて自分の軽率な見

方を反省して申し訳なく思いました。山田会長は、発表の中で「自分は素人だ。」と繰り返

しおっしゃっていましたが、変なしがらみや思い込みをもたないで自分で考えたからこそ

辿りつくことができた「ＰＴＣＡの構想」であり、現在の取組みなのだと気づかせていた

だきました。また、この形を創りあげていくまでのプロセスが素晴らしく、私たちに多く

のことを学ばせてくれます。山田会長の構想に会員の方々や学校関係者が質問をちゃんと

ぶつけてくれるような良い関係性があって、質問されればされるほど、その構想はより具

体的になっていったようです。心配なことも前向きに考え方を変えていって、ご自身の考

え方も周囲の方々の理解も深まっていって今の形になっていったことがよく伝わりました。 
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発表を聞いての想像ですけれども、おそらくは、山田会長の中でも、「こうやっていこう

かな。」「ここまでやったっていいんじゃないかな。」と思ったけれども、みんなと話し合う

中でいろいろ考えると、この辺にしておこうかなと、迷いながら今のところに仮の足をつ

けているわけですね。一つ一つのことについて迷いながら自分たちで、みんなで決めてき

たプロセスがあったから、必要があったらこれからもどんどん変わっていくことが大事な

んだと考えていらっしゃいます。 今からどんどん変わっていくっていうのは進化してい

くっていうことですし、「これからもみんなで考えてこの組織を育てて自分たちが納得で

きるプライドを持てるような活動にしていきましょう。」という呼びかけになっているよ

うに感じました。 

また、「新たに組織を立ち上げるタイミングだから…」と、建前ではなく本当に任意参加

の組織であることをしっかり意識して運営していくことが大切なのだと学ばせていただき

ました。全国のＰＴＡ会員の中には、「ちょっと今年は会合が多くていろいろ忙しいから、

ちょっと今年の役員は勘弁してほしいな。でもみんな忙しい中をがんばっているのだから

わがままは言えないな。」と思っている方々は少なくないのではないかと思います。私は今

日のこの会の中で、「加入率が減っているので、どうやったらみんなから入ってもらえる組

織になるか。」という悩みが出てくるかなと思っていました。それは大きな誤りでした。逆

に、任意の組織であることを大切にした組織運営の姿勢に気付かせていただきました。個

人の意思を認め合う任意性と主体的な活動を徹底したＰＴＣＡの様々な企画は、やりたい

人が企画して「この指とまれ方式」で行っています。ここで大切なのは、もしも企画者が

出ない時にはその企画はしない、という基本方針がすごいと思いました。「誰かがやらない
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らこそ顔が見える関係だから築くことができるつながりがあるんだ。」と前向きにとらえ
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講 評 

時 間  １５：００～１５：２５ 

会 場  荘銀タクト鶴岡 大ホール 

文部科学省初等中等教育局 特別支援教育課 特別支援教育調査官  加藤 宏昭 様 

ご参加の皆様、全体会へのご参加と分科会における熱心なご協議、本

当にお疲れさまでした。私自身も大変勉強をさせていただきました。あ

りがとうございました。講評の指名をいただいておりますので、僭越な

がら、主に私からは第１分科会と第２分科会に関しましてお話をさせて

いただきます。 

まず、第１分科会の発表１をしていただきました、北海道札幌養護学

校の白桜高等学園のご発表です。主に地域との共働作業というところで、

生徒と地域の方が共に活動をしていく。さらに地域向けの参観日で実際

に生徒さんが学校の教育活動、ご自身が学習していることについて自分たちで説明をしていく。

これは地域の方に、それぞれの学校の教育活動の理解をしてもらうというよりは、理解を促す

という形になりますので、非常に重要なことかと思います。また、生徒さんの方も、学校の先

生や保護者には、ご自身がやっていることの活動について称賛をもらったり、認めてもらった

りということはあるかと思いますが、なかなか地域の方から、自分たちがやっている活動につ

いて称賛をしてもらう、認めてもらうといった経験が少ないところがありますので、そういっ

た経験を積んでいけるというのは非常に重要なことと考えております。 

発表２の杉並区立済美養護学校のご発表ですが、学校に興味を抱いてもらうということが、

インクルーシブが進むことである、という点は、私もまさにその通りではないかと思っていま

す。障害のあるなしにかかわらず、障害のある子供たちも、社会の一員として地域の方にきち

んと捉えていただくということが非常に重要であると感じておりますし、以前、身体障害のあ

る当事者の方から聞いた話ですが、実際、幼い子供は純粋ですので、身体障害のある方が車椅

子に乗っていたり、視覚障害のある方が白杖をついたりすると、なぜそんなことをしているの

か、と聞きにくるのですが、保護者がそれを止めてしまうそうで、なかなか関心をもってもら

うことができないというお話を聞いたことがありました。まさに興味、関心ですね。障害者の

方に対して、どうしてそういう状態なのか、その関心を抱くところから実際に支援が始まり、

支援から先に進んでいくと、お互いに共生というところに進んでいくと思います。関心をもつ

ことから、その方が何に困っているのかを知る。そして、これは障害のある方を知っていくだ

けではなく、障害のある方も障害のない方とお互いに知っていくといった共生社会につながっ

ていくのではないかと思っています。この２校の取組につきましては、私がこの会の挨拶で述

べさせていただいたように、まさに開かれた教育課程の具現化というものを図っていただいて

いるＰＴＡの取組ではないかと考えています。特別支援教育の視点や考え方、特に知的障害教

育の場合には、実際に学んでいる内容、指導の形態というものが通常の学校とは違ってきます

ので、しっかりと理解をしていただくように、学校や保護者の方、ＰＴＡ、地域の方に理解啓

発をしていく必要があります。今後も、様々なアイデアによりまして、この取組をぜひ進めて
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と思うのですが、１年目からこういう様々な活動をしているということ自体すごいことだ

と思います。ＰＴＣＡを一緒に取組む学校の理解と心意気にも、学校の皆さんをも動かす

山田会長のご努力にも、山田会長の構想に「それでやってみよう。」と応じた会員の皆さん

と地域の協働をしている方々にも、皆さんに心から敬意を表したいと思います。勉強させ

ていただきました。本当にありがとうございます。 

２つの発表は、それぞれの状況も抱えている課題も異なりますが、どちらも果敢に挑戦

している優れた実践発表だと思います。「できるところからまずやってみよう。」という実

行力と、その根底にある子どもたちをど真ん中にして、今日のテーマである「楽しくつな

がっていこう。」というみんなの思い…方向性を大切にして取組んでいると思いました。ど

の取組みも、一つ一つの具体例がとても楽しそうなんですよね。「楽しくやりたい。」「楽し

く学び合いたい。」という共通の思いを大切にして取組んでいることが伝わってきます。ぜ

ひ、学びたい考え方だと思います。石見養護学校も鹿児島南特別支援学校も、子どもたち

を楽しい気持ちにしたい。笑顔が見たい。自分たちも笑顔で取組みたい。先生方もみんな

で盛り上がっちゃいたい。そういう「楽しくいこう」というみんなの心意気が集まって推

進力になっていることを感じました。 

ところで、ご参会の皆さんのＰＴＡでもいろいろな小さな課題や意見をいただいたりす

ることなどがあると思います。例えば、役員としては「曜日をかえてほしい。」という要望

に応えて日曜日にしたのに、「日曜日は参加するのは大変だった。」というアンケートの意

見があると、なんかダメ出しされたみたいで、がっかりしますよね。でも実は、「面白かっ

たから、参加したいから、もっと参加しやすいようになれたら嬉しいな。」という一緒にみ

んなが参加しやすい取組みに進化したいと思っている気持ちがあると受け止めて一緒に考

えていくような前向きな雰囲気をつくることを大切にしていきたいと思いました。今日、

発表いただいた二校のＰＴＡとＰＴＣＡのみなさんのように、それぞれのＰＴＡの組織の

リーダーの皆さんが、率先してから前向きな考え方で、会員の方々の活動に前向きな言葉

でフィードバックしていただくと、担当した方々もホッと救われて、「やってよかったな。」

と前向きな気持ちが広がっていくのかもしれませんね。これから、それぞれのＰＴＡ活動

の中で、小さな課題にも、ピンチはチャンスにするような前向きな発想で、進化の機会に

していけることを、学ばせていただきました。その際、どのような時でも、キーワードは、

今日のテーマである「楽しくつながる」ことの大切さを再確認させていただきました。そ

して、今日の発表には、そのためのたくさんのヒントをいただきました。私の話は、学ぶ

べきことのほんの一部です。ご参会の皆さんのＰＴＡ活動を思いながら、今日の発表を振

り返る中で、ますます楽しくつながるヒントや自分たちの取組みを価値づけて、活動を楽

しんでいただくことを期待いたします。 

今日は、二つの「ＰＴＡ」と「ＰＴＣＡ」のとても参考になる取組みと、発表の主旨に

強く関心を持ちながら質問してくださった参会者の皆さんと、良い学び合いの時間を持て

たこと、本当にうれしく思います。本当にありがとうございました。 

そして最後に、ＰＴＡとそれからＰＴＣＡの発表をしてくださった皆さんにもう一度感

謝の拍手をしたいと思います。どうもありがとうございました。 
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全国特別支援教育推進連盟 理事長  岩井 雄一 様 

皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました全国特別支援教

育推進連盟理事長の岩井と申します。よろしくお願いいたします。はじ

めに、少し全国特別支援教育推進連盟の紹介をさせていただきます。加

盟団体は１６団体、いろいろなところで会員が減っておりますので、団

体も少しずつ減っています。７月９日に、文部科学省とこども家庭庁へ

加盟団体の皆さんと一緒に行ってまいりました。団体の代表の方から

様々な取り組みについて要望を申し上げたところです。本会の冨永会長

も一緒に行っていただきました。 

これは東洋経済の調査で、ＰＴＡに関するアンケート調査をした結果です。ＰＴＡは必要か。

図-１は特別支援学校の事例ではなくて、小中学校等の調査ということですが、保護者の回答

で不必要というのは３８.５%、必要との

回答は６１.５%。不必要と考えられる方

も少しずつ増えてきているという傾向

になります。先生方はどうかというと、

先生方もほぼ同様の結果です。中身を見

てみると、デメリットはもう説明しなく

ても大体わかるかと思います。メリット

は、「知らない情報を教えてもらえる」

「他学年も含めて親同士の交流が持て

る」「家庭ではわからない学校での子供

の様子がわかる」、実際はこうではなく

て、先ほど申し上げたように要望を取り

まとめて提出する、ということも、今日の分科会の中でのご発言にございました。それから、

教員の方では、「保護者との関係づくりができる」「学校行事で保護者の協力がありありがたい」

「保護者と協力して生徒の指導ができる」、これらのことを挙げております。ＰＴＡの活動を

見てみると、会の運営に関すること、会員相互の親睦、研修、情報共有、子供たちが楽しめる

行事の企画等々の内容にそれぞれが取り組んでいらっしゃるということがわかります。 

図-２は現状が今、一体どういう状況になっているかということで、これは共働き世帯と、そ

うではない世帯、男性が雇用をされていて、無業の妻という世帯の比較です。青いグラフがか

つてはすごく多かった。今では共働き家庭の方が圧倒的に多い。こういう状況の中で、これは

ＰＴＡ活動にもかなり影響しているのではないだろうかということです。 

こういう状況を踏まえ、工夫をしたＰＴＡ活動にしていかないとなかなか難しいだろうとい

うことが考えられます。 

ＰＴＡを廃止した学校からの発信で、東京のある学校の校長先生の発信ですけども、連合会

の活動に参加せず、自校の活動だけすればいいので楽になる、ということが一つあるけれど、

ＰＴＡ廃止は行政に意見を述べるチャンスをなくします、と言っておられました。最終的には

保護者が活動しなくなると教育の質が低下するということもおっしゃられています。実際に連

合会から脱会する。単Ｐを解散する。そういう学校の話が聞こえてきます。しかし、全知Ｐ連
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いただきたいと思っています。 

次に、第２分科会の富山県立高岡高等支援学校のご発表です。防災バッグについて、一人一

人違っていいのではないかという気付きがあった、とのお話がありました。実は私も、当課の

方で年４回、季刊誌の「特別支援教育」というものを発行しておりまして、令和５年の秋号９

１号になりますが、こちらで安全に関する教育、「安全教育」についての取組の特集を組んだ際

に、やはり同じような気付きがありました。マイ防災ポーチというのを作っていらっしゃる学

校の取組でしたが、家庭や学校で用意している防災バッグとは別に、生徒一人一人が、災害が

あった時にどういったものが必要なのかといったことを自分のこととして考えます。発表の中

にもありましたように、安心できるようなグッズを入れておくことが必要じゃないかというこ

とを考え、防災ポーチを作っていく、とのことでした。これは一回作ったら終わりではなくて、

ある程度の期間で見直しをすることにより、自分はこういうものを入れていたけれども、最近

のニュースを見るとこういうのも必要ではないか、これはいらなかった、ということを繰り返

し考えていく一つのきっかけになるような、ご発表、情報提供でした。 

また、自助、共助というお話もありました。障害のあるなしに関わらず、地域で生きていく

わけですから、自分はそういった災害が起きた時に何ができるか、そして災害が起きたときだ

けではなくて、普段から自分たちに何ができるかといったことを考えていくことは非常に重要

なことではないかと思います。 

そして、発表２の奈良県立二階堂養護学校のご発表です。災害に関して、リアルな防災訓練、

避難訓練というところがありました。抜き打ちの避難訓練は、実際に比較的多くの学校がやっ

ていらっしゃると思います。これも私自身のエピソードになりますが、初任者で避難訓練を担

当した時に、ある先生から、「自閉症のお子さんは抜き打ちで訓練をするとパニックに陥るか

らもっとわかりやすく構造化してほしい。」と言われました。しかし、災害は待ってくれませ

ん。理不尽な形で起こるのが災害なので、そうした時にお子さんたちがどういう状態になるの

か。本当に困った時に、お子さんが泣いても喚いても、命を守るためには引き摺ってでも避難

させなければいけないのです。どうやってお子さんの実態をつかんでいくかという部分に関し

ては、やはりリアルな避難訓練、防災教育といったものが重要になってくると思います。その

際に、保護者が一番わかっているお子さまの様子に加えて、さらに学校での様子を加味しなが

ら、一番いい形で命を守るための教育をしていくことが重要になってくると思っています。 

文部科学省では、防災教育のねらいとして３点あげています。１点目は危険認識、２点目は

日常の備え、といった判断や安全確保のための行動です。これに関しては、今回発表いただい

ているところでもしっかりと取り組まれていることと思いますし、また共助といった部分でも

各学校で十分取り組んでいただいていると思います。３点目の災害発生のメカニズムなどの基

礎基本といったものを学ぶというのはなかなか知的障害のあるお子さんですと難しい部分も

ございますので、まずは自分の命をきちんと守っていくこと、それから地域の方たちと共に協

力をして、自分にできることがあれば他者を助けていく。そういった力の育成につながるよう

な取組を今後も進めていっていただければ幸いでございます。私からは講評といった形でお話

をさせていただきました。ありがとうございました。 
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ントに参加することによって、障害のある方、あるいは特別支援学校の活動がその地域に見え

るようになったとおっしゃっていました。学区域が広いということで、地域とのつながりを考

えたときに、学校が置かれている地域とつながって障害理解を広めるというのも一つ大事なこ

とだとは思いますが、子供たちの将来を考えると、当然やっていらっしゃるとは思いますが、

それぞれの地域での活動もとても大事になってくるかなということも見ていて感じたところ

です。 

続いて、第４分科会の発表１の島根県立石見養護学校です。学校は児童生徒数が２５名と、

ＰＴＡ会員は２５世帯とのことで、お集まりの皆さんの学校と比べると規模は小さいと思いま

すが、あえて規模の小ささを生かしていくと、いろんな取り組みができる、という結論に至っ

たと思います。当然現役の保護者の方が少ないので、卒業生の保護者会「カナウハズ」と連携

をしながらＰＴＡ活動を地域の活動として取り組んでいるとのことです。２５名なので互いに

よく知っているけれど、あえて顔合わせをするそうで、単に自己紹介をするのではなく、子供

の資料などを持ってきてわが子自慢をするとのことで、とても楽しそうにお話されていました。 

それから井戸端会議といって、いろいろ普段の生活のことや悩んでいることや将来に向けた

夢をお互いに話し合っていくという活動を展開しているとおっしゃっていました。同じ地域の

中で、保護者同士、横の関係とか縦の関係を密に、卒業後も関係を保って一緒に取り組んでい

る活動ということかと思います。小規模な学校なりの活動の仕方を工夫して取り組んでいる。

ここも学校運営協議会が設置されているとホームページを見たら書いてありましたので、確か

にそういう方向に進んでいるのだなと思いました。学校運営協議会もそれぞれメンバーが違い

ますし、取り組みの目標や方向性が違いますが、ここは小規模ながら地域のさまざまな資源を

活用しながら進めていました。 

それから、発表２の鹿児島県立鹿児島南特別支援学校です。ＰＴＡをどうするかということ

を会員の皆さんの声を聞きながら、新たなＰＴＣＡとされました。ＰＴＣＡのＣはコミュニテ

ィーということで、保護者、教員、それから地域の方々とともに活動していくとのことです。

そういう目標を持つところはたくさんあると思いますが、ここで特に変わった工夫をされてい

るのは、正会員、特別会員、賛助会員と位置づけていまして、正会員をここに書いてあるとお

り、現段階で保護者５１.４%、教員８６.５%の方が加入という取り組みになっています。どう

やったら活動が重荷にならないか、あるいは、それでもなおかつ成果があがるか、こんなこと

を考えながらＰＴＡづくりをしてきたということです。新たな方向性を持った取り組みなので、

実際進めていただきながら、ど

のような成果を上げていくか、

あるいは発展の方向性などが期

待されるところだなと思ってい

るところです。 

今回、楽しくつながる特色あ

る教育活動、楽しくというのは

どういうことだろうとか、ある

いはつながるってどことつなが

るのだろうかともう一度考えて

みると、これは正解がどこかに 図-３ 
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は加盟する単Ｐは増えています。 

今日の分科会でもどうしたらＰＴＡ活動を楽しく有意義なものにするかという話し合いが

たくさんされました。 

さて、それでは分科会の方に話しを進めます。まず第３分科会「特色あるＰＴＡの活動、楽

しくつながる」。どんなことをしたら楽しくできるのだろう、どことどういうふうにつながっ

ていくのだろう、とそれぞれが工夫しながら発表をしてくださいました。第３分科会の発表１

は、青森県立森田養護学校ですが、ＰＴＡは保護者、教員、賛同する人をもって構成するとの

こと。こういう方向、つまりＰＴＡは任意団体で、全員加盟にはなりませんよ、という学校が

少しずつ増えてきています。それから学校運営協議会が設置されていて、「コミュニティスク

ール」と言いますけども、特別支援学校でも３９０校から４００校ぐらいがコミュニティスク

ールに取り組んでいるということで、全体の４割弱の学校が取り組んでいます。 

この森田養護学校では、そのような学校運営協議会を設置したコミュニティスクールの活動

をしながら、地域に「ひまわり応援隊」が出ています。「ひまわり応援隊」というのは、保護者

やボランティアによる学校支援団体で、これが図書の貸出支援や環境整備、学校行事の手伝い

で、なんと年間４０回の活動をして、延べ１８０人が参加しているそうです。協議の中でも、

どうしたらそんなに参加できるのかというお話がありました。この学校は小中学校との連携で

交流及び共同学習も位置づけて取り組んでおり、地域の障害理解が広がりを見せているという

ことで、何か活動がとても楽しそうな印象を受けました。 

また、発表２の埼玉県立東松山特別支援学校、ここもコロナ前の活動に戻すのがなかなか難

しいこともあり、負担感をどう軽減していくか、取り組みの進め方をいろいろ工夫してきたそ

うで、特にこの地域での「日本スリーデーマーチ」への参加について紹介されていました。こ

の地域のイベントですが、これにＰＴＡとして丸ごと参加し、とても評判が良く多くの方が参

加してくれたそうです。ＰＴＡ活動というのは課題もありますが、楽しくスリム化を狙ってい

くことによってみんなが楽しめるし、共生社会の形成にも寄与できるとのことで、地域のイベ

図-２ 
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閉 会 式 

時 間  １５：３０～１６：００ 

会 場  荘銀タクト鶴岡 大ホール 

１ 開式の言葉 

山形県立米沢養護学校 ＰＴＡ副会長  小笠原 昭 

２ 主催者挨拶 

全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会 会長  冨永 美和 

皆様、お疲れ様でした。文部科学省の加藤宏昭様、こども家庭庁の縄田

裕弘様より行政説明をいただき、山形県立こころの医療センター院長の

神田秀人様よりご講演をいただきました。子供たちが声を上げてこうし

てほしいと伝えることが難しい分、我々大人が想像力を働かせて動いて

いくことが大事であると改めて感じた所存です。さらに分科会を見学さ

せていただきましたが、各地区で行われている取組を拝見し、今後ＰＴ

Ａ活動をどのように進めていくか、活動方法やあり方というものは、過

渡期に来ていると感じ、その中で言えることは、工夫をしていくこと、

協力をしていくことではないか、と考えさせられました。 

分科会発表校の島根県立石見養護学校は、全校生徒２５名ということで小規模な学校ではあ

りますが、工夫をされ、できることを様々模索していらっしゃると感じました。できないこと

をむやみにカットするのではなくて、より変化させて、現時点でどういう形で実現することが

できるのかという視点でＰＴＡ活動をされていました。 

同じく分科会発表校の杉並区立済美養護学校は、学校近隣の善福寺川の歩道にアートギャラ

リーを行っております。この活動を見た時に、文部科学省が定義している教育体制である主体

的・対話的な深い学びという言葉がふと頭に浮かびました。特別支援学校に通っている子供た

ちにとって、主体的な学びとは何だろう。対話的な学びとは何だろう。地域とつながることな

のかな。そして深い学びって何だろう。知的障害がある子供たちがどんな深い学びをできるの

かな。ちょうど隣にいらした米谷先生にうかがってみたところ、「汎化できることじゃないか

な」とご助言いただきまして、私の中でストンと腑に落ちました。 

本日は保護者の皆様、多くの先生方も来ていただいていますので、学校でも、そしてご家庭

でも今後の活動や地域の活動に生かしていただきたいと思います。以上をもちまして、私から

の挨拶とさせていただきます。本日は、実行委員会ならびに山形県特別支援学校長会の皆様に

もご尽力いただきまして、誠にありがとうございました。 

98 

あるわけではなくて、その学校のそれぞれの特色、あるいは地域の状況等を踏まえながら考え

ていただければいいのかなと思ったところです。コミュニティスクールと地域学校協働活動、

これがどんどん進んでいることもあります。図-３は平成２７年１２月の中央教育審議会の答

申からこういった内容が書かれている、ということでご紹介をさせていただきます。 

まとめにかえて、東北大会、ハイブリッドで準備も様々なことがあって大変だったと思いま

す。そういう中では、参加の皆様が活発に協議を進められて成果が上がったのではないかと思

います。素晴らしい大会運営、本当にありがとうございましたと。ＰＴＡの会長さんたちと話

をしていると、ＰＴＡの会長ってとても楽しい、とおっしゃる方が多いのですね。本当にそう

いう活動を皆さんで作り上げて、こういったところへ持ち寄って、さらに楽しいつながりを求

めた活動をしていただければありがたいと思います。とても楽しい会でありがとうございまし

た。私の方からは以上でございます。 

【石川県立七尾特別支援学校 育友会会長よりお礼のビデオメッセージ】 

講評後、石川県立七尾特別支援学校育友会会長より、全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴ

Ａ連合会の会員に向けて、令和６年能登半島地震への支援へのお礼のビデオメッセージを上映

した。 
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が、とても大切な時代になってきたのだと思います。ぜひ、皆さんでこういった知恵を出し合

っていただけるといいかと思います。 

結びになりますが、ご参加されたＰＴＡ会員の皆様のご協力の中で、山形大会が実り多い大

会として運営できたことについて感謝を申し上げ、私からの閉会のご挨拶とさせていただきま

す。まだまだ暑い日が続きます。会員の皆様におかれましてはご自愛いただき、今後のＰＴＡ

活動に向けて英気を養っていただければと存じます。本日は一日ありがとうございました。 

３ 謝   辞 

山形県特別支援学校知的障害教育校長会 会長 

山形県立新庄養護学校 校長  伊藤 順子 

皆様、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました、山形県特別支援

学校知的障害教育校長会会長、山形県立新庄養護学校校長の伊藤順子と

申します。本日はコロナ禍により令和２年度より中止され、昨年度に再

開してくださいましたオンライン形式の石川大会を経まして、５年ぶり

に参集型とオンラインのハイブリッド形式での大会でしたが、全国から

オンラインの皆様も合わせまして４４３名という多くの皆様にご参加を

いただきました。 

全体会では、文部科学省特別支援教育調査官 加藤宏昭様、こども家庭

庁障害児支援専門官 縄田裕弘様に、特別支援教育や障がいのある子供たちを取り巻く施策な

どに関する、国の最新の動向等について学ばせていただきました。山形県立こころの医療セ

ンター院長 神田秀人様にご講話をいただき、愛着形成が心の育ちの基盤であり、子どもへの

温かな関わりが大切であるということを実感いたしました。４つの分科会では、１都１道６

県、計８本の素晴らしいＰＴＡの実践について発表いただき、各分科会におきましては、鶴岡

手をつなぐ親の会会長 橋本廣美様、元山形大学大学院教育実践研究科元教授 村山良之様、

株式会社 Diverse Life管理者 長谷川薫様、山形大学大学院教育実践研究科教授 早川隆様

より貴重なご助言をいただきました。発表された実践に加えまして、明日からのＰＴＡ活動

の大切な指針とさせていただきます。ありがとうございました。 

さて、３年余り続いたコロナ禍における行動制限が解除されましても、まだまだ感染防止対

策を取りながらではございますが、本校でも教育活動はもとより、ＰＴＡ活動におきましても

本格的に再開し、保護者の皆様には教育活動等の多くの面で積極的に温かなご支援、ご協力を

いただき、感謝の毎日でございます。マスクを外す子どもたちも増えて元気に活動し、子ども

らしく自分らしく力を発揮して生き生きと学ぶ姿、チャレンジを楽しむ姿が多く見られるよう

になってまいりました。来週はいよいよ夏休み明けの子どもたちを迎えます。皆様の学校にお

かれましても、工夫を重ね、手を取り合って、これまで以上にＰＴＡ活動、教育活動を充実さ

せていらっしゃることと存じます。 

また、台風や地震などの頻発が心配される昨今でございます。先ほども石川県のＰＴＡ会長

様よりお話をいただきましたが、１月の能登半島地震は本当に甚大な被害がございましたので、
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全知Ｐ連の皆様、一日本当にお疲れ様でした。ハイブリッドによる開

催となりました山形大会でした。運営にご協力いただきどうもありがと

うございました。閉会のご挨拶ということで、少しざっくばらんな話を

させてください。今日の大会を通して、いくつかの気になることや、普

段から考えていることがありましたので少しお話します。 

午前の講演会で、神田様からアタッチメントの話がありました。本校

でも生徒指導の上で気になることの一つにアタッチメントの問題があり

まして、昨年から教員向けに研修会を行っています。とても難しいのが、

アタッチメントの部分なのか、発達障害から来ているのか、要するに原因が割と似通っている、

あるいは両方ある時もあるわけです。ですから、そこのアセスメント、分析やアプローチを間

違えてしまうと手立てにならないですよ、というお話をよく聞きます。大体課題に挙がってく

る子供たちは安定型ではないですよね。では、その児童生徒をどう支えていこうかと、先生た

ちはよく考えます。講演会の中で「安全基地」という話がありました。安全基地は必ずしも保

護者である必要がないですね。要支援者は移り変わっていって構わないですし、移り変わるこ

とで、実は愛着障害は緩和していく。特に保護者は毎日家庭で対応していますから、一人で抱

え込もうとすると苦しくなってしまいます。要支援者を別に作っていくということが双方にと

って幸せになっていくのだろうと思います。アタッチメントについては今後も話題に上がって

くるかと思います。本も出ていますので、一度目を通していただいて向き合ってみるのもいい

かと思います。 

また、第２分科会の中で、これはいいなと思ったところがありました。「防災ミニ研修」をや

っているという話でした。他の行事との抱き合わせで行ったそうですが、それはとても大事で、

「ミニ○○」というようにハードルを少し下げて、何かと何かを組み合わせることで参加しや

すいことに繋がっていく。バイアスがかかって、しっかりやらなくては、というと苦しくなっ

てしまいますが、コロナが入っていったんいろいろ止まったことを契機に、バイアスを外して、

参加しやすいものは何だろうか、ということを改めて考えていく時代になっていると思います。

そう考えた時に、各分科会の中で各学校の発表が、まさにそういった工夫がされていることを

非常に実感して、とても嬉しく元気をもらいました。地域や学校の状況はいろいろ違うとは思

いますが、その中でできることを考えていくことで、ＰＴＡは楽しいと思ってくれる方が一人

一人増えていくのではないかと思います。第４分科会にあった「井戸端会議」もそうですよね。

しっかり集まろうと思うと難しいですが、「夕方２０分間だけオンラインやりましょう」、「１

０分間だけこんな話をしませんか」といったところから進めてみるなど、工夫のしどころだと

思いますので、いい事例がありましたら、またこういった会でご紹介いただけるといいなと思

いました。 

最後に、私は教職員にもよく話すのですが、いかに働きやすい職場にするかというところで、

「心理的安全性」という言葉が、今よく言われています。 職場の中でいかに相談しやすい環境

を作るか、失敗しても責めない、ミーティングをやってなるべく声を拾ってあげよう、という

ことがあります。これは別に職場に限ったことではなく、ＰＴＡ活動も心理的安全性は大事で

すし、家庭の中でも大事なことで、お互いが過ごしやすい空間をどう作っていくかということ
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が、とても大切な時代になってきたのだと思います。ぜひ、皆さんでこういった知恵を出し合
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が出、成長し、多くの素晴らしい果実となることでしょう。また、既に取り組まれている方々

にとっては、各成果は、課題や悩みの解決を図る成長促進剤としての役割を果たすことでしょ

う。今後の皆様の取り組みに期待するとともに、私自身もこれからの取り組みへの決意を新た

にしたところでございます。ＰＴＡのネガティブな話題の多い今日この頃ではございますが、

本大会の内容をより多くの方に知っていただくことで、ＰＴＡ活動等の理解がなお一層深まる

ことを願ってやみません。 

さて、来年の東京大会まで１年を切りました。皆様を万全の態勢でお迎えできるよう、本日

の運営状況等を参考に、実行委員会のメンバーをはじめ関係者が学校をまたいで楽しくつなが

り、本格的に準備を進めてまいります。是非、皆様、東京でお会いたしましょう。お待ち申し

上げております。 

【大会旗引き継ぎ】 

第４０回全国研究協議大会東北大会（山形大会）実行委員長から第４１回全国研究協議大会

東京大会実行委員長へと大会旗が引き継がれた。 
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復旧に難儀されている皆様も多くいらっしゃることは、皆様もご存じのとおりです。東北地区

でも先日の台風５号など自然災害が続いている近年で、今朝も岩手の龍泉洞が再開したという

ニュースに喜んだところですが、山形県、秋田県でもこの７月末に大雨被害がありました時に

は、多くの皆様より温かな応援メッセージやご支援をいただき、元気づけていただきました。

被災された皆様にお見舞いを申し上げますとともに、１日も早い復旧を願い、ご支援いただき

ましたことに感謝の気持ちでいっぱいです。改めて、保護者の皆様、地域の皆様との連携、学

び合いを大切にし、災害への備えにも心し、子どもたちの笑顔を守り、健やかに育んでまいり

たいと感じています。 

本日、多くの貴重なご教示を賜り学ばせていただきましたこと、今後に生かしたいという思

いを新たにしております。保護者の皆様、関係者の皆様とご一緒に、全ての子どもたち一人一

人の願い、夢と希望を育み、その実現のため、本日のテーマにもございますように、多様性を

認め合い、心のネットワークを共に育むことができますよう、力を合わせてまいりたいと存じ

ます。 

ご講評もいただきました文部科学省 加藤宏昭様、全国特別支援教育推進連盟理事長 岩井雄

一様、そしてこども家庭庁 縄田裕弘様はじめご来賓の皆様には、本日ご多用のところご臨席

を賜り、ご祝辞をいただきありがとうございました。４名の助言者の皆様、ご講話をいただき

ました山形県立こころの医療センター院長 神田秀人様、皆様には貴重なご助言と示唆をいた

だき、重ねて御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。 

結びになりますが、本大会の開催にあたりまして、様々な場面でご相談をさせていただきま

した、全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会会長の冨永美和様、全国特別支援学校知

的障害教育校長会会長 米谷一雄様、大会事務局の皆様、また本大会にご参加いただきました

皆様、ご支援いただきました関係のすべての皆様に心より感謝を申し上げ、本日の謝辞といた

します。ありがとうございました。 

４ 次期開催地区代表挨拶 

第４１回全国研究協議大会東京大会 実行委員長 

東京都立城東特別支援学校 ＰＴＡ会長  西村 正実 

皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、東京都立城東特

別支援学校の西村正実でございます。次期開催地区を代表いたしまして

ご挨拶申し上げます。 

はじめに、山形大会の準備・運営に携わってこられた皆様の多大なる

ご尽力に感謝申し上げます。今回は、参集とオンライン配信のハイブリ

ッド形式にて行われました。参集された方々にとっては、直接お越しい

ただいたことで、単なる情報交換にとどまらず、発表者や助言者の圧倒

的な熱量を感じ取れ、また、オンラインでも全国各地から多くの方が参

加されており、とても有意義なものになったと思っております。本日の分科会で発表された各

成果について、本日その種がこの会場から全国にまかれました。今後、全国各地において、芽
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４ 次期開催地区代表挨拶 

第４１回全国研究協議大会東京大会 実行委員長 
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５ 閉式の言葉 

第４０回全国研究協議大会東北大会（山形大会） 実行委員長 

山形県立鶴岡高等養護学校 ＰＴＡ会長  菅原  綾 

本日は御参会の皆様の御協力により、滞りなく山形大会の閉会を迎え

ることができました。皆様に心より御礼申し上げます。皆様、山形大会

はいかがだったでしょうか。一日開催という形でしたが、「多様性を認め

合い共に育む心のネットワーク～全ては子供たちの笑顔のために～」の

テーマのもと、会員の皆様と共に学び、会員の皆様の学びを共有し、交

流を深めるきっかけになりましたら幸いです。 

本大会を通して、改めて子供たちのことを深く考えるきっかけになっ

たのではないかと思います。保護者の皆様につきましては、わが子の障

がいが分かった時から今までたくさんの困難があったことと思います。そして、教育機関から

離れても、子供を支えていくことに終わりはありません。私たちが願うことは、子供たちの健

やかな成長と幸せな人生だと思います。障がい児者が生活していく上での課題が尽きることは

ありませんが、一人一人の子供が、これからの生活を豊かに送れるように、本大会で学んだこ

とを皆さんの地域に発信・実践しながら、全知Ｐ連の活動の輪をさらに広げていただくようお

願いいたします。 

結びに、令和の時代は変化の激しい時代、予測困難な時代と言われています。５年ぶりの参

集の取り入れた山形大会をきっかけに、しなやかで力強い全知Ｐ連活動の益々の発展を御祈り

して、次期開催の東京ブロックの皆様へバトンをお渡しいたします。これからもみんなで力を

合わせて全知Ｐ連の活動を盛り上げていきましょう。 

以上をもちまして、全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会 令和６年度 第４０回全

国研究協議大会東北大会（山形大会）の全日程を終了いたします。ありがとうございました。 
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全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会 

令和６年度第４０回全国研究協議大会東北大会（山形大会） 実行委員会組織 

 

１ 実行委員長  菅 原   綾  鶴岡高等養護学校ＰＴＡ会長（第４０回山形大会事務局） 

２ 実行副委員長  近 藤 千 春  村山特別支援学校ＰＴＡ会長（令和６年度県知Ｐ連会長） 

髙 橋 利 博  上山高等養護学校ＰＴＡ会長（令和６年度県知Ｐ連副会長） 

星 川   健  新庄養護学校ＰＴＡ会長（令和６年度県知Ｐ連副会長） 

髙 橋 幸 宏  酒田特別支援学校ＰＴＡ会長 

五十嵐   満  鶴岡養護学校ＰＴＡ会長 

高 橋   啓  楯岡特別支援学校ＰＴＡ会長 

石 黒 龍 実  米沢養護学校ＰＴＡ会長 

伊 藤 靖 典  山形大学附属特別支援学校ＰＴＡ会長 

３ 顧    問  矢 野 裕 之  村山特別支援学校長（令和６年度県知Ｐ連会長校） 

武 田 和 久  上山高等養護学校長（令和６年度県知Ｐ連副会長校） 

伊 藤 順 子  新庄養護学校長（令和６年度県知Ｐ連副会長校） 

五 十 嵐 仁  酒田特別支援学校長 

村 上 未 紀  鶴岡養護学校長 

古 原 常 能  楯岡特別支援学校長 

伊 東   達  米沢養護学校長 

森 谷 久 美  山形大学附属特別支援学校長 

園 部 直 人  鶴岡高等養護学校長（第４０回山形大会事務局） 

４ 実 行 委 員  石 山 智 子  村山特別支援学校教頭 

石 澤 康 至  上山高等養護学校教頭 

大 橋 佳 代  新庄養護学校教頭 

佐 藤 秋 久  酒田特別支援学校教頭 

堀     克  鶴岡養護学校教頭 

土 肥   修  楯岡特別支援学校寒河江校教頭 

片 桐   睦  米沢養護学校教頭 

鈴 木 晶 子  山形大学附属特別支援学校教頭 

齋 藤 和 香  鶴岡高等養護学校教頭（第４０回山形大会事務局） 

５ 事 務 局  鶴岡高等養護学校 

事務局長 ：教  頭 齋藤 和香 

事務局担当：庶務部長 森  千明   庶務部 伊藤 佳子 

会計部長 ：事 務 長 奥山  敦 
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全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会 

令和６年度 第４０回全国研究協議大会 

東北大会（山形大会） 
 

【大会主管校】 

第４０回全国研究協議大会東北大会（山形大会）実行委員会 

主管校  山形県立鶴岡高等養護学校 

〒997-0834 鶴岡市稲生一丁目 20番 33号  

TEL 0235-22-0581    FAX 0235-23-2507 

 

【主催者事務局】 

全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会 

〒105-0012 東京都港区芝大門１－５－３ 

ヤマシタ芝大門ビル５階 

TEL 03-3433-7651  FAX 03-3433-7652 

e-mail info@zenchipren.jp 
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